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第１章 詳細計画策定調査の概要 

１－１ 要請の背景 

モンゴル国（以下、「モンゴル」と記す）は、日本の約 4 倍の国土（156 万 km2）と、人口約 300

万人（2016 年）を有し、ロシアと中国（内モンゴル・新疆ウイグル族自治区含む）に挟まれた内陸

国である。広大な面積に対して人口が少ないため人口密度が極端に低い国であるが、全人口の 66%

にあたる約 200 万人（2016 年）
1
 が都市部へ居住しており、都市への一極化が特徴的な国である。こ

の人口一極集中は、大気汚染、上下水管理、廃棄物管理等の都市環境問題を招き住民生活に影響を及

ぼしているが、特に首都ウランバートル市は世界的にも深刻な大気汚染問題を抱えており、この対策

はモンゴルにおける 重要課題とされている
2
。大気汚染の改善を求めるデモも繰り返し行われてお

り、市民の健康を脅かす喫緊の課題となっている。 

ウランバートル市では、3 カ所の旧式石炭焚き火力発電所（ウランバートル市第 2、第 3、第 4 火

力発電所）、約 200 カ所の地区暖房石炭焚きボイラ施設（Heat Only Boiler：HOB）と小型石炭焚き温

水ヒーター（Coal Fired Water Heater：CFWH）、ゲル地区居住 13 万世帯以上の 20～30 万基に及ぶゲ

ルストーブが主な大気汚染源とされている。これら施設・機器で使用される石炭の質が悪く、多量の

煤煙が排出されることで大気汚染を引き起こしている。特に暖房需要の高まる冬期は深刻な大気汚染

に見舞われている。加えて、火力発電所の焼却灰や道路粉塵の飛散、自動車排ガス等も大気汚染を悪

化させている要因といわれている。 

これに対し、ウランバートル市は 2006 年に自然環境保護局内に大気質課を設立。その後、2009 年

には大気質庁（Air Quality Department of the Capital City：AQDCC）に格上げし、大気汚染対策の推進

に向けて取り組みを始めた。しかしながら、AQDCC 職員には大気汚染の複雑な問題を取り扱うため

の知識と経験が不足していたこと、さらに合理的な意思決定を行うための科学的根拠がほとんど存在

しておらず、各汚染源が大気環境に及ぼす影響も不明であったことから実施すべき対策の検討ができ

ない状況であった。 

このため JICA は、2010 年 3 月～2013 年 3 月に技術協力プロジェクト「ウランバートル市大気汚

染対策能力強化プロジェクト」（以下、「フェーズ 1」）を実施し、大気汚染物質発生源インベントリ

の作成、大気拡散シミュレーションモデルの構築、煙道排ガス測定、ボイラ登録管理制度の導入、火

力発電所及び HOB 等の診断・対策案の検討等に関し、AQDCC の能力強化に取り組んだ。 

また、2013 年 12 月～2017 年 6 月には技術協力プロジェクト「ウランバートル市大気汚染対策能力

強化プロジェクトフェーズ 2」（以下、「フェーズ 2」）を実施し、実効的な大気汚染対策を進めるため

の体制づくり、大気環境モニタリング、大気環境及び発生源の評価分析、大気汚染対策実施案の評価・

審査に係る能力強化に取り組んだ。 

これまでの 2 フェーズにわたる協力の結果、大気環境モニタリング体制の改善、大気拡散シミュレ

ーションモデルの開発、大気汚染源の特定、ボイラ登録管理制度の構築等、AQDCC〔その後、2016

年に大気汚染削減庁（Air Pollution Reducing Department of the Capital City：APRD）に改組）〕をはじ

めとするカウンターパート・ワーキンググループ（Counterpart Working Group：C/P-WG）メンバーの

能力強化が促進されたものの、実効性のある大気汚染対策の実施までには至らなかった。このため、

                                                        
1 UN date: http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3a1 
2 新開発中期目標プログラム（2010 年国会承認）、ウランバートル市マスタープラン（2013 年国会承認）、国家大気汚染削減プログ

ラム（2017 年 3 月閣議決定）。 
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対策実施能力の強化に向けて、大気汚染排出源及び大気環境のモニタリング体制の維持・強化、PM10

成分分析に関する技術能力の高度化やそれに基づく発生源寄与解析の実施、市民による関心の高い健

康被害対策に資する調査実施能力の強化等、課題は依然として残されている。 

このような状況の下、 2016 年にモンゴル政府からわが国及び JICA に対し APRD をカウンターパ

ート（Counterpart：C/P）とするフェーズ 3 の要請がなされ、採択されたことを受け、今般詳細計画

策定調査団を派遣した。 

 

１－２ 調査の目的 

本調査は、以下の項目を目的として実施した。 

① 協力の枠組みについて実施機関等と協議、合意すること 

② 本格協力の実施に必要な関連情報の収集・整理を行うこと 

③ 本格協力の実施方法、留意事項等について確認し、計画策定調査結果にまとめること 

④ 以上の結果を踏まえ、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）（案）、

活動計画（Plan of Operation：PO）（案）、先方負担事項等を含む討議議事録（Record of Discussion：

R/D）（案）を作成し、先方代表 C/P 機関と協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）を締結するこ

と 

 

本調査を実施するにあたり、事前質問票を用いて先方実施機関の情報を分析したうえで、事前国内

作業において PDM（案）を作成した。 

また現地調査においてワークショップを開催し、先方実施機関関係者に対して本調査の目的を説明

するとともに、プロジェクトの基本方針、体制についての調査団の考えを示し、その後に続く累次の

意見交換のための共通認識を醸成した（付属資料１．ワークショップに用いた資料）。 

 

１－３ 調査団の構成 

担当事項 氏名 所属・職位 現地調査期間 

総括/環境管理  山田 泰造 JICA 国際協力専門員 2017 年 9/3～9/13

協力企画/援助戦略 谷口 光太郎 
JIC 地球環境部 環境管理グループ 

環境管理第一チーム 企画役 
9/3～9/14 

大気汚染対策 田畑 亨 
（株）数理計画 数理計画本部 

プロジェクトマネージャー 
8/29～9/14 

大気質測定・分析 澤木 夏二 （株）数理計画 数理計画本部技師 8/29～9/14 

評価分析 柿沼 潤 
（株）アースアンドヒューマンコーポ

レーション 主任研究員 
8/29～9/14 

 

１－４ 調査期間 

現地調査：2017 年 8 月 29 日～9 月 14 日（詳細は付属資料２．調査日程を参照） 
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１－５ 主要面談者 

（1）ウランバートル市 

J. BATBAYASGALAN Deputy Governor, Capital City 

 

（2）ウランバートル市大気汚染削減庁（APRD） 

DELGEREKH Mandakh Chairman 

L. NARMANDAKH Specialist, Environmental Monitoring Division 

O.ALTANGEREL Specialist, Environmental Monitoring Division 

M.OTGONBAYAR Specialist, Environmental Monitoring Division 

D. SANCHIRBAYAR Stationary monitoring officer 

 

（3）その他ウランバートル市関係部局 

＜戦略政策計画局＞ 

ULZIIBAYAR Gonching Head 

＜環境局＞ 

ZOLZAYA Enkhtur Senior Projects and Partnership Officer 

＜監査庁＞ 

BATULZII Department Head, Environment, Geology and Mining Inspection 

Department 

N.NARANGEREL State Senior Inspector, Environment Department 

＜保健局＞ 

DULMAA Sampilnorov Head 

＜道路局＞ 

J. DANAASEEREN  Head, Policy Regulation Division 

＜公共運輸局＞ 

NYAMDORJ  Staff 

 

（4）自然環境・観光省（Ministry of Environment and Tourism：MET） 

Ph.D., Prof NYAMDAVAA Director, Department of Environment and Natural Resource  

Gendenjav  Management 

TSEEPIL Avirmed Officer, Department of Environment and Natural Resources 

Management 

＜国家気象・環境モニタリング庁（National Agency for Meteorology and Environment Monitoring：

NAMEM）＞ 

Dr. BATBAYAR Jadamba Director, Department of Environmental Monitoring 

Dr.TSATSRAL Batmunkh Officer, Environment Monitoring Division 

＜NAMEM 環境・度量衡中央ラボラトリー（Central Laboratory of Environment and Metrology：CLEM）＞ 

B.BARKHASRAGCHAA Senior Engineer, Air Monitoring Section 

D. TUMENDELGER Engineer, Air Monitoring Section 
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（5）道路・運輸開発省（Ministry of Road and Transport Development：MRTD） 

SEREETER Jigjee Head, Division for standards and Normative of the Policy and 

Planning Department 

 

（6）鉱業・重工業省（Ministry of Mining and Heavy Industry：MMHI） 

GANBAATAR Jamiyan Director General, Mining Policy Department  

 

（7）エネルギー省（Ministry of Energy：ME） 

BOLDKHUU Nanzad Director General, Fuel Policy, Implementation and Regulation 

Department 

PhD. ALTANCHIMEG Dambadarjaa Specialist, Fuel Policy Implementation and Regulation Department 

BATBILEG Jambaljamts Officer, Fuel Policy Implementation and Regulation Department 

TOGOONTUMUR Yura Officer, Fuel Policy Implementation and Regulation Department 

 

（8）火力発電所 

S. BOLDSAIKHAN Ecological Engineer, Technical Policy Department, Thermal Power 

Plant No.3 

Gerelt-Od Engineer, Technical Policy Department, Thermal Power Plant No.3 

A.BATTUVSHIN Senior Engineer, Research and Development Department, Thermal 

Power Plant No.4 

B. BURENJARGAL Engineer, Research and Development Department, Thermal Power 

Plant No.4 

 

（9）他ドナー 

＜世界銀行（The World Bank：WB/ Ulaanbaatar Clean Air Project：UBCAP）＞ 

TSENDSUREN Dorjgotov Project staff, Coordinator 

＜WB＞ 

Yun Wu Energy Economist, Energy & Extractives 

Peter Johansen Senior Energy Specialist, Energy & Extractive Global Practice 

＜アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）＞ 

ONGONSAR Purev Senior Environment Officer 

Maria Pia Ancora Climate Change Specialist, Environment, Natural Resources and 

Agriculture Division, East Asia Department 
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第２章 調査結果 

２－１ 結果概要 

主な調査・協議結果を以下に記す。詳細は、本報告書の付属資料４．協議議事録（M/M）を参照

のこと。 

 

２－１－１ 総 論 

本プロジェクトは、過去 2 フェーズで協力した個別技術について継続・発展させるとともに、「国

家大気汚染削減プログラム」（2017 年 3 月閣議決定、目標年 2025 年）の中で優先度の高い大気汚

染対策をパイロット活動として取り組むことで、大気汚染物質の排出削減をめざすものである。ま

た、有効性が明らかになったパイロット活動については、モンゴル側が「Air Pollution Against Fund」

（Clean Air Foundation の後継基金）や、WB・ADB 等他ドナーの資金を動員し、本プロジェクトの

枠外で、より大規模に本格実施することを企図している。 

2017 年 1 月のフェーズ 2 終了時評価調査及び 4 月のフェーズ 2 総括セミナー/ 終合同調整委員

会（Joint Coordinating Committee：JCC）等の機会に、フェーズ 2 での成果や残された課題、本プロ

ジェクトの基本戦略等については、先方の要望を取り入れながらウランバートル市副市長や APRD

長官をはじめとする関係者と協議し、大筋で認識の共有ができていたため、今次調査においても日

本・モンゴル双方の認識に大きな乖離はなかった。 

 

２－１－２ 基本方針 

今次フェーズ 3 では具体的な大気汚染対策への取り組みをプロジェクトに盛り込むことで合意

した。また 2017 年 3 月に閣議承認された「国家大気汚染削減プログラム」の達成に直接寄与する

プロジェクトであることが確認された。これらを含むフェーズ 3 の 8 つの基本戦略（後出「６－１

プロジェクトの基本戦略」参照）について、モンゴル側と合意した。 

 

２－１－３ 他案件・他ドナーとの連携 

JICA 事業（円借款、中小企業海外展開支援事業）及び関連プロジェクトを実施している WB、

ADB と連携することについて合意を得た。WB、ADB は本プロジェクト JCC へオブザーバー参加

することで合意した。特に、ADB に関しては政策支援借款「ウランバートル大気質改善プログラ

ム」（2018 年 4 月頃に理事会承認見込み）及び各種の技術支援・グラントを予定している。同借款

及び各種の技術支援・グラントにおいて、分析機材の整備や本プロジェクトのパイロット事業をモ

ンゴル側が本格展開する場合の予算措置等に関して連携できる可能性があり、情報交換を継続して

いく必要がある。 

 

２－１－４ 実施体制 

具体的な大気汚染対策への取り組みを含むため、今まで以上に市・国の連携が必要になることか

ら、フェーズ 1・2 の C/P である APRD に加え、国側の調整役として自然環境・観光省も C/P と位

置づけた。 

また、プロジェクト運営上の責任者に関し、国家環境汚染削減委員会の共同事務局長であるウラ

ンバートル市副市長と自然環境・観光省環境・天然資源管理局長の両名が JCC に責任者として参
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画することが必要と考え、JCC の正副議長とした。 

さらに、C/P-WG のメンバーについては、従前以上に多数の関係機関・部局を巻き込むことが必

要であるため、保健セクターや運輸セクターとも連携することとした。 

・ JCC 議長：ウランバートル市副市長 

・ 同副議長：自然環境・観光省環境・天然資源管理局長 

・ プロジェクト・ディレクター：APRD 長官 

・ プロジェクト・マネージャー：APRD 副長官 

 

２－１－５ 先方署名者 

C/PであるAPRDを所管するウランバートル市副市長と自然環境・観光省がM/M署名を行った。 

・ ウランバートル市：副市長（エコロジー・グリーン開発） 

・ 自然環境・観光省：環境・天然資源管理局長 

 

２－１－６ 協力期間 

要請書では 3 年 6 カ月の提案であったが、①パイロット活動の計画・実施・評価には一定の期間

が必要であること、②政権交代等に起因する外部条件の不充足による活動停滞の可能性を考慮し、

2018 年 2 月～2023 年 2 月の 5 年間とした 。 

 

２－１－７ 供与機材の検討 

フェーズ 1、2 を通じて供与した機材を引き続き使用することとした。新たな供与機材に関して

は以下の活動に関連するものとする。なお ADB の事業により機材投入が検討されているため、重

複がないように十分留意する必要がある。 

① 固定発生源の排ガス測定能力を維持するとともに、ウランバートル市監査庁が保有する機材に

基づく簡易排ガス測定能力の構築 

② 移動発生源の排出ガス測定能力の維持 

③ APRD の大気環境測定局の能力の維持 

④ モンゴル側国家レベル、市レベルの大気汚染削減プログラムとの連携強化 

⑤ ゲル地区での大気環境測定局及び移動大気環境測定車による大気環境測定 

⑥ フェーズ 3 で実施する大気汚染削減のパイロット事業 

 

２－１－８ 先方負担事項 

・ C/P のメンバー及び C/P-WG のメンバーについて、プロジェクト開始前までにウランバートル

市長令等の正式な形で任命する旨、確認した。 

・ C/P 予算の確保及び日本人専門家の執務室の確保について合意した。 

 

２－２ 団長所感 

２－２－１ 協議プロセス 

2017 年 9 月 5 日に APRD 長官に今回の詳細計画調査概要を説明し、9 月 6 日のキックオフ・ミ

ーティング（付属資料１）で、APRD に加えて、フェーズ 2 における JCC と C/P-WG の主要メン

バーにフェーズ 3 プロジェクト概要と活動内容の説明を行い、活発な協議を行うこともできた。彼
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らは、フェーズ 3 においても主要なメンバーとなる見込みである。その後、モンゴル側のコメント

を文書にて受け付け、PDM 及び M/M に可能な限り反映させた。この協議プロセスは、フェーズ 3

の幅広い内容について、先方の理解を得るという観点からは適切なものであった。2016 年に日本

側に提出された、当時 AQDCC（現 APRD）による物足りない要請内容に対して、フェーズ 2 ファ

イナル・セミナー協議内容に基づき大幅な改定を行い、その結果 NAMEM 等の APRD 以外の参加

機関に対する活動や投入が増えた。この内容の協議を、直接の C/P である APRD のみに対して行

う場合は APRD 側が難色を示す懸念があったが、これを上記の協議プロセスを取ることで回避で

きた。 

9 月 12 日に APRD 長官に M/M 及びドラフト R/D を詳しく説明し、副市長との署名に先立ち長

官のほうから副市長へ説明するように要望を行った。副市長は、家畜の伝染病（口蹄疫病）対策に

忙殺され、9 月 12 日朝に初めての面談アポがとれたが、その際に M/M 及びドラフト R/D の概要を

説明し、その場で署名に応じていただいた。その後、自然環境・観光省環境・天然資源管理局を訪

問し、M/M 及びドラフト R/D の概要を説明し、9 月 13 日に署名を取り付けることができた。 

この一連の過程から、フェーズ 1、2 で醸成された C/P-WG 関連機関レベルでの連携枠組みは、

現在もよく機能しており、2016 年の政権交代で新たに着任したウランバートル市副市長、APRD

長官は、JICA 協力事業は未経験ではあるが、十分、効率的に機能しうることが判明した。一方、

フェーズ 3 は、新たに自然環境・観光省環境・天然資源管理局を重要な C/P と位置づけているが、

今後、環境・天然資源管理局の機動性や、国省庁と市の関係等に留意する必要がある。 

 

２－２－２ R/D 署名に向けて 

今後もモンゴル側では、政局の変化、本フェーズ 3 の C/P、C/P-WG に関連する人事の変化が予

想される。また、そうした政局や人事が落ち着く見通しは立てにくい。一方、JICA フェーズ 1、

フェーズ 2 を通じて培われたモンゴル側 C/P-WG 機関の実務者レベル職員と JICA 側との信頼関係

を確認することができた。フェーズ 3 成果レベルと C/P-WG メンバーとともに実施する各活動レベ

ルにおいては、関連機関の大きな期待と当事者意識も確認された。加えて、APRD 長官の本協力に

対する理解も格段に深まったといえる。ただし、APRD 副長官は病気による長期の休職中とのこと

で、今回は接触できていない。 

本協力は、大気汚染が激甚となる 2017 年 10 月頃に（目途としては 2018 年 2 月までに）開始す

ることが、技術的な観点から強く望まれる。さらに、ADB との連携協調を検討する際に、先方の

財政支援に関連する一連の支援において、フェーズ 3 の成果が活用されるためには、一日も早い実

施開始が必要である。以上の諸々の事由から、R/D 署名までの先方のハードルは極力低くし、プロ

ジェクトの実施開始時点及び関連活動の実施段階で、先方が満たすべき負担事項を満たす形とした。 

 

２－２－３ モンゴル側の対応 

APRD 長官（プロジェクト・ダイレクター）は次第に当事者意識を深めつつあるが、旧 AQDCC

におけるバッサイハン長官やガリンベック副長官が果たしたように、ウランバートル副市長と

JICAフェーズ3プロジェクトの間の調整機能を期待できるか否かはいまだ明らかではない。また、

現 APRD 副長官は病気による長期休職中であり、プロジェクト・マネジャーの任が務まるかどう

かは不安が残る。当面のところ、APRD 長官がフォーカルポイントとして機能するように、働きか

けを強める必要がある。 
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一方で、自然環境・観光省、NAMEM 等の関連省庁の本フェーズ 3 への期待は高いものがあり、

一旦プロジェクトが開始すれば、活動の実施には問題はないと思われる。 

 

２－２－４ 柔軟なプロジェクト実施運営の必要性 

プロジェクト実施期間は 5 年間を想定しており、幅広い活動をモンゴル側 C/P-WG 機関と実施す

るにあたり、さまざまな政治、経済の変化、技術の進歩が予想される。こうした変化に対応するた

めには、きめ細かな実施のモニタリングを行い、適宜、修正できるような柔軟性が必要である。 

 

２－２－５ フェーズ 3 プロジェクトの技術内容に関する留意事項 

（1）煙道排ガス測定に基づく HOB 監査 

  JIS 標準法に基づく煙道排ガス測定の技術移転と、それに基づく HOB 監査制度の構築支援は、

フェーズ 1、2 を通じて も重要な支援分野であった。APRD と市監査庁による HOB 監査制度

構築が実現しつつあったが、フェーズ 2 終了時点ではウランバートル市側の現場の混乱、また

人員削減の圧力から、プロジェクト側が人材育成を行ってきた排ガス測定要員が解雇されると

いう事案が生じた。これに関連して、APRD が排ガス測定 2 チームの再構築を行い、APRD 側

による測定技術の研修を行うことが、本フェーズ 3 の活動として盛り込まれた。 

  なお、モンゴル側国家大気汚染削減プログラムでは、ディストリクト・ヒーティングや石炭

以外の電気、ガスや再生可能エネルギーによる性急で非現実的な HOB の転換・廃止が示され

ている。いずれにしても HOB 監査の対象となるボイラは減少傾向となることも予想される。

一方、ディストリクト・ヒーティングの進展により、火力発電所や新規の熱供給ボイラなどよ

り大型のボイラ監査が重要となる。現時点の PDM では、固定発生源排ガス連続モニタリング

システム（Continuous Emission Monitoring System：CEMS）の運用支援（JIS 標準法排ガス測定

による CEMS データの品質管理）を通じて協力を継続する。こうした大型施設の管理主体は国

レベルであるため、これらの施設に対するウランバートル市監査庁と APRD の監査権限と所掌

の確認を行う必要があるが、今後 JIS 標準法排ガス測定に基づく監査が発展拡大することも想

定できるので、引き続き支援を継続する意義は大きい。 

 

（2）PM 成分分析技術移転への要望への対処 

  NAMEM に対する PM 成分分析と発生源寄与解析の技術移転は、フェーズ 2 の 終 JCC にお

ける先方の強い要望があり、フェーズ 3 の目玉ともいえる重要な技術移転項目である。理想的

には現地における PM のサンプリングに加えて CLEM の環境ラボラトリにおいて、PM 成分分

析（炭素分析、イオン分析、元素分析）を行う能力を構築することが望まれる。しかし、PM

成分分析を行う関連分析機材は高価で、その消耗品等の入手も容易ではない。本フェーズ 3 で

は、日本において分析技術を学び、同時に CLEM の機材の整備計画を策定して次のステップに

つなげるものとした。 

  一方、成分分析自体はフェーズ 3 での発生源寄与解析に必要であるので、日本における委託

分析を続ける必要がある。現在の CLEM 環境ラボは、イオンクロマトグラフ（ Ion 

Chromatography：IC）等のある程度の機材は保有しているもようであるが、これらの機材の活

用可能性については詳細な調査が必要である。フェーズ 3 による機材整備計画を活用して、モ

ンゴル側が予算措置、あるいは後述のように ADB の支援によって関連分析機材を導入できれ
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ば、フェーズ 3 で現地における PM 成分分析の技術移転を行うことができる。 

  必要とされる分析項目のすべてにわたる技術移転が可能かどうかは、こうした機材整備の可

否により大きく左右される。現時点では、将来的に CLEM の機材整備がどれほど充実されるか

想定することはできないが、当分野でのわが国における権威である大阪府立大学の溝畑先生の

助言によれば、部分的にでも PM 成分分析が可能となることで、大気汚染対策検討上の有益な

情報が得られるとのことで支援の意義は大きい。さらに、今回 ADB 協議ではこうした機材に

対する支援には大きな関心を示している。したがって、CLEM の機材整備計画の策定は、ADB

と情報交換を行いつつ、前倒しで行うことが望ましい。 

 

（3）その他汚染源調査の必要性 

  フェーズ 3 では、冬期に加えて暖期の大気汚染構造を解析することとしている。そのために

は、火力発電所の焼却灰処分場/池からの巻き上げ粉塵のモニタリング技術を、フェーズ 2 にお

ける簡便法から信頼性や精度を向上することが望ましく、これを提案したが今回キックオフ・

ミーティングにおいては第 4 火力発電所の強い反対がありこれを断念した。これは、フェーズ

2 で開始した簡便法がモニタリング手法として極めて不評であったことが起因している。フェ

ーズ 3 においては、排出インベントリの更新や発生源寄与解析による汚染源の特定の際、 小

限の現地踏査等が必要となるので、「その他発生源の調査」の実施を PDM に盛り込んだ。必要

に応じて火力発電所焼却灰処分場/池のモニタリング調査を実施すべきであろう。 

 

（4）RSD に関して 

  Remote Sensing Device（RSD）は、リモートセンシング技術により自動車排ガスを瞬時に計

測する先進的、かつ高価な機材であり、日本の自治体ではさまざまな応用のために導入が行わ

れているようである。本協力においては、フェーズ 2 の JICA 専門家の助言により、RSD の導

入がモンゴル側の国家プログラムに取り入れられたことから、フェーズ 2 終了間際に試験的に

機材リースにより現地に導入して、運用上の可能性と課題等を見出すことになった。しかしな

がら、ウランバートル市における RSD に基づく、自動車排ガス対策の実効性が、フェーズ 2

専門家チームから JICA 側に十分説明されているわけではない。フェーズ 3 におけるパイロッ

ト事業での RSD 機材供与にあたっては、元フェーズ 2 の JICA 専門家に状況を確認し、その実

効性などを慎重に検討するべきである。 

  今回キックオフ・ミーティングにおいては、道路・運輸開発省側の RSD に対する強い期待が

示されたとはいえず、むしろ交通警察による自動車排ガス簡易測定機材を使った過剰排出車取

締への技術支援が要望された。現在、PDM は RSD と簡易測定機の両方に対応できる記載とな

っている。 

 

（5）車載型自動車排ガス測定装置 

  これはフェーズ 2 で供与された高度な自動車排ガス測定機材であるが、この供与先の

NAMEM 担当者の離任により、APRD 等他機関への移管が要望されているようである。本機材

が適正に維持されて引き続き活用されるようにフェーズ 3 においても、なんらかの支援を行う

べきである。また、フェーズ 3 において上記の RSD を導入する際は、これらの自動車排ガス測

定機材の役割分担と活用法も明らかにする必要がある。 
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２－２－６ ドナー連携：ADB 

ADB 協議に際しては、わが方はフェーズ 3 プロジェクトの概要説明に加えて、論点整理を行っ

たペーパー〔Issues for ADB Discussion（September 7, 2017）Prepared by the JICA Detailed Planning 

Survey Team for the Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City Phase 3 in 

Mongolia〕を作成（付属資料５参照）し、これに基づき協議を行った。ADB は現在、“Policy-Based 

Loan Mongolia: Ulaanbaatar Air Quality Improvement Program”を準備中であり、JICA モンゴル事務所

の調整の下、フェーズ 2 終了時より、JICA 側と ADB 側の意見交換や JICA 側による先方の Policy 

Matrix へのコメント等を行ってきた。今回調査では、ウランバートル市の ADB 事務所にて、マニ

ラ本部（Ms. Maria Pia Ancora, Climate Change Specialist, Environment, Natural Resources and Agriculture 

Division, East Asia Department）との TV 会議を行い、有益な意見交換ができた。 

わが方からは、モンゴル側の HOB 廃止案に関する懸念事項を伝えるとともに、フェーズ 3 に関

連して、モンゴル側に発生する機材や大気汚染対策費用のニーズを紹介した。先方はこれらを非常

に前向きに捉えており、今後のフェーズ 3 との連携が期待される。上記、ペーパーに対する ADB

側のコメントを調査終了後（10 月 3 日）に JICA モンゴル事務所経由で受け取り、それに対して一

連の ADB 側の質問に対する回答を盛り込んだものを、10 月 13 日付でモンゴル JICA 事務所経由で

ADB に送付した（付属資料６参照）。フェーズ 3 の実施計画の検討の際は、このペーパーに基づき、

ゲル地区改善燃料パイロット事業に関連する活動項目などの実施のタイミングを前倒しにする必

要がある。 

なお、ADB 側との具体的な議論の内容は以下のとおりである。 

 

（1）HOB 

  モンゴル側の「国家大気汚染削減プログラム」では、非現実的な HOB のディストリクト・

ヒーティングへの転換や電化、再生可能エネルギーによる HOB の廃止が示されている。ADB

の Policy Matrix においては、このモンゴル側の HOB 転換及び廃止をそのまま Policy requirement

としており、それによって生じる弊害（特に、JICA 及び日本環境省による HOB 支援への悪影

響）を説明し、現実的な転換スケジュールを立てたうえで、Policy requirement に盛り込むべき

と指摘した。先方はこれをよく理解し、Policy requirement として「HOB の監査実施」「HOB 排

ガス基準の順守」等とすることで意見が一致した。 

 

（2）火力発電所 

  第 2 火力発電所〔Thermal Power Plant No. 2（TPP）No. 2〕と第 3 火力発電所（TPP No. 3）の

廃止を Policy requirement に入れることについて、ADB 側から意見を求められた。TPP 2 の廃止

は大気汚染対策上も有益であり、その発電量は小さいので問題がないと思われる。TPP3 は、電

熱の重要な供給源であり、さらにディストリクト・ヒーティングの進展で熱源としての重要性

が高まるので廃止するのは非現実的であり、TPP3 に対しては排ガス対策の投資を行うべきと助

言した。 

 

（3）NAMEM の大気環境測定局（AQMS）機材及び CLEM ラボラトリ機材 

  ADB は、200 万 USD 程度を早急に使いたいとしており、NAMEM（及び APRD）の大気環境

測定局（Air Quality Monitoring System：AQMS）機材に充てることに積極的である。可能な範囲
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で、NAMEM 側及び APRD 側の機材状況の情報をわが方から提供することとし、調査終了後 10

月 3 日付で ADB に送付した（付属資料７参照）。今後、ADB 側が、コンサルタント調査を実施

する場合は、その調査結果を JICA 側（本詳細計画調査団あるいは元フェーズ 2 専門家）がレ

ビューしコメントする可能性もある。 

  さらに、ADB は NAMEM/CLEM に対する PM 成分分析機材支援にも関心がある。JICA フェ

ーズ 3 では、人材育成及び機材整備計画作成までを支援するが、この機材整備計画をベースと

して ADB 側が資金供給を行うというデマケが成り立つかもしれない。その場合は JICA フェー

ズ 3 では、現地における PM 成分分析技術の移転を行うべく活動内容の追加が必要となる。 

 

（4）JICA フェーズ 3 パイロット事業との連携 

  ADB はフェーズ 3 のパイロット事業に高い関心を示した。JICA フェーズ 3 でパイロット事

業を実施し、その効果が検証できたものについてはモンゴル側国家プログラムの一部として、

ADB 資金で本格事業として実施することが期待される。あるいは、フェーズ 3 によるゲル地区

改善燃料パイロット事業や DPF パイロット事業では、パイロット事業のスケールを拡大するた

めに、フェーズ 3 の JICA 側投入に加えて ADB 資金（正確には、ADB 財政支援を財源とする

モンゴル政府の予算措置等）を活用する可能性も考えられる。そのために、今後双方の活動を

シンクロナイズし、適宜情報交換を継続する必要がある。 

1）HOB パイロット事業 

  モンゴル側国家プログラムにおける HOB の廃止策は、あまりにも性急で、現実性に乏しく、

かつ JICA と日本の環境省で長年行ってきた HOB に対する協力が無意味化する危険性がある。

また、フェーズ 3 ではパイロット事業として HOB へのサイクロン設置などを検討しているこ

とを伝え、ADB は関心を示した。 

2）ゲル地区改善燃料配布パイロット事業 

  ゲル地区改善燃料配布は、JICA フェーズ 3 のパイロット事業としては も重要なものであ

り、ADB との連携協調が重要となるものである。ゲル地区大気汚染対策として、これまで米

国 Millennium Challenge Account（MCA）、WB/UBCAP、モンゴル側クリーンエアファンド（Clean 

Air Fund：CAF）がほぼゲル地区全世帯に対して「改善ストーブ」に多額の補助金を付けて配

布してきており、推計 100 億円程度の資金が投入されている。しかしながら、PM の排出削減

と大気環境改善への効果は、限定的であると捉えられている。これに対して、JICA フェーズ

3 パイロット事業の改善燃料配布は、フェーズ 2 における実証的な検討に基づくものである。

フェーズ 2 における PM 成分分析の結果、ウランバートル市内で冬期に採取した PM 成分の

60%以上が有機性粒子（燃料中の揮発成分が低温で燃焼して生成されたもの）であることが判

明し、さらにゲルストーブによる燃焼試験では、生石炭から揮発成分を削減すればダスト（す

なわち PM）削減が可能となることが示された。フェーズ 3 では揮発成分を調整した改善燃料

の製造を技術的に指導し、パイロット事業としてターゲットとなる地区に集中的に配布し、そ

の排出削減効果と大気環境改善効果を評価するものである。 

  モンゴル側の「国家大気汚染削減プログラム」には、改善燃料の配布が既に盛り込まれてい

るものの、改善燃料の品質の確保や市場での供給確保等の配慮はみられない。ADB 側はモン

ゴル側のプログラムの実施をそのままの形で Policy requirement によって、改善燃料の配布の

遂行を量的に縛る発想であるが、わが方は ADB 側の Policy requirement を満たせるだけの十分
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な量、かつ品質〔燃焼時の大気汚染物質（PM、SO2 等）排出量等〕を満たす改善燃料が市場

にあるか否か、確認すべきと助言した。その結果、ADB 側 Policy requirement では改善燃料配

布を量的に規定するのではなく、 

・ JICA フェーズ 3 による技術仕様を満たすこと 

・ 市場の改善燃料の品質監査を行うこと 

とする方向性が示された。 

  わが方からは、ゲル地区改善燃料パイロット事業の想定されるプロセスとタイミングを

ADB 側に伝えた。 

 

２－２－７ ドナー連携：WB/UBCAP 

WB は UBCAP によるストーブ転換が思うような効果を上げていないため、今後の大気汚染対策

分野への関与については慎重な姿勢である。WB はエネルギー・セクターの側面からの支援として、

建物の断熱性、熱効率の改善、ディストリクト・ヒーティング、ゲル地区対策の方法論を模索した

いとのことである。 

WB 側は、JICA フェーズ 2 と今後のフェーズ 3 による技術情報には高い関心を示した。JICA フ

ェーズ 2 の完了報告書を提供することとした。フェーズ 3 の JCC 参加にも関心を示した。WB に

おいては、ウランバートル市については引き続きエネルギー・セクターへの協力が中心となる模様

で、これに大気汚染対策への支援がどれほど盛り込まれるかは、UBCAP の成果の検証を行ったあ

とに決定されるようである。WB は引き続きディストリクト・ヒーティングへの支援を継続するが、

その熱源となる既存の火力発電所、また新規の大型ボイラーに関しては、それらが石炭を燃料とす

る限り、気候変動の観点から WB の内規では支援は難しいとのことである。 

 

２－２－８ モニタリングシートを補足する必要性 

フェーズ 3 では、モニタリングシートによる案件実施のモニタリングを行うが、本案件はこれま

でのように大気環境管理のキャパシティ・ディベロップメント（Capacity Development：CD）をめ

ざすことに加えてパイロット事業実施を含むことから、活動内容も複合化しており、PDM 活動の

実施進捗状況をモニタリングするためには、このプロセスを更に具体的なステップにブレークダウ

ンして、そのステップの実施状況を「見える化」する必要がある。フェーズ 1、2 においては、本

協力で考案した Sustainable Capacity Development Matrix（SCDM）を活用し、キャパシティアセス

メントや、中間、終了時評価に役立ててきた。モニタリングシートを補足する必要がある場合は、

SCDM の使用継続を検討すべきである。 
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第1章 目的、法規、用語 

第 1 条 法律の目的 

第 2 条 大気に関する法規 

第 3 条 法律の用語定義 

第 2 章 大気保護に関する国家、地方自治体の権限、民間企業、機関、個人の典型的な範囲の

権限、責務 

第 4 条 国家大会議の権限 

第 5 条 モンゴル国大統領の権限（本条は無効となった） 

第 6 条 内閣権限 

第 7 条 自然環境問題所管の国家行政中央機関の権限 

第 8 条 地方自治体及び地方行政機関の権限 

第 9 条 企業、機関、個人の権利、義務 

第 3 章 大気質管理、情報 

第 10 条 専門機関 

第 11 条 大気質の監査・分析 

第 12 条 大気質に関する情報 

第 4 章 大気保護対策 

第 13 条 大気汚染削減活動、基本原理 

第 14 条 大気汚染削減のための個人の役割、奨励 

第 15 条 大気質改善地域 

第 16 条 大気質改善地域における禁止事項 

第 17 条 大気汚染物質・物理的影響の限界 

第 18 条 大規模固定発生源の利用許可 

第 19 条 大気汚染、物理的なマイナス影響の深刻な増加への対策 

第 20 条 大気汚染物質の排出、物理的なマイナス影響の抑制 

第 21 条 建物の建設、生産・サービス業界における大気保護要件 

第 22 条 定住地域の設定における大気保護要件 

第３章 大気環境に係るモンゴルの法令と政策 

３－１ 大気法、大気支払法 

モンゴルの大気法、大気支払法については、上位法にあたる違反法が改定されたことに伴い、その

内容に合わせて 2017 年 5 月に罰則規定が改定された。改定された違反法は、当該施設に違反があっ

た場合に、市監査庁の上位機関（特別監査庁）から了解を得てから判断するという変更である。改定

前の大気法では、発生源が基準を超えた場合はボイラ施設を止めることができる規則であったが、ボ

イラ事業者はボイラに重大な違反があってもボイラの運転を継続できることとなり、大気汚染対策と

して逆行する改定となっている。 

大気法の概要を表３－１示す。大気法では専門機関において汚染源施設の利用・許可に関する評価

を行うことを規定している。また、政府機関と地方の専門機関が共同で発生源インベントリ等を作

成・評価することが明記されており、政府機関及びウランバートル市における大気汚染対策に係る人

材育成が明記されている。 

大気支払法の概要を表３－２に示す。大気支払法では採掘された石炭量、製造または輸入された揮

発性有機化合物（燃料）量、自動車及び大規模発生源から大気に排出された汚染物質量に応じて課税

することになっている。 

 

表３－１ 大気法の概要 
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表３－２ 大気支払法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 国家大気汚染削減プログラム 

2017 年 3 月に閣議承認された「国家大気汚染削減プログラム」では、モンゴルにおける大気汚染

削減に向けてモンゴル政府が取り組むべき、下記に示す 5 つの目標と活動方針を定めた。当初は大気

のみを対象としたプログラムであったが、大気に加えて土壌や水質などの対策もプログラムとして盛

り込まれることになった。 

・ 目標 1：都市計画・建設・インフラ開発の適切な政策を実施して、地方開発を通して集中緩和を

図り、首都・中心地の大気・環境を改善する。 

・ 目標 2： 自然環境に優しいかつ効率的な先端技術、イノベーション導入を通して汚染発生源を減

らして、生の石炭の消費を段階的に禁止して、汚染物質の排出量を削減する。 

・ 目標 3： 自動車からの汚染物質の排出量を削減するための総合対策を実施する。 

・ 目標 4： 大気・環境汚染削減のための行政調整、資金の明確化、大気汚染削減のための活動促進

の奨励制度を構築する。 

・ 目標 5： 環境汚染削減のために官民の参加、役割と責任の強化、生活環境での正しい生活習慣の

定着、大気環境のモニタリング能力の強化、調査・分析業務を拡大する。 

 

３－３ 国家大気汚染削減プログラム実施対策計画 

３－３－１ プログラム実施対策計画の概要 

国家大気汚染削減プログラムに基づき、目標別活動方針別に表３－３に示す実施対策計画が策定

された。国家大気汚染削減プログラムは当初 3 年間にすべての対策を行うため、相当の予算を割り

第 23 条 大規模固定発生源の装置設置 

第 24 条 気候変動の適応、そのマイナス影響の低減 

第 25 条 オゾン層の保護 

第 5 章 その他 

第 26 条 監査制度 

第 27 条 大気汚染物質の排出、物理的なマイナス影響、その発生源の国家総合登録 

第 28 条 大気状態、気象現象への意図的な影響 

第 29 条 大気汚染料金 

第 30 条 クリーンエア基金 

第 31 条 大気に関する法令の違反者に対する罰則 

第 1 条 規則の目標 

第 2 条 大気汚染税について法律、規則 

第 3 条 規則の用語について 

第 4 条 支払者とその登録 

第 5 条 大気汚染の支払をかける条件 

第 6 条 支払をかける単位 

第 7 条 支払の割合、額量 

第 8 条 支払額の減免 

第 9 条 支払い方法、報告 

第 10 条 規則違反にかける罰則 
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当てたが、3 年間という短期間では実施が困難と判断された対策が多く、2017～2025 年を 2 段階に

分けて実施することになった。 

国家大気汚染削減プログラム実施対策計画に基づき、設立される大気汚染対策基金（Air Pollution 

Against Fund）を通じて関係省庁に必要な予算が配分され、大気汚染対策が実施される手順をとる。

なお、大気汚染関連基金は調査終了後に国会で承認され、2019 年 1 月 1 日に施行される予定であ

る。 

 

３－３－２ 現時点でのプログラムの実施状況 

2017 年 11 月以降に大気汚染対策基金が承認され、予算が関係省庁に配分されてから大気汚染対

策が本格化されるため、対策の大部分が未実施である。プログラムにはドナーからの資金提供によ

り実施を期待されている対策もあるが、現時点でドナーからの資金提供があった対策はない。 

自然環境・観光省が実施している大気汚染対策の実施状況を以下に示す。 

・ 自然環境・観光省では、再生可能エネルギーを優先している。その次はウランバートル市に入

ってくる生炭を段階的に規制し、止めるようにしている。 

・ ウランバートル市は 2016 年から暖房用を石炭ではなく、夜間の電気利用推進のため、2016～

17 年 50 億 Tg 予算の 4 分の 3 となる 35 億 Tg を電気の補助金に利用した。 

・ 過去の政権では改良ストーブへの転換を勧めたが、現政権では煙が排出されるような対策はすべ

て否定された。そのため現政権は煙が出るものには補助金を使わない方針であり、天然ガスの利

用等を推進している。ただし、改良燃料は生炭とみなされないので対策として実施することは問

題ない。 

・ HOB は完全に禁止ではなく、 近の機器を用いたものを導入する方針である。70 カ所の HOB

を廃止し、中央グリッドに接続する計画が含まれている。また、煙突の数を削減する。 
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表３－３ 国家大気汚染削減プログラム実施対策計画 

№ 活動 成果 指標 実施担当機関 協力機関 実施期間

自然環境・観光大臣とUB市長の共同命令に
よる大気質改善の第4ゾーンにて規則の実施
が確保されている。

建築・都市開発省 関係省庁、知事・市長 2017-2019

１５県のレベルでは、総合プロジェクトが作成された 建築・都市開発省 関係省庁、知事・市長 2018-2021

1.1.2 地方、遠方地域においてビジネス経営者支援の
「地域的な割引」の政策を実施する

民間企業の所得税に関する法律の実行
民間企業の所得税に関する法律の施行、民間企業
の所得税を550km以上離れた地方に５０％、1000キ
ロ離れた地方では90%まで割引する

財務省 2017-2025

1.2.1 UB市内への移動行為を制限して、ゲル地区の拡
大を停止する

UB市内の定住地域対象範囲を定めて、移
動を制限する決定

UB市内のゲル地区の拡大停止に関する決定

の実施
市役所 2017-2018

1. 首都の法務に関する法律が改訂される 市役所 建築・都市開発省 2017-2018

2. 貨物列車の建設、皮革、カシミア毛及び高

汚染のその他の工場の郊外移動に関する決
定が関係機関を通して出される

市役所

教育・文化・科学・ス
ポーツ省、道路・運輸開
発省、食糧・農畜産業・
軽工業省、建築・都市
開発省

2017-2018

首都、定住地域の再開発に関する
法律、その関連法規と規則、手順・
マニュアル

法律・規定・規則・手順、マニュアルの作成・承認さ
れている。

建築・都市開発省
法務内務省、首都・地
方の役場

2017-2018

1.3.2

フシギーン・フンディーに建設される国際空
港にかかわり開発される『スマート』モデル
町の開発総合計画、部分的な総合計画の
作成とその実施開始

スマート・モデル町の開発総合計画及び
地域的な総合計画

スマート・モデル町の開発総合計画及び地域的な総
合計画の作成と承認されている。

建設・都市開発省
道路・運輸開発省、関
連省庁、市役所、トゥブ
県役場

2018-2025

1.3.3 新国際空港ーUB方面の高速道路を建設
する

新国際空港ーUB方面の高速道路
32 キロの高速道路

32 キロの高速道路の建設が完了して、利用

されている
道路交通開発省 2017-2019

1.3.4 Bogdkhan鉄道の建設と利用開始 Bogdkhan鉄道
Bogdkhan鉄道線路の承認、F/S調査の実施と建設
工事が実施される

道路交通開発省 ＵＢ鉄道、トゥブ県役場 2017-2022

1.4.1
政府機関と大学の市内から郊外への移動
問題の検討・その実施

移動に係る関連決定
関係機関を通して、一部の政府機関と大学の
郊外移動に関する決定が出されて、実施され
る

教育・文化・科
学・スポーツ省

建築・都市開発省、
関係省庁

2017-2020

農業加工生産工場の集約型開発に
向けた所在地の調査

農業加工生産工場の集約型開発に向けた所在地の
調査が実施される

食糧・農畜産業・軽
工業省

2017

選択中の１０カ所以上の大規模な定
住地における農業生産・技術施設

選択中の１０カ所以上の大規模な定住地で
は農業生産・技術施設が建設されて、付加価
値込製品の輸入が可能になる

食糧・農畜産業・軽
工業省

県知事・市長 2018-2021

1.5.2 地方へ移動する住民に対して家畜の供給、養蜂
等の自営業を営む機会を与える

地方における家畜化、養蜂のためのプロ
ジェクト、自営業・生産

UB市内に１年間以上の定住後、地方に移住

した国民を対象に家畜の供給、養蜂、自営
業・生産等可能になる

食糧・農畜産業・軽
工業省

労働・社会保障省、県
知事・市長

2017-2021

1.5.3 地方へ移動した住民を対象に一回の無償援助を
給与する法的環境を整備・実施する

首都から地方への移動移住への奨励メカ
ニズム、税の優遇措置

地方への移動・移住のための奨励メカニズム、税の
優遇措置ができる

県知事・市長

労働・社会保障省
食糧・農畜産業・軽
工業省、法務内務
省、財務省

2017-2021

1.6.1

UB市内のゲル地区の11万世帯を対象に

2,5-4 kW 容量の電気ヒーターで熱供給を
行う技術的な条件の整備、その建設工事
の設計図の作成

UB市内の配送電系統の容量増加、

建設工事の設計図
ＵＢ市内の配送電系統の拡大と建設工事の設計図
が作成されている

エネルギー省 市役所 2017-2018

送電系統の容量強化、新規の変電所 エネルギー省 市役所 2017-2019

配電系統の容量強化 エネルギー省 市役所 2017-2018

1.6.3
UB市内のゲル地区の 2万世帯を対象に

4,0kW 容量の電気ヒーターで熱供給を行う
技術的な条件を整備する

6-10ｋＷの配分電力施設、送電線、

変電所の容量強化、配電システム
の拡大

2万世帯を対象に 4,0kW容量の電気ヒーター

による熱供給の技術的な条件が整備される
エネルギー省 市役所 2017-2018

1.6.4
UB市内のゲル地区の6万8千世帯を対象

に 4,0 kW容量の電気ヒーターで熱供給を
行う技術的な条件を整備する

6-10ｋＷの配分電力施設、送電線、

変電所の容量強化、配電システム
の拡大

６万８千世帯を対象に 4,0kW容量の電気ヒー
ターによる熱供給の技術的な条件が整備さ
れる

エネルギー省 市役所 2018-2021

1.6.5 ゲル地区の電力システムに接続されてい
ない世帯の電力システムに接続する

新規電力系統に接続された5800世
帯

ゲル地区の 5800世帯が電力系統に接続さ
れて、4.0kW容量の電気ヒーターによる熱供
給の技術的な条件が整備される

エネルギー省 市役所 2017

活動方針-5 地方に投資を誘導して、小中規模な生産事業の開発、雇用機会の確保、地方住民の生活水準の向上に向けた対策の実施。地方への移住定住を促進する

自然環境に優しい技術システムの導入および適応を通じ、大気・環境汚染発生源を減少させるとともに、地区集中暖房および火力発電所を除く暖房
機器等においては生の石炭の利用を制限することで大気・環境汚染を80％まで削減する。

モンゴル国人口の定住開発総合プロジェク
ト及びプロジェクト実施活動計画の作成・実
施を行う

人口の定住開発総合プロジェクト、
その実施計画

1.1.1

1.3.1

活動方針-4 政府機関と大学の郊外移動問題の検討・その実施

1.6.2
Ub市内のゲル地区の１１万世帯を対象として、
2.5kW容量の電気ヒータで熱供給を行う技術的な
条件を整備する

11万世帯を対象に2.5kWの電気ヒーターによ

る熱供給ができる技術的な条件が整備され
る

選択した大規模な中心地において農業生
産・技術施設建設のモデル・プロジェクトを
実施する

1.5.1

活動方針- 6. 配送電系統、変電所設備容量の拡大、ゲル地区世帯への2.5～4kW容量の電気ヒーター導入を可能とする技術的な条件を整備する

目標-1. 都市計画・建設・インフラ開発の適切な政策を実施して、地方開発を通して集中緩和を図り、首都・中心地の大気・環境を改善する

活動方針-1. 人口定住開発総合計画の作成・実施を図り、地域における産業とサービス、農畜産業の開発を通して首都への人口集中を改善する。

目的
市民の健康で安全な生活環境の条件を満たした首都・中心地の計画化、インフラ整備の質の向上を推進し、汚染発生源の減少、住民への正しい生
活習慣の定着を通して大気・環境汚染を削減し、健康的かつ安全な環境を整備する。

効果 (効果指標項目)

活動方針-2 首都への移動を制限して、ゲル地区の拡大を停止して、煙突の数を増加させない。

活動方針-3　移住と再開発の法的環境を整備して、貨物列車と高速道路のプロジェクトを実施する

法律の改定案に関する法律案、関連決定

移住、再開発に係る法的環境の整備
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1.7.1 賃貸マンションフログラムを継続して実施
する

2万世帯用の賃貸マンション基金
2万 世帯に対して賃貸マンションの提供が可

能となる
建築・都市開発省 賃貸住宅会社 2017-2021

ゲル地区の住民を対象とした住宅化の促進を図り、
長期間で低金利のローン対象に向けた活動の促進

建築・都市開発省、
モンゴル銀行

財務省 2017-2025

住宅市場での建設済みの住宅販売メカニズ
ムを検討して、ゲル地区住民の住宅化が可
能になる

財務省、建築・都市
開発省

市役所、首都住宅管
理会社、 賃貸住宅
管理会社

2017-2018

1.7.3 グリーン住宅のモデル・プロジェクトを段階
的に実施する

国際基準に適合してグリーン住宅 パイロットプロジェクトが実施される
建築・都市開発省、
市役所

エネルギー省 2018-2020

ガス供給配管設置の建築

設計図に基づいたガス供給配管設置の建築
の建設、消費者へのガス供給の実現が可能
になる

建築・都市開発省、
エネルギー省

市長・県知事、鉱業・重
工業省

2018-2025

再生水用配管設置の建築
設計図に基づいたガス再生水用配管設置の
建築の建設、再生水の家庭用再利用が可能
になる

建築・都市開発省 ＭＥＴ, 県知事・市長 2018-2025

1.8.1
UB市内のBayankhoshuu, Selbeサブ・セン

ターのエンジニアリング・システム・供給施
設の段階的な建設

Bayankhoshuu, Selbeのサブセンター

のエンジニアリング・システム、配
管、暖房施設

UB市内のBayankhoshuu, Selbeのサブセン

ターのエンジニアリング・システムの設置工事
が段階的に実施された。

市役所、建設・都市
開発省

2017-2021

1.8.2
UB市内の大気汚染が深刻な郊外のゲル

地区を選択して、『マイクロ・サブセンター』
の建設

消費者への暖房供給のための『マイクロ・
サブセンター』

ゲル地区の環境改善、 200～300世帯を対象
に地域的なエンジニアリング供給のためのマ
イクロ・サブセンター が建設される

建設・都市開発省 市役所、ME 2017-2025

1.8.3 自然環境に優しい、高効率で先端技術・イノベー
ション導入の軍隊用のモデル住宅地区の開発

モデル・グリーン町
自然環境に優しい、高効率で先端技術・イノベーショ
ン導入のモデル町開発のためのプロジェクトが実施
される

防衛省
建築・都市開発省、地
方・首都の役場

2017-2025

1.8.4 太陽光・風力・地熱等の再生可能エネルギー生
産を促進させる

10～50MGの再生可能エネルギー導
入プロジェクト

再生可能エネルギーの生産・利用が促進される
ME、エネルギー

調整委員会

MET, 市役所、民間

企業
2017-2020

1.8.5. 個人、民間企業の再生可能エネルギー導
入・利用への支援・奨励

クリーン・エネルギー、再生可能エネ
ルギー導入のための小規模なプロ
ジェクト、その利用

再生可能エネルギー導入を支援して、個人・
民間企業の消費後の余ったエネルギーを国
が購入する制度が構築される

ME, エネルギー

調整委員会

MET, 市役所、民間

企業
2019-2025

1.8.6
中央暖房系統への接続が不可能なUB市
郊外の消費者に対して、ガス利用の暖房
生産源を利用して熱供給を行う。

地域的なガス暖房供給システム
生の石炭の代わりにガス燃料による熱供給
先が増加される

ME, エネルギー

調整委員会
2018-2023

228基の蒸気ボイラを廃止して、建物を中
央暖房供給システムに接続するための設
計図

228基のボイラ廃止、445の建物が中央暖房

系統への接続のための設計図が作成されて
いる

エネルギー省 市役所 2017

第1段階: 123基の温水ボイラの廃止
暖房用の123基のボイラ廃止、263の建物が
中央暖房系統に接続される

エネルギー省 市役所 2017-2018

第2段階：105基の温水ボイラの廃止
暖房用の105基のボイラ廃止、 182の建物が
中央暖房系統に接続される

エネルギー省 市役所 2019-2020

1230 世帯のモデル衛生施設
プロジェクトチームが設置されて、実施が開始
される。改善された衛生施設を試験して、
1230以上の世帯に設置される

MET 建築・都市開発省、県
知事・市長

2017-2018

1440 世帯のモデル衛生施設
改善された衛生施設を試験して、1440以上の
世帯に設置される

MET 建築・都市開発省、県
知事・市長

2019-2021

先端技術を用いてMNS5924:2015基
準を満たすための支援

1000以上の世帯を対象に便所と排水穴の基

準適合に向けた支援が行われる
建築・都市開発省 県知事・市長 2017-2020

基準に適合した便所と排水穴 ゲル地区の衛生施設を基準に適合させる
県・首都の役場、国
家監査庁

建築・都市開発省 2017-2025

UB市内の学校、幼稚園、病院、ガソリン・スタ

ンド・食品店及びその他のサービス機関の公
共衛生施設が基準を満たす

国家監査庁、市役
所

建築・都市開発省、民
間企業

2017-2025

地方における学校、幼稚園、病院、ガソリン・スタン
ド・食品店及びその他のサービス機関の公共衛生施
設が段階的に改善されて、基準をみたす

国家監査庁、県知
事・市長

建築・都市開発省、民
間企業

2017-2025

1.11.1
皮革、ウールやカシミア加工工場の建設、
工場・生産の集中開発のための条件を整
えて、モデル工場の建設を支援する

軽工業の生産・技術施設のインフラ
投資源

 軽工業の生産・技術施設のインフラ投資が

解決されて、建設が開始される
市役所、食糧・農畜
産業・軽工業省

財務省、建築・都市
開発省、MET

Emeelt軽工業の生産、技術施設の

先端技術導入の処理施設のF/S調
査

F/S調査が実施される 市役所

財務省、食糧・農畜
産業・軽工業省、建
築・都市開発省、
MET

2018

皮革、ウールやカシミア加工工場の
先端技術導入の処理施設

先端技術導入の処理施設が利用される 市役所

財務省、食糧・農畜
産業・軽工業省、建
築・都市開発省、
MET

2018-2021

活動方針- 7. 『低価格の住宅』フログラム実施の一環として、個人一戸建ての開発に向けたゲル地区でのインフラ整備、住宅化の強化を図り、青年や低収入の家庭を長期間で低金利の貸
                      出の対象とする

1.7.4 新規住宅の設計図へのガス供給エンジニ
アリングシステムの反映、その実施を図る

活動方針-11. 市内から皮革、ウールやカシミア加工工場、自動車市場、建材市場等の段階的な移動、イノベーションに基づくグリーン技術の工場・生産の集約型開発を行う。

小中収入の市民を対象とした長期間で低
金利の住宅ローン

活動方針- 8. 都市・中心地の中央暖房系統への接続が不可能な消費者に対して地域的なエンジニアリング供給への接続、サブセンターの建設、再生可能エネルギー技術の導入

活動方針-10. 首都・中心地のゲル地区の衛生施設を衛生基準に適合させて改善を図る

1.10.2

中央及び地域的なエンジニアリング供給シ
ステムへの接続が不可能な世帯は便所、
排水穴等にMNS 5924:2015 基準を遵守す
る

ゲル地区の住宅化開発を促進して、中収
入の市民に対して低金利の長期貸出を行
う

1.7.2

1.11.2
皮革、ウールやカシミア加工工場のインフラ整
備、産業排水の処理、再利用の先端技術導入の
処理施設とエンジニアリング・インフラを建設する

市内において稼働中のの228基の温水ボ
イラを段階的に廃止を図り、消費者を中央
暖房系統に接続する

1.9.1

1.10.1

活動方針- 9.　UB市内に稼働中の温水ボイラの廃止、消費者の中央暖房系統への接続を段階的に実施する

UB市内ゲル地区の衛生施設の改善のた

めのモデル・プロジェクトの実施、良い経験
の紹介・普及を図る

学校、幼稚園、サービス機関の基準
に適合した公共衛生施設

都会・中心地の中央配管システムに未接
続の学校と幼稚園、病院、サービス機関の
衛生施設を段階的に改善する。

1.10.3
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1.11.3
UB市内に営業中の自動車市場を移動させ

る
自動車販売施設

自動車販売市場を移動させて、自動車販売
総合施設がオーブンされる

市役所 国家交通センター 2017-2019

建材卸売センターのF/S調査 2017-2018

建材の生産、技術施設 2017-2019

都市・中心地の定住地帯、河川保護
地帯に係る却下された一般的な鉱
物の特別許可

都市・中心地の定住地帯、河川保護地帯に
おいて一般的な鉱物発掘の特別許可発行を
防止する対策が実施される

県・首都の役場 MET,鉱業・重工業省 2017-2020

首都・定住地の一般普及鉱山の再生面積  利用済みの鉱山では再生活動が実施される 県・首都の役場 民間企業
2017-2021

1.13.1. 住宅・ゲル地区の公共面積にて小規模な
公園を建設する

新規の小規模な公園
小規模な 60公園が建設されていて、植林の
育成は 70-80 となっている。

市役所 県の役場 2017-2021

1.13.2 都市・中心地のグリーン・ゾーンの建築基
準の作成、その遵守を図る

基準と改訂された規格
高さが3階以下であるが、自然環境とバランス
が取れる条件が整備される

建築・都市開発省、
規格度量衡庁

MET 2017-2018

1.13.3
地域的な総合計画に基づいた建設予定の
住宅面積の20％以上にグリーン施設を建
設する

グリーン施設の計画、新規建設のグ
リーン施設

地域的な総合計画に基づいて住宅地区の
20％以上を グリーン施設を作る要件の設計
図への反映、そして本業務の実施は建設工
事と同時に進められて、最終的に国家監査委
員会に引き渡す仕組になるよう、法的環境の
整備・改善される

県の役場 建築・都市開発省 2017-2025

1.13.4 植物に覆われていない裸地を芝生化する 60万m2の面積が芝生化される 年間15万m2面積の芝生化が実施されている 市役所 2017-2025

1.13.5 個人、民間企業による植林活動を支援する 家族・同僚の名前で名付けた公園

グリーン地域内では、植林公園の設立、家
族・職場同僚の名前等で名づけた小規模な
公園等を設立できる条件を整える

市役所 MET,地方役場 2017-2021

1.14.1

河川等がある地域での土地所有化に関す
る法令に適合させて、 Tuul川、Selbe,
Uliastai, Bayangol, Zuun Baruun salaa,
Tolgoit等の河川の保護地帯のルールを守
る

監査、土地所有化問題の整理に関する決
定

水源地域の衰退・汚染の防止、洪水から人
間の命と財産を守る条件が整備される

市役所
国家監査庁、トゥール川
領域評議会

2017-2025

1.1.4.2
水道供給源の衛生地帯及び洪水ダム内のゲル、
民間企業の建物等の移動準備を確保して、段階
的に移動させる

水道供給とその発生源の衛生地
域、河川の保護地帯、洪水ダム周
辺から移動させる世帯、事業者・機
関

川沿いの谷間に蓄積されるスモッグの濃度削
減、洪水等の災害から人の命が守られる

市役所
国家監査庁、トゥール川
領域評議会

2017-2021

2.1.1 大気法に基づいて大気質改善地域の更新
設定を行って、規則の実施を確保する。

ゾーンの更新設定のための決定、
ゾーン内で遵守される規則・規定

自然環境・観光大臣とUB市長の共同命令に
よる大気質改善の第4ゾーンにて規則の実施
が確保されている。

市役所、国家監査
庁

MET, ME, NGO, 地方

市役所
2017-2025

2.1.2
ゲル地区世帯、ハウス地区、サービスビル、ガソ
リン・スタンド、洗車所、修理屋、タイア修理等に
て大気質改善ゾーンの規則を遵守させる

規則が遵守されたハウス区、サービス・ビ
ル、販売店、洗車所、自動車修理場、タイ
ア修理屋等

世帯、ハウス、サービス・ビル、、販売店、洗車所、
自動車修理場、タイア修理屋等への監査実施、ゾー
ン規定を遵守させる

市役所、国家監査
庁

関係省庁 2017-2021

2.2.1 燃料、ゲルストーブの適切な選択肢を選定して、
ゲル世帯では関係基準を遵守させる

燃料・ストーブ基準 関係基準の作成とその遵守が図れている。
ME、地方・首都

の市役所
 国家監査庁 2017-2025

2.2.2
UB市内では暖房・火力発電所以外では生

の石炭利用を段階的な禁止する
生の石炭利用を廃止した大気質改
善の第1,2,3,４ゾーン

2018年までに大気質改善の第４ゾーン、2020

年までに大気質改善の第3ゾーン,２０２５年に
第１と第２ゾーンでは生の石炭利用を全面的
に禁止されている。

市役所、ME MET 2017- 2018

改良燃料工場への支援 ME, 民間企業
市役所、道路・運輸開
発省

2017-2018

Taban tolgoi炭鉱からUB市へ8万トン

の選炭を運輸するネットワーク

2017年に2万3千、 2018年～2021年まで毎年

4万3千世帯を対象に改良燃料が供給されて
いる。

ME, 民間企業
市役所、道路・運輸開
発省

2017-2025

運送系統、Choi駅で建設された自動
車から列車に積み下ろすステーショ
ン（施設）

Tavan tolgoiからUB市までの選炭運輸問題が

解決されて実施されている。
道路・運輸開発省

ME, 市役所、鉱業・

重工業省
2017-2025

500キロのセメント舗装道路
500キロのセメント舗装道路が設置されて、利用が開
始されている。

道路・運輸開発省 2018-2021

2.3.2 改良燃料の貯蔵、配給と売場を作る
改良燃料の貯蔵場、売場のネット
ワーク

配給・販売店を出す。 市役所 2017-2025

2.3.3 バイオ及び圧縮燃料生産への支援と促進 バイオ及び圧縮燃料の工場
バイオ及び圧縮燃料生産への支援と促進、
首都への供給

 食糧・農畜産業・

軽工業省, ME
地方・首都の役場 2018-2023

2.4.1
UB市内のゲル地区世帯を対象に夜間帯

の電力料金を割引する
夜間帯の電力料金の割引 生の石炭による大気汚染が削減される

ME、エネルギー

調整委員会
市役所 2017-2025

市建築・都市開発省、
食糧・農畜産業・軽工
業省

1.11.4
Nalaikh建材生産、技術施設が建設されて、集

約化販売サービスが行われる
市役所UB市内に営業中の建材市場を移動させる

 活動方針12. 首都・中心地の周辺では砂・砂利の採取と生産の経営活動を段階的に制限して、再生活動を行う。

活動方針- 13. ゲル地区再開発の一環として、グリーン施設と小規模な公園施設を建設して、1人当たり公園面積を拡大・増加を通して首都・定住地のグリーン施設を都市開発基準に適合
                  させる

UB市内のゲル地区世帯への基準適合改

良燃料の供給、改良燃料生産工場の活動
支援とその促進。

活動方針 14. Tuul、Selbe, Uliastai,Bayangol, Zuun Baruun salaa, Tolgoit等の河川を対象として保護ゾーンのルールを出して、洪水ダム及び保護ゾーン内に住む世帯と民間企業の移動準備
                  を行い、段階的に移動させる

活動方針- 4. ゲル地区内の２種料金式機能付きの電力量計を設置している世帯に対して夜間帯の電力を50～100％で割引する。

都市・中心地の定住地帯、河川保護地帯に一般
普及鉱物の採掘活動を禁止する

活動方針- 2. ヒートステションと火力発電所を除き、その他の用途に生の石炭の利用を段階的に禁止する。

1.12.1

活動方針- 3. ゲル地区への基準を満たした改良燃料の供給、改良燃料生産への支援と推進を図り、生の石炭の代わりに使用する

目標-2 自然環境に優しいかつ効率的な先端技術、イノベーション導入を通して汚染発生源を減らして、生の石炭の消費を段階的に禁止して、汚染物質の排出量を削減する

活動方針-1. 首都・中心地の大気質改善地域設定の更新、暖房目的での燃焼と利用を禁止する物のリストを作成して、その遵守を徹底させる。

2.3.1
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支援の対象にして、ストーブ供給の
目標世帯

1000以上の目標世帯を支援対象にする。 MET、市役所
ME,人口開発・社会

保障省
2017-2020

目標世帯に供給された改良燃料
目標世帯の1万3円世帯に対して改良燃料を
供給する。

労働・社会保障省 市役所、民間企業 2017-2021

2.5.1 購入行為に関する法律の改訂、建材の国内生産
者に向けた政策による支援

関連法律の改訂
自然環境に優しい、高効率で先端技術の建材の国
内生産を支援する法的環境が整備される

財務省、建築・都市
開発省

民間企業 2017-2025

2.5.2 グリーン建材生産に関する調査、データ
ベース

グリーン建材の電子データベース化が構築される 建築・都市開発省 MET 2017-2018

自然環境にガラス、スチール、セメント工
場

自然環境に優しいガラス、スチール、セメント工場の
生産を支援して促進される

建築・都市開発省 民間企業 2018-2024

2.6.1 建築分野における国家特徴に適合した温室効果
ガス削減プロジェクトの実施

建物熱損失、温室効果ガスの排出に関す
る調査報告書、関連研修

パイロットプロジェクトが実施される 建築・都市開発省
ME, エネルギー調整委
員会、MET

2017-2019

2.6.2 建築、工業分野の省エネに関するデモ・プ
ロジェクトを実施する

15 の民間企業を対象に省エネル

ギー審査報告書

15 の民間企業を対象に省エネルギー審査が

実施されて、省エネ結果が計算された。

ME, エネルギー

調整委員会
2017

2.6.3 エネルギー民間企業へのエネルギー監査
の実施

23 の民間企業を対象とした省エネ監

査報告書、所内消費電力の節約

23の民間企業を対象に省エネの監査が実施

されて、節約効果の計算、所内消費電力の
節約、配送電の損失が改善されている。

ME, エネルギー

調整委員会
2017-2018

2.6.4 省エネ関係の仕事をする人材育成、専門
技術の学習

省エネマネジャー、エネルギー監査
官

省エネ節約マネジャーが110人、50人の電力
監査官が育成されている。

ME, エネルギー

調整委員会
2017-2018

2.6.5
グリーン建設基準に適合させた建築規格・
基準の改正、規格・基準にガス供給システ
ムの計画基準を反映する

建物断熱の規格・基準
建物の断熱規格・基準の新規作成及び改
正、その遵守が徹底されている。.

建築・都市開発省 2017-2018

2.6.6 モンゴルゲルの熱損失削減に向けた基準を改訂
して遵守する

モンゴルゲル基準 ゲルの基準が更新されて、遵守される 規格度量衡庁 建築・都市開発省 2017-2025

2.7.1 地方中心地の暖房配管系統の更新
10の中心地に中央暖房系統、ヒート

ステション

スフバートル県の中央ヒートステションの容量
拡大、Arkhangai, Bayankhongor, Gobi-Altai,
Gobi-Sumber, Dundgobi, Zabkhan,
Uburkhangai, Khentii, Tub県に自然環境に優
しい、高効率のヒートステション、熱配管を設
置して、稼働利用が開始されている。

ME 県役場、民間企業 2017-2021

2.8.1 UB市内の中央下水処理施設の更新 更新された中央下水処理施設
排水を基準に達するまで処理して、Tuul 川の
汚染が削減される

建築・都市開発
省、市役所、国家
開発庁

MET 2017-2020

汚泥処理調査、設計図 汚泥処理の調査実施、設計図が作成される
建築・都市開発省、
市役所

2017

中央処理施設の汚泥の完全処理、
再利用技術

中央処理施設の汚泥を完全処理して、再利
用技術が導入される

建築・都市開発省、
市役所

2018-2021

2.8.3
水道供給・消毒関係の配管の利用期間を
長くする、更新・修理工事への選炭技術の
導入を図る。

水道供給、下水道システム配管の
工事・更新

UB市内の水道・下水道システムの48キロの

配管内装の実施、新技術が導入される
建築・都市開発省、
市役所

2017-2021

2.8.4 ダルハン市に中央下水処理施設を新規建
設する

ダルハン市に中央下水処理施設
ADBからの貸出でDarkhan市の中央処理施

設の更新・利用開始される
建築・都市開発省、
県の役場

2017-2020

2..8.5
Dornogobi県に中央下水処理施設を新規建

設する
Dornogobi県の中央下水処理施設

県の中心地に新しい中央処理施設が運営開始、処
理された清水の工業技術及びグリーン施設の水か
けへの利用が可能となる

建築・都市開発省、
県の役場

2017-2019

2.8.6
Umnugobi県に中央下水処理施設を新規建

設する
Umnugobi県の下水処理施設 県の中心地に新しい下水処理所ができる

建築・都市開発省、
県の役場

2017-2020

1.9.1
ゲル地区からの燃焼灰と固体廃棄物の分
別、回収と運送インフラ整備、重機の充実
化を図る。

1-2 サブセンターに設置された廃棄

物の共有仮置き施設

廃棄物を受け取って分別・包み紐を行う中規
模な施設が市内のサブセンターに設置されて
いる。

市役所 ＭＥＴ 2018-2020

1.9.2 廃棄物のリサイクル（再利用）によるエネ
ルギー生産の火力発電所を建設する

廃棄物のリサイクル（再利用）による
エネルギー生産の32MWの火力発電
所

廃棄物のリサイクル(再利用)によるエネル
ギー生産の32MWの火力発電所が建設され
ている。

ME 国家開発庁、市役所 2018-2022

危険廃棄物の衛生埋立の設計図 危険廃棄物の衛生埋立の設計図が作成されている MET 建築・都市開発省、市
役所

2017

危険廃棄物を自然環境に優しい方法で埋
立・処理を行う施設

危険廃棄物の自然環境へのマイナス影響が少ない
方法で処理・埋立等を行う施設ができる

MET、市役所 建築・都市開発省 2018-2021

2.10.2 危険廃棄物の登録を行う
全国的に実施された危険廃棄物の登録
結果、情報

危険廃棄物の発生源、発生に関する総合データベー
スが構築される

MET 全ての省庁、県知事・
市長

2017

UB市内の医療機関からの廃棄物マネジメントの改

善計画が作成・実施される
保健省 市役所 2018

病院の廃棄物を自然環境へのマイナス影響が少な
い方法で処理する施設の容量が増加されて、安定
的な稼働が確保される

保健省 市役所、MET 2018-2020

活動方針 8. UB市内の中央下水処理施設及びその他の都市・中心地の下水処理施設、工場の事前処理施設の自然環境に優しい先端技術を導入する。

医療機関の廃棄物マネジメントの更新戦
略

危険廃棄物の保管、処理用の施設を建設
する

2.10.1

大気質改善地域内の目標世帯への改良
ストーブと改良燃料及び電気ヒーター供給
への支援

活動方針 ７. 都市・中心地の暖房供給と配管の拡大、新規暖房生産源の建設工事を段階的に実施して、石炭の利用と排出削減にための技術更新を行う

活動方針 - 10. 危険な廃棄物の保管、処理用施設を建設して、危険廃棄物の無管理状態を改善する

2.4.2

活動方針-5 自然環境に優しい、健康への悪影響のない、高効率で先端技術の建材の国内生産支援に係る法的環境を整備する

活動方針 - 9.  ゲル地区世帯からの燃焼灰と固体廃棄物の分別、収集、運送のためのインフラ施設、重機などの充実化を図り、廃棄物の再利用活動への支援を行う

建材の熱損失改善に向けた自然環境に優しい、
先端技術の建材の国内生産の支援

活動方針 -6. ゲルと一戸建の断熱材と熱損失の改善のためのプロジェクトを実施する。

医療機関からの廃棄物処理施設の容量を
拡大・増加する。

2.10.3

2.8.2
UB市内の中央下水処理施設では、汚泥
の完全処理・再利用の技術導入問題を段
階的に解決する。
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2.11.1 生産者、輸入車、販売者は廃棄物を担当
して、回収を行うための調整検討を行う

調査報告書、調整
製品の輸入と販売事業者に対して要求を出して、廃
棄物の採集と再処理工場への提供に係る調整がで
きる

食糧・農畜産業・軽
工業省

国家税関庁、関連省庁 2017-2019

2.11.2 リサイクル及び再利用が可能な廃棄物の
仮置き施設を改善する

リサイクル及び再利用が可能な廃棄物の
保管、分別・処理・輸送に係る要求と基準

廃棄物の保管、分別、処理、運送に係る基準、要求
を作成・遵守される

食糧・農畜産業・軽
工業省

規格度量衡庁、 市役

所、MET
2017-2019

2.11.3 廃油、タイア、廃棄物の再利用等の生産技
術の改善と支援、環境汚染を削減する

廃棄物のリサイクル工場の技術更
新

廃棄物処理工場等の生産技術が改善されて、環境
汚染が削減される

食糧・農畜産業・軽
工業省

MET、関連省庁 2017-2021

2.11.4
プラスチックバッグ（レジ袋）の輸入・利用
の制限、廃棄物の再利用する加工工場を
支援する

国内生産及び廃棄物のリサイクル
工場

輸入品のビニール袋等の税金の増加、国内生産者
に対する低利借款供与の政策支援、廃棄物の再加
工製品の生産を増加して国内需要が確保される

食糧・農畜産業・軽
工業省、財務省

国家税関庁、関連省庁 2017-2021

2.12.1 メタンガスの利用可能なストック把握のた
めの調査強化

探査・調査

炭層メタンガスの探査・調査を積極的に実施
して、メタンガス・ストック量の把握に向けて
政策的な支援を行い、海外・国内のメタンガ
スに係る経験とイニチアチブへの支援と協力
実施を行った。

鉱業・重工業省 ME,民間企業 2017-2021

“石炭からの合成天然ガス生産工場

のF/S調査及び自然環境・社会影響
評価の実施とその承認

F/S調査及び自然環境影響評価が実施済み 鉱業・重工業省
ME, 建築・都市開発

省、市役所
2017-2018

投資家を選定して、工場の建設工事
を開始する。

投資家が選定済み 鉱業・重工業省
ME, 建築・都市開発

省、市役所
2017-2021

高電圧の 6MWの変電所
高圧の6MWの変電所が建設されて、159台の乗用

列車が電気ヒーターに基づく暖房システムの設置条
件が整備される

道路・運輸開発省 ME、市役所、UB鉄道 2017-2020

電力ヒーター・システム導入の乗用列車
87台の乗用列車の電気ヒーターを設置して、全159

列車が電気ヒーターで暖房供給ができる
道路・運輸開発省 ME、市役所、UB鉄道 2017-2020

2017-2021

2017-2021

乗用列車の暖房火炉完全燃焼、煙
突からの排ガス中のPM削減の
JAPAN FLARE装置

２００台の乗用列車に設置される。暖房炉からの排
ガスは２０倍、ダストが100倍削減される

道路・運輸開発省 MET、UB鉄道 2017-2018

2.14.1
閣僚の2005年第127決定により承認され
た計量証明の対象製品、サービス一覧の
改正を行う

人間健康、自然環境に優しい製品・
サービスの一覧

計量対象の製品、サービスリストへの追加・更新さ
れている

規格度量衡庁、国
家監査庁

MET 2017-2018

2.14.2

ハウス、食品店、卸売場センター、サービス施
設、ガソリンスタンド、洗車場、自動車修理場等に
よる環境汚染削減のための基準作成、その遵守
を図る

新規及び改訂された基準
公共衛生施設と廃棄物の適切なマネジメント等の環
境汚染削減のための基準設定とその遵守される

規格度量衡庁、国
家監査庁

関係省庁 2017-2018

2.14.3
環境汚染、廃棄物の削減、自然環境に優しい先
端技術・機械・基準に関する研修セミナーを開催
する

研修セミナー、教材、ガイドライン 年間５００人以上の人を対象とされる
MET, 規格度量衡

庁
関係省庁 2017-2021

2.15.1 産業分野にてエネルギー効率改善のため
のプロジェクトを実施する。

エネルギー行政制度の導入、省エネ
で効率的なモデル工場

エネルギー制御精度の導入、省エネ・効率的
な工場を建設する

エネルギー調整委
員会

ME, MET 2017-2018

2.15.2

中央暖房供給システム未接続の郊外にあ
る公共機関の暖房供給に再生可能エネル
ギー及びその他の効率的な技術を導入す
る。

53 ホローの建物の熱供給解決のた

めのプロジェクト

53 ホローの建物の熱供給を再生可能エネルギー及

びその他の効率的な技術が利用される
市役所 2017-2021

2.15.3 夜間帯の割引に基づいて利用できる熱蓄積電気
ヒーターの実験、実験する場所の選定

熱蓄積の電気機材の操作・取扱説明書
選択された場所に熱蓄積機器が実験が実施されて
評価される

ME 2017

2.15.4

ゲル・建物の熱損失の改善、家庭用暖房供給、
衛生施設の自然環境に優しい処理方法で解決す
る問題を検討・実験を行い、科学的な根拠に基づ
いて解決を図る

汚染削減、熱損失の改善、暖房供給、衛
生施設の先端技術導入

大気・環境汚染の削減、家庭用暖房供給、衛生施
設の科学的な根拠に基づいて解決される

教育・文化・科学・
スポーツ省

科学アカデミー 2017-2018

2.15.5

大気・環境汚染、温室効果ガスの削減のための
イノベーションに関する調査、先端技術の導入に
向けた国際協力活動の拡大、資金援助の対象に
する

海外・国際機関による資金支援、協力活
動

大気・環境汚染の削減のための先端技術の導入、
投資のためのプロジェクト・フログラムの実施、海外・
国際機関からの資金支援がそくしんされる

外務省 財務省、国際機関 2017-2021

2.16.1

大気・環境汚染削減のための先端技術の
紹介・展示を行う『自然環境に優しい技術
の情報センター』/Show room/を市内にて
少なくとも3か所に開催する

自然環境に優しい機械・技術の情報
センター

/Show room/を市内に３カ所以上に建設されている MET 市役所、エネルギー調
整委員会

2017-2021

2.12.2 「石炭からの合成天然ガス生産工場」プロ
ジェクトの実施

首都・中心地において、乗用列車の暖房を
電気ヒーターに段階的に代えて、生の石炭
の利用を廃止する。 ME、MET、市役所、

UB鉄道、民間企業
道路・運輸開発省

乗用列車の生の石炭利用を避けて、改良圧縮燃料
利用の実験・調査の実施・導入される

乗用列車の暖房に用いられた改良
圧縮燃料

2.13.1

活動方針 11.  使用済みの容器と袋、電池、蛍光灯、中古タイア、廃油等の廃棄物発生者、輸入者、販売者等は責任持って処理調整及び再利用（リサイクル）製品を生産した場
                 合の奨励制度を構築する。

活動方針-12. 炭層メタンガスのストック調査の強化、選炭処理工場及び石炭合成ガス工場建設への支援

活動方針-14.　産業・サービス業務による環境汚染と廃棄物の削減、自然環境に先端技術の導入、天然資源の節約と効率的な利用に向けた基準の改正とその遵守を徹底させ
                  る

活動方針 17. 『グリーン貸出基金』の設立問題の検討、個人と民間企業による電気ヒーター、大気環境・環境汚染の削減、熱損失の改善等の自然環境に優しい、省エネ製品の購入への支
                     援、低利子での貸出を行う

活動方針- 15. 大気・環境汚染、温室効果ガス削減のためのクリーン技術とイノベーションに関する調査・開発の支援。資金源の増加、国際基金による資金供与・援助を図る。

活動方針- 13. 都市・中心地での生の石炭利用を廃止する政策の一環として、乗客列車の暖房を段階的に電気ヒーターに代える。

活動方針 16. 大気・環境汚染削減のための省エネ的な先端技術の紹介・普及を図り、『自然環境に優しい技術に関する展示施設を建設する。
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2.17.1 家庭用の電気及びガス・ヒーターの基準を
作成する。

家庭用電気ヒーターとガスヒーターの基準
А家庭用電気ヒーターとガスヒーターの基準を

作成・遵守される

市役所、エネルギー
省

建築・都市開発省、
規格度量衡庁, 民間

2017

2.17.2
モンゴル国の条件に合わせたグリーン貸
出基金の設置に関する調査の実施、基金
設置の根拠、ビジネス計画を作成する

グリーン貸出基金の設立、調査・ビ
ジネス計画、基金

グリーン貸出基金の設立に関する調査の実
施、基金根拠、デザイン ・ビジネス計画が作
成・設立される

MET МБХ, 財務省 2017-2025

基準を満たした自動車 自動車による汚染が削減される 道路・運輸開発省
国家交通センター、民
間企業

2017-2025

研修・実習の対象となった技術者と機械
管理者

技術管理・検査の技術者等を対象として研修実施、
技術能力が強化される

道路・運輸開発省
国家交通センター、
民間企業

2017-2025

国際基準に適合した機材・技術 車検用の機材・技術が導入される 道路・運輸開発省
国家交通センター、
民間企業

2017-2025

幹線道路沿いの測定・管理 自動車による汚染が削減される 道路・運輸開発省
市役所、警察署、国家
監査庁

2017-2025

道路警察職員による50個の排気ガス計を用いた監
査が実施される

道路・運輸開発省 道路警察署 2017-2021

交通監査官による20個の排気ガス計を用いた監査
が実施される

道路・運輸開発省
市役所、国家交通セン
ター

2017-2021

基準を作成して、承認されている。 鉱業・重工業省 鉱物・石油庁 2017

EURO5基準のガソリン、軽油燃料の利用が普

及される
鉱業・重工業省

国家監査庁、地方と首
都の役場

2018-2021

EURO5基準を満たした燃料を輸入しているか

どうかの確認と評価・結論を実施する国立委
託ラボラトリーができる。.

鉱業・重工業省、鉱
物・石油庁

国家監査庁、税関庁 2018-2025

輸入と利用状況に対する品質管理制度が強化され
る

鉱業・重工業省、鉱
物・石油庁

国家監査庁、税関庁 2017-2025

3.2.3 ガソリン・スタンドの技術改善、システム更
新で燃料の蒸発を抑える

ガソリン・スタンドのガス循環システ
ム

ガソリン・スタンドに対して技術的な要件を出
して、ガス循環システムが設置される。

鉱業・重工業省、鉱
物・石油庁

鉱業・重工業省、鉱
物石油庁、 地方と
首都の役場、民間

2017-2020

3.3.1 自動車の液化可燃ガス /LPG/の利用の
支援、普及を図る

ガス燃料使用の自動車

LPG利用の自動車の台数を 58%、タクシを

120% で、それぞれの増加によりLPG利用の
普及が図れる。

道路・運輸開発省
鉱業・重工業省、財務
省

2017-2025

3.3.2
バス、トラックの天然ガス /メタン、CNG,
LNG/を用いる可能性を検討して、実験を
行う

自動車への天然ガス/メタン・CNG,
LNG/を導入に係る国家基準

国家基準を作成して、承認された。 道路・運輸開発省 規格度量衡庁 2017

3.3.3
ディゼル公共バスに排ガス黒煙除去装置
(DPF)の設置、その再生装置の設置、常時
サービスを提供する

DPF設置済みの軽油バスの設置装

置の掃除・定期的な維持管理

軽油エンジン付きの公共用バスの319台に
DPFを設置して、安定的な稼働を確保する

道路・運輸開発省 市役所 2017-2021

3.3.4 公共バスに「エコ・ドライブ」の監視装置を
設置して、宣伝・紹介活動を行う

1.エコドライブ管理のために装置され

た10台のバス
2. 実験と調査の報告書
3. 研修・広報

公共バスにエコ・ドライブが導入される 道路・運輸開発省 市役所 2017-2021

国家道路網マスター・プラン
全国的な道路網開発に向けた適切なシナリオ付き
の計画が作成されている。

道路・運輸開発
省, 市役所

市総合計画局、市道路
改廃局

2017-2019

市内の道路網マスター・プラン

道路網の拡大・調整の改善を通して、道路渋
滞の緩和を図り、交通機関による排出汚染物
質が削減される

市役所
市総合計画局、道路・
運輸開発省

2017

公共交通サービスへのBRT導入に
関するプロジェクトF/S調査

プロジェクト・ユニットが設置されて、BRTプロ
ジェクトF/S調査が実施されている。

道路・運輸開発省、
市役所

財務省 2017-2018

BRT BRTが導入されている
道路・運輸開発省、
市役所

2018-2021

3.4.3 自動車の維持管理、税金、保険、アウト
サービスへのRFIDシステムを導入する

車検、保険、交通サービス情報の
RFIDシステム

道路の68カ所に交通量調査を実施して、UB
市内の大規模な20交差点に RFIDシステム
が設置される。

道路・運輸開発省
道路・運輸開発省、交
通国家センター、市役
所

2017 - 2020

3.4.4
UB市の料金所付近にリモート・センシング

装置 (RSD)を設置して、交通機関からの排
ガス量を測定する

UB市への出入りを管理するトブ

チョー（関所）付近に設置されるRSD

UB市内の トブチョーにてRSDを設置して管理

を行い、基準要求を満たしていない交通機関
の市内通行が制限される

道路・運輸開発省、
市役所

交通国家センター 2017-2021

3.5.1 道路交通分野の危険廃棄物の調査を実施して、
規格・基準を作成する

調査報告書、関連規格・基準

調査結果で廃棄物マネジメントの改善方針が
具体化されている。分野の規格と規制等が承
認されている。.

道路・運輸開発省

県知事・市長、UB鉄
道, 航空庁、国家交
通センター、国家道
路開発センター、モ
ンゴル鉄道公社、
UB鉄道株式協会、
MIAT

2017-2018

廃止された自動車、オートバイクの
登録データベース

廃止された自動車、オートバイクの登録デー
タベースを構築する

道路・運輸開発省、
市役所

市役所、食糧・農畜
産業・軽業省

2017-2021

廃止された自動車の再加工工場 廃止された自動車、機械装置、建築セメント及び溶解道路・運輸開発省
市役所、食糧・農牧業・
軽業省

2018-2021

目標 3. 自動車からの汚染物質の排出量を削減するための総合対策を実施する

自動車の排気ガス計

活動方針- 4. 道路ネットワークの拡大、交通管理スマートシステムの導入、公共交通のサービス質と整備の改善を図り、交通機関からの汚染物質の排出量を削減する

 活動方針 5.  道路・交通分野による廃棄物の適切な処理、マネジメント調査を実施して、廃止された自動車廃棄物の再加工工場を建設する

市内の道路ネットワークのマスタープランを
作成・実施を図る

3.4.2

活動方針2. EURO5基準に適合した、品質基準を満たした燃料の輸入と利用の支援、本基準を満たしていない燃料の輸入と販売・利用の段階的な禁止、燃料性質への管理制度を強化する

活動方針- 1. 人間健康、自然環境にマイナス影響を及ぼしている基準を満たしていない交通機関の市内通行を段階的に禁止する

3.4.1

3.5.2

 活動方針- 3. 交通機関のガス燃料と電気への転換、自然環境にマイナス影響の少ない技術と交通機関の導入とその実験の実施、交通機関のガス燃料への段階的な転換

3.2.1 ガソリン、軽油燃料のEURO5基準に
適合する国家基準

国立委託ラボラトリー（研究所）
基準要求に適合していない燃料の輸入へ
の管理

3.2.2

UB市及び大規模な中心地にて利用される

燃料質をEURO-5基準に適合させるための
要求を出して、実施を図る

公共交通サービスに自然環境に優しい新
しい交通種類を導入する

利用廃止された自動車の再加工工場の開発を支
援する

自動車の維持管理や車検の性質を強化する

道路走行中の自動車に対して道路測定、
監査を実施する

3.1.2

3.1.1
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3.5.3 道路交通分野からの廃棄物に関する法的
環境を改善する

使用済みのバテリーの回収、保管、運
送、再加工に関する基準

基準が承認されている
道路・運輸開発省、
市役所

規格度量衡庁 2017-2018

観光名所の代表的な4カ所のルート
でのグリーン・サービス施設のF/S
調査

グリーン・サービス施設のF/S調査を作成して、MET 道路・運輸開発省 2017-2018

乗客向けのグリーン・サービス的な
宿泊施設

主な観光ルートの道路沿いに4つ以上のサー
ビス施設が建設される

MET, 国家開発セ

ンター
道路・運輸開発省、県
の役場

2018-2021

3.7.1
UB市内の道路等に排水溝、中央配管シス

テムの新規建設を行う
雨水排除水路 UB市内の排除水路の長さを30キロ伸ばす 市役所 2017-2021

3.7.2 平和大通りに幹線道路清掃システムを設
置する

道路巻き上げの削減、地上水の再
利用環境を整備する

地表水を用いて道路清掃システムを20キロ
長くして、新システムを導入する

市役所 財務省 2017-2023

4.1.1 大気法と政府特別基金に関する法律の改
正を通して『Air pollution against fund』、大
気質改善地域の行政調整を行う

改訂された法律
大気法、政府特別基金に関する法律の改定
案、国家大会議により承認されている

自然環境・観光省 財務省 2017

4.1.2
法律に従って 『Air pollution against fund』
を設置して、大気汚染削減対策の実施に
必要な予算・資金源を集約する

Air pollution against fund
基金が設立されて、大気汚染支払料金に関する法
律に基づいて、資金源を集中して、実施対策に融資
する

自然環境・観光省 財務省 2018-2021

4.2.1
自然環境に係る法律には、役割と責任の強化、
自然資源の利用及び汚染料金、資金・奨励等を
明確にするため、改正案を作成して、承認を得る

自然環境保護に関する法律、大気
法、土地法、土地料金に関する法
律、自然環境影響評価法、水源汚
染料金法、大気法汚染料金法、政
府特別基金に関する法律、  化学的
な危険及び有害物質に関する法
律、違反法等の改訂

関連法律の改定案を作成して、国家大会議
により承認される。

MET 法務・内務省、財務省 2017-2018

4.2.2 廃棄物に関する法律の改訂・承認を図る  廃棄物に関する法律の改定案 改定法案が国家大会議にて審議・承認される MET 2017

4.2.3
大気法、大気汚染支払料金法に基づいた施行令
の更新・改訂 大気質情報の規則、大気汚染発生源の

登録実施細則、大気質指標の計算方法
二つ以上の規則の更新・承認が行われる MET, NAMEM 市役所、保健省 2017-2018

4.2.4
水源汚染料金に関する法律に基づく規則と手法
の更新・改訂 規則、リストの承認に関する閣僚決定 MET 2017-2018

4.3.1 地域開発政策を作成する 地域的開発政策の文書 政策文書の作成・承認される 国家開発庁
省庁、地方・首都の役
所

2017-2018

4.3.2 地域の中核地、県・首都開発の将来目標
を作成・実施を図る

地域の中核地、県、首都の開発の
ための将来目標

地域の中核地、県と首都の開発の将来目標
を自然環境、社会・経済のバランスが取れた
政策の一環で作成されている

国家開発庁 地方の役場、省庁 2017-2021

4.4.1 都市開発に関する法律の改正案を作成す
る

 改定案により承認された法律 改定案が作成・承認される 建築・都市開発省 関係省庁 2017-2018

4.4.2 都市・中心地のグリーン施設に関する法律を作成
する 承認済みの改定案 首都・中心地の緑施設に関する法律が承認される 建築・都市開発省 MET

2017-2018

環境健康国家プログラムーII
「環境健康」 国家プログラム-IIを作成して、閣
僚決定により承認される

保健省 関係機関、省庁  2017

地方・首都のサブ・プログラム
県・地区のサブ・プログラムが作成・承認され
る

保健省 県・地区の役場 2017-2020

国家プログラムを作成して、閣議決定により
承認される.

ME、エネルギー調
整委員会

関係省庁 2017

活動の実施を確保する
ME、エネルギー調
整委員会

関係省庁 2017-2021

4.6.2

省エネ的建物の建築、機械・機材装置、商品、材
料の生産、輸入及びエネルギー効率の改善、節
約した個人、民間企業、機関への支援、奨励付
与に関する規則を作成する

閣議決定、規則

省エネ建築の建設、機械装置・製品の生産、
輸入及びエネルギー効率の改善・節約に取り
組んだ個人と民間企業への支援、奨励制度
が構築される

ME、エネルギー調
整委員会

関係省庁 2017

4.6.3
電力で稼働する機会、機材装置、家庭用電気製
品に電気利用の分類、順位の設定、ラベリング、
管理に関する規則を作成・承認を得る

閣議決定、規則

省エネ・効率的な電気製品、装置に関する情
報システムの構築、公共への情報提供、基
準満たしていない商品の利用を制限する条
件が整備される

ME、エネルギー調
整委員会

関係省庁 2017

4.6.4 省エネルギー制度のISO 50000 基準群を
作成する

ISO 50000 基準群
省エネ制度の ISO 50000基準群を作成して、
施行を図る

ME、エネルギー調
整委員会

規格度量衡庁 2018-2019

活動方針- 7. 道路排水システムの計画と実施、道路巻き上げ専用機械による清掃、人口の健康や自然環境への影響が少ない物質を用いて、雪や氷を解かす

活動方針- 6. 幹線道路沿いの乗客用のサービス施設、グリーン・サービス施設の計画とその建設を行う

主な方面行きの幹線道路沿いに乗客の快
適さが確保されたグリーン・サービス施設
を建設する

3.6.1

活動方針-2. 法令施行の強化、大気・水源・土壌汚染の削減、再生化問題に係る役員、個人、民間企業、機関の役割と責務を明確化を図り、自然環境法を施行する

活動方針- 3. 地域的開発政策の作成とその実施、地域中核センターと地方の中心地を開発する

活動方針-4　都市開発、グリーン施設に係る法的環境を改善する

4.6.1 省エネ国家プログラム

4.5.1
"環境衛生"国家プログラムの承認、分野

間の参加により協力実施を行う

活動方針- 5. 『環境衛生』国家プログラムの作成とその実施を図る

目標 4. 大気・環境汚染削減のための行政調整、資金の明確化、大気汚染削減のための活動促進の奨励制度を構築する

活動方針- 1.「Air pollution against fund」の設置、大気汚染削減対策にかかわる予算・資金の集中とその総合管理を確保する

活動方針-7.  人間健康と環境に優しい、かつ省エネで大気と環境汚染の削減のためのクリーン技術的、或は国内の付加価値込みの製品生産のための商品や機材装置に対して税の優遇
                  措置をとる

活動方針- 6. 省エネルギー国家プログラムの作成とその実施を図る

国家省エ・プログラムの作成・実施を確保する
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4.7.1
大気・環境汚染の削減、処理、国内の付
加価値込み製品生産のための製品、機材
装置に対して税の優遇装置をとる

府価値税に関する法律、税関料金タ
リフと税金に関する法律の改定案、
閣議決定の第303号への追加・更新

1.排水の処理、エコ及びバイオ的な衛生施

設、廃棄物の再利用・処理の用いられる技
術・機械装置の税関及び付加価値税から免
除する
2. 閣僚の2013年第303号決定を追加・更新し
て、自然環境に優しい商品の輸入を歓迎・支
援する

財務省、MET,食
糧・農畜産業・軽工

業省、建築・都市
開発省

2017-2018

4.8.1 『天然ガス、ガス開発プログラム』の作成、
承認・実施を確保する

メタンガス供給の基本及びサブ・シ
ステム、インフラ・エンジニアリング施
設の建設、ガス発掘工場の建設、可
燃性ガスのストック調査

天然ガス、ガス供給開発プログラムの承認、
プログラム実施を確保する

ME

鉱業・重工業省、道路・
運輸開発省、MET、建
築・都市開発省、県首
都役場

2017-2025

4.8.2 メタン・ガス供給インフラ整備に必要な法的
環境を整備する

メタンガス供給のためのインフラ整
備に関するF/S調査

メタンガス供給システム、インフラ整備・計画、
サービス実施、安全稼働の確保、可燃性ガス
の安全利用の環境を整備する

ME
建築・都市開発省、
MET、市役所

2017-2019

4.8.3 メタンガス供給システム、インフラ整備のマ
スタープラン、F/S調査の作成

モンゴル国の天然ガス、メタンガス供給シ
ステムのマスタープラン、F/S根拠

1. モンゴル国のメタンガス供給、インフラ整備
のシナリオ、方針等が科学的な根拠に基づい
て作成される
2. 計画に基づいた建設工事の開始、メタンガ
スによる暖房供給及び家庭用供給、大気汚
染が作成される

ME

鉱業・重工業省、道路・
運輸開発省、MET、建
築・都市開発省、市役
所

2017-2018

4.9.1 古い年式の交通機関の輸入を段階的に制
限する法的環境の整備・その実施を図る

特別税金法の改訂に関する法律
特別税金法の改定案が作成されて、年式が
古い自動車の輸入を段階的に制限する施策
が実施される

財務省
道路交通開発省、国家
税関庁

2017

4.9.2
電気/hybrid/及びガス利用の自動車は番
号規制対象外として市内走行が可能にな
る法的環境を整備する

権利機関の決定

電気/hybrid/及びガス利用の自動車は番号
規制対象外として市内走行が可能になる法
的環境が整備される

市役所 道路交通開発省 2017

5.1.1

大気・環境汚染発生源、その被害、先端技
術、グリーン生活習慣について、また大
気・環境汚染削減のための市民の参加改
善を図り、啓発活動、正しい生活習慣の定
着に向けた情報提供、宣伝活動等を実施
する

テレビ番組、ショット・ビデオ、コマシャル、
宣伝

大気・環境汚染発生源、被害、先端技術、グリーン
生活習慣の定着に関する理解・知識が得られる

MET 2017-2021

5.1.2 「大気汚染削減のための市民の役割」イベ
ントを開催する

紹介・広報イベントの計画 マスコミ、報道機関を通して宣伝される
市役所、MET、保
健省

WHO、 国連開発基

金
2017-2019

5.2.1 自然環境、衛生に係る法律規制の広報、
違反予防対策を実施する

広報、監査 法令の違反を防止する
国家監査庁、県・首
都の役場

MET, 保健省 2017-2021

5.2.2
廃棄物、灰、産業廃棄物の野外放棄、不
法投棄の個人と民間企業に対する責任追
及を強化する

関連決定

廃棄物に関する法律と違反に関する法律に
不法投棄を行った個人・民間企業に対する責
任追及の強化、違反者に強制的な掃除させ
る等の追加事項が行われて、改訂される

市役所、国家監査
庁

県役場、MET、法務内
務省

2017

5.3.1

ゲル地区では「大気汚染管理」モニタリン
グの実施、この一環として中古タイア、廃
油等の廃棄物の燃焼への管理、これらの
目標世帯に関する調査の確認等を公共団
体と協力して実施を図る

21台の車両所有の監査・警備するボ

ランティアを派遣して、常時監査・調
査情報

NGOと協力して21台の車両、ボランティア監

査官を採用して、監査を行って、大気汚染改
善地域の規則ルールを守り、関連調査を実施
して、公共向けの法令情報が提供される

MET NGO 2017-2018

5.4.1
大気・環境汚染の削減、熱損失の改善、
省エネ的な活動実施中の個人と民間企業
を対象とした奨励規則の作成

奨励規則
規則の作成、大気環境・環境汚染の削減、熱損失
の緩和、省エネに向けた活動の実施、個人と民間企
業を対象に奨励活動が実施される

MET、エネルギー調
整委員会

県知事・市長 2017

5.4.2 野外、不法投棄の場所でのゴミを完全処
理・掃除を行う

市内清掃イベント 廃棄物の処理・清掃が行われる 県役場・市役所
関連機関、NGO、民間
企業

2017-2020

5.4.2
大気汚染削減のための資金を立てて、効果が得
られるプロジェクト実施の場合、予算的支援問題
の検討・解決を図る

関連決定

大気汚染削減のための資金を立てて、効果
が得られるプロジェクトを実施した場合、50以
上の民間からの資金援助に係る問題が検
討・解決される。

県役場・市役所
関連機関、NGO、民間
企業

2017 -2025

5.5.1 大気汚染及びその他の社会健康リスクの
評価を医療機関にて実施する

保険大臣命令
大気汚染及び社会健康の非常事態リスク評価が医
療機関により実施されて、準備が確保される

保健省 医療機関 2017-2025

研修・宣伝資料
市民向けの　ガイドラインの作成、公への行き渡りが
図れる

保健省、市役所・県
役場

MET 年に

研修、宣伝
貧困等の弱者レベルの人口を対象として啓発活動
が実施される

保健省、市役所・県
役場

MET 2017-2022

マスク利用、空気洗浄機等が設置された
学校、幼稚園、病院及びその他の役場

リスク項目、その予防方法について義務教育学校の
カリクラムへの反映・実施される

保健省 NGO、民間企業 2017-2019

 活動方針-1. 大気・環境汚染発生源、その被害とマイナス影響に関する現実的な情報の公表、正しい習慣の定着、市民の義務紹介等に向けた研修と広報活動を実施する

活動方針-3. ゲル地区での『大気汚染管理』モニタリング活動の実施、廃棄物の燃焼停止、これらの方針で目標世帯を対象とした対策を実施する

活動方針- 2. 自然環境保全法・規則等を違反した個人と民間企業と機関に対する責任追及を強化する

活動方針- 9. 古い年式の交通機関輸入の段階的な制限、電気及びガス利用の自動車の普及を促進するための法的環境の整備とその施行を図る

活動方針- 5.大気・環境汚染による人間健康への長期及び短期のマイナス影響を検討して、リスク防止方法の導入・定着、大気・環境汚染による病気発生率を低減する

活動方針-4. 大気・環境汚染の削減のために積極的な取組と支援を行っている個人と民間企業と機関への奨励、宣伝活動を最大化する

活動方針- 8. ガス供給のマスター・プラン及び関連法令と規則・基準の作成とその遵守を図る

目標 5. 環境汚染削減のために市民と公の参加、役割と責任の強化、生活環境での正しい生活習慣の定着、大気環境のモニタリング能力の強化、調査・分析業務を拡大する

5.5.2

大気・環境汚染による人間健康へのマイ
ナス影響及びリスク防止、予防措置の定
着に関する研修・広報、防止対策を実施す
る
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予防注射対象の子供の数 子供たちは予防注射の対象となる 保健省 関係機関 2017-2021

インフルエンザ予防注射対象の子供の人
数

子供たちは予防注射の対象となる 保健省 関係機関 2017-2021

マスク、空気清浄機設置の学校と幼稚
園、病院の数 学校、幼稚園、病院用の空気清浄機が確保される 保険者、市役所 関係機関 2017-2019

5.5.4 大気・環境汚染の健康への影響に関する
情報・証拠資料のための調査を実施する

承認された調査方法、調査報告書
環境汚染による妊娠異常、喘息、肺ガン、アレル
ギー等の症状発生への影響に関する調査の実施、
調査結果の整理

保健省
教育・文化・科学・ス
ポーツ省、科学アカデ
ミー

2018-2025

5.5.5 環境衛生の感知制度構築を開始する 閣僚決定、規則 閣議決定により規則が承認・実施される 保健省、MET 市役所、国家監査庁 2017-2025

5.5.6
赤ちゃん、幼児の食事は母乳だけにして、
2歳までの継続的な授乳を政策で支援し
て、広報活動を実施する。

1.情報紹介、広報戦略

2.チラシ、宣伝資料
赤ちゃん、幼児への母親の授乳が優先される 保健省 医療機関 2017-2025

5.6.1 ゲルや住宅室内の大気汚染削減、その健
康影響・リスクを計算する

調査報告書、市民向けの提言
ゲル、住宅の室内の大気汚染発生源に関す
る調査実施、それらの健康リスクの把握、提
言が作成される

保健省、社会健康
国家センター

教育・文化・科学省、建
築・都市開発省

2017-2025

5.6.2 学校と幼稚園の建物内装材は人間健康へ
の影響がないよう、基準を遵守させる

基準
校舎と園舎の室内空気質が改善されて、健
康的環境が整備される

建築・都市開発
省、 規格度量衡
庁

国家監査庁 2018-2019

5.6.3 間接喫煙の被害宣伝、広報活動を実施する
1.情報研修、広報の戦略

2.チラシ、宣伝資料
間接喫煙の被害に関する市民の理解が改善
されて、宣伝資料が配給される

保健省 関係機関 2017-2025

5.8.1 自然環境中央ラボラトリの拡大更新、有機
物・有害物質の分析装置を設置する

1.ラボラトリー建物、  2.詳細測定用の５以

上の分析機材     3.環境汚染状態の報告

書

大気、水源、土壌試料に揮発性有機物質等の有害
物質、重メタルの把握が可能になる

MET, NAMEM 国家開発庁 2018-2021

5.8.1 大気環境の継続的な測定の確保、人材能
力を強化する

市内の大気環境管理の専門家
市内の大気環境管理・測定専門家の能力強化、継
続的な測定が確保される

MET, NAMEM 国際機関 2017-2025

5.8.2
大気・環境汚染が高い地域の調査実施、
汚染物質の濃度、汚染寄与割合を把握す
る

大気環境・水源・土壌に含まれてい
る汚染項目の濃度に関する情報・報
告書

大気・環境汚染の高い地域の汚染状態が把
握されている

MET, NAMEM 国際機関 2018-2021

5.9.1 大規模な市町、県の中心地、工場地帯に
おいてPM10とPM2.5測定機を設置する

1. PM10、PM2.5測定機
2. 測定結果の報告書

PM10とPM2.の濃度は１時間頻度で測定する測定

機が５カ所以上に設置される
MET, NAMEM 民間企業 2018-2025

5.10.1 大気汚染発生源の登録を実施して、登録
データベースを構築する

大気汚染発生源を持つ民間企業・
世帯登録データベース

大気汚染発生源の登録データベースを構築し
て、運用・更新される

市役所
NAMEM、県役場・市

役所
2017-2021

5.10.2 汚染物質排出量の計算方法を作成して、
実験・導入を図る

大気汚染物質の排出インベントリ作成方
法、研修、計算

大気汚染物質排出インベントリ方法が作成さ
れて、登録データが取りまとめができる

MET、NAMEM 県・首都の役場 2017-2018

5.10.3 水源汚染発生源の情報データベースを構
築する

水源汚染発生源のサブ・データベー
ス

水源汚染発生源に関するサブ・データベース
が構築されている

MET, NAMEM 地方・首都の役場 2017-2018

5.10.4
火力発電所、ヒートステションの灰埋立地
によるお産削減、灰の再利用活動を支援
する

1.灰埋立地の覆土面積

2.灰の再利用
灰埋立地によるダストが削減される ME 火力発電所 2017-2021

5.11.1 UB市内の電力波長の実態調査を実施する

1.UB市内における電力波長の実態報告

書
2.電子波長の拡散図、電子波長の影響許

容量、モニタリング方法

Ｕｂ市内の電子波長の実態をは悪して、電子波長の
影響許容量、その設定根拠、モニタリング方法が作
成される

教育・文化・科学・
スポーツ省

MET 2018-2019

 活動方針- 11. 騒音や電力波長等の物理的なマイナス影響の実態調査の実施、管理制度を構築する

 活動方針- 7. 自然環境中央ラボラトリ及び地方のラボラトリを国際基準に適合して更新を行う。揮発性有機化合物等の有害物質、重メタル測定機能の近代的な高感度の分析装置と機材を確

活動方針-8. 大気環境管理モニタリング・ネットワークの拡大強化、人材能力を強化する

活動方針- 6. ゲル等室内の大気汚染の削減、その改善に向けた提言の提出、広報を行う

活動方針- 10. 大気・環境汚染発生源、排出量の登録を実施して、登録データベースの電子化とその更新 ・整備

活動方針- 9. 市内の大気汚染管理のための自動測定局の数を増加させて、継続的な稼働が確保される

大気汚染による病気発生予防、診断・治
療活動を促進する

5.5.3
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第４章 ウランバートル市における主な関連機関の役割とこれまでの取り     
組み状況 

４－１ ウランバートル市大気汚染削減庁（APRD） 

４－１－１ APRD の概要 

APRD は、ウランバートル市の大気質の把握、大気汚染物質の排出量及び発生源の把握、ウラン

バートル市の大気汚染対策の提案・実施義務を有する市長直轄の実施エージェンシー3である。そ

の業務は、エコロジー・グリーン開発担当の副市長の監督の下に行われる。 

ウランバートル市長令における APRD の業務規則を表４－１に示す。2016 年 10 月 28 日付の第

A/766 号の市長令により規則、組織体制、職員数が規定されている。APRD の組織体制を図４－１

に示す。行政・管理課、政策調整課、大気質管理課の 3 課体制の合計 26 名の職員の構成となって

いる。2017 年予算は 1 億 2,000 万 Tg（600 万円）であり、主に大気環境測定局の維持管理と交換

部品購入に使用した。2018 年予算は 3 億 5,000 万 Tg（1,700 万円）が予算化されている。 

 

表４－１ APRD の業務規制を定めた市長令 

一、総則 

1.1.  UB 市大気汚染削減庁（以下“庁”という）は、内閣及び UB 市市長のアクションプラン、UB 市の経

済及び社会的な目的達成、UB 市の領域における環境保護、エコシステムのバランスの維持、自然資源の

適切な利用、グリーンゾーンにおける別荘地の適切な利用、グリーン開発政策の実施、関連法に従わせる

等のことにより市民の清潔かつ安全な環境に生活する権利を保護する基本的な役割の UB 市市長実施エー

ジェンシーである。 

三、庁の基本役割 

3.1.  庁は以下の基本役割を果たす。 

3.1.1. 大気に関する法令、モンゴル国の国際約束及び大気汚染削減に関する政令、UB 市議会令、UB 市長

令の実施を促進し、遂行の管理を行う。 

3.1.2. 再生可能エネルギーに関する国家政策の実施を図り、再生可能エネルギーの発電機の UB 市、区の

土地整備計画への反映を行い、市民、業者、事業所に対する再生可能エネルギー利用の有意義性の啓発

を行う。 

3.1.3. UB 市及び国家予算による空気清浄及び大気汚染削減に関する対策を立案し、承認させ、UB 市の大

気質の特定を行い、モニタリング評価を行った結果に基づき大気汚染削減の取り組みを行う。 

3.1.4. 大気汚染削減に関する国家政策及び法令の改正に参加し、UB 市の領域内におけるその法令の遂行を

図り、大気汚染源による悪影響を特定し、削減の措置を講じ、大気汚染物質の排出量及び汚染源のイン

ベントリ調査を行い、統計をまとめる。 

3.1.5. 環境課題を任務とする国家中央行政機関と共同で大気汚染削減のための大気質改善地域を毎年更新

し、当該地域に居住する家庭のゲル及びハウスの保温、改良ストーブ、環境にやさしい圧縮燃料、セミ

コークス燃料、液化ガス燃料、排ガス集塵フィルターの供給等の措置を講じ、当該地域に厳守する規定

の遂行を図る。 

3.1.6. エネルギー節約政策を実施し、ゲル地区の家庭の電気料金軽減の活動を実施する。 

3.1.7. 大気汚染物質の排出及び物理的な有害物の影響に与える事業者の立地を認めるかどうかについて提

案を作成し、適切な規則通り解決を図る。 

3.1.8. 大気汚染物質及び物理的な悪影響を及ぼす物質の排出量に関する情報を市民、業者、事業に提供し

                                                        
3 実施エージェンシーとは、ウランバートル市の行政サービスを担う機関の一形態であり、2009 年頃から導入されている。 
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てもらう。 

3.1.9. 主な大気汚染源による大気に排出されている物質に関する情報を関連する者に提供してもらう。 

3.1.10. 市民、事業所、企業の利用している、大気質の保全、汚染削減、主な大気汚染源のモニタリングの

ための器具及び機材の維持管理検査を行い、基準に合わない機材、測定方法、技術の禁止を提案する。

3.1.11. 市民、事業所、企業により排出されている排ガスの集塵、清浄及びモニタリング用機材の維持管理

に対する関連機関との共同立合検査を行い、権限を有する機関に対し、基準を満たさない機材の利用中

止に関する提案を行い、改善及び交換の措置を講じさせる。 

3.1.12. 移動発生源及び固定発生源を有する市民、事業所、企業により、大気に排出されている汚染物質、

物理学的な悪影響に対して道路警察庁及びその他の関連する機関と共同立会検査を行い、移動発生源及

び固定発生源により大気に排出されている汚染物質の排出量を規定された許容範囲内に維持することを

市民、事業及び企業の計画に反映させ、実施管理を行う。 

3.1.13. 許容量を超過した汚染物質を排出している者の排ガスの清浄化及び技術改良の指導を行い、実施を

促進する。 

3.1.14. 事故が起きた、化学物質汚染が漏れた、大気汚染が悪化した等の結果、人間の健康及び環境に危険

を及ぼす状態となった場合、当該事業所、企業の事業モードの変更あるいは中止、救出対策を行うこと

に関する提案書を作成し解決を促進する。 

3.1.15. 工場及び事業所の新設、増設、都市マスタープランの策定、環境アセスメント報告書に大気汚染削

減対策が現実的に記述されているかを確認し、事業の実施可否についてコメントを行う。 

3.1.16. 大気汚染削減に関する提案書を作成し、適切なルートを通して承認後、実施する。必要な場合、国

際機関、国内外の国家機関及び NGO と連携し実施する。 

3.1.17. 大気質ナショナルモニタリングネットワークの拠点の持続的な運用を図り、拡大、移転、改善に関

する提案書を作成し、国家気象・環境モニタリング庁に送付し、決定を促進する。 

3.1.18. UB 市領域内の大気質の総合データベース更新を行い、規定された規則通りにデータ及び情報を関

連する専門機関、市民、事業所及び機関に対し提供し、大気汚染の悪影響及び大気汚染レベルが基準を

超過した場合に発生し得る事故や緊急事態について公表し、予防する。 

3.1.19. 大気に排出されている排ガスの発生源及び汚染物質量を特定し、汚染削減に関する目標企画を作成

し、結果を報告する。 

3.1.20. 改良燃料製造業者等の燃料質の管理を行い、専門指導を実施する。 

3.1.21. 大気質に影響している市民、業者、事業所の事業の管理を行い、専門機関に情報共有を行う。 

3.1.22. 大気質に影響している物質の利用、汚染源、物理的な悪影響に対する管理を行い、発見した違反に

関しては関連機関と共同で法律通りに改善措置を講じさせる。 

3.1.23. 大気汚染物質の廃棄物、大気における物理的な悪影響、その発生源のインベントリ管理を国家気

象・環境モニタリング庁と共同で行い、その結果は毎年 12 月中に UB 市市長に報告し、関連機関に送付

する。 

3.1.24. UB 市市役所の部局、その他 UB 市長の関連する組織に対し、所掌に属する事務に関する専門指導

を行い、関連する情報の提供を迅速に行う。 

3.1.25. 外国、国内の国家機関及び NGO と法令の範囲内に協力する。 

3.1.26. 法令に規定されたその他の役割。 

3.2. 庁は職務内容について、大気汚染削減国家委員会、環境課題を任務とする国家行政中央機関、国家気象、

環境モニタリング庁、環境度量中央ラボラトリー、UB 市知事室及び大気汚染削減の活動を行っている外

国及び国内の国家機関及び NGO と連携させ、協力するものとする。 

3.3. 庁は大気汚染削減支部及び委員会の専門指導を行う。 

出典：ウランバートル市市長令 No.A/766 2016 年 10 月 28 日    
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APRD の業務において、関係機関との協調として特筆されるのが、ボイラ認定監査に関する業務

である。APRD、市監査庁、各区の担当者等が連携し、ボイラ認定監査の完全実施が確立した。ま

た、大気拡散シミュレーション結果に基づく、大気汚染削減のための提案もしている。 

 

 
出典：調査団作成 

図４－１ APRD の組織図 
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APRD-1 

APRD-3 

APRD-2 

APRD-4 

APRD が保有している機材を表４－２に示す。 

 

表４－２ APRD の主要保有機材 

APRD 保有機材 機材概要 

大気環境測定局 大気環境測定局：6 局、内訳は以下のとおり。 
-フェーズ 2 で供与した測定局：1 局 
-フェーズ 2 でリハビリした測定局：4 局  
-ソウル市が供与した測定局：1 局* 

移動大気環境測定車：1 台  
固定発生源排ガス測定機材 光学センサー型排ガス分析計：3 式 

電気化学センサー型携帯型排ガス測定装置：4 式  
動圧平行型自動等速吸引ダスト採取装置：2 式 
手動等速吸引ダスト採取装置：2 式 

移動発生源排出ガス測定機材 車載計型排出ガス測定装置：1 式 
路上測定検査用排出ガス測定機材：1 式  

ボイラ燃焼管理機材 超音波流量計、赤外線式サーモグラフィ、ポータブル放射温

度計他 
大気排出インベントリ及び大気拡

散シミュレーション用機材 
PC、GIS ソフト、VisualStudio2010 Professional  

* 2015 年に設置されたがいまだ稼働していない。 

出典：調査団作成 

 

４－１－２ ウランバートル市大気環境測定局 

（1）大気環測定局の現状分析 

  ウランバートル市における大気環境測定局の配置図を図４－２に示す。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査団作成 

図４－２ ウランバートル市における大気環境測定局配置図 

APRD 

APRD-6 

APRD-5 
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  韓国ソウル市から供与された大気環境測定局は 2015 年に設置されたが、いまだ稼働してい

ない。一方、フェーズ 2 でリハビリあるいは新たに設置した合計 5 局の大気環境測定局は、お

おむね正常に稼働している
4
。 

  測定機材状況を表４－３に示す。 

 

表４－３ APRD の大気環境測定局の稼働状況 

測定項目 
機材名 

測定局名 

SO2 
Horiba   

APSA370 

NOx  
Horiba   

APNA370

CO 
Horiba   

APMA360

O3 
Horiba    

APOA370

PM10/2.5 
GRIM 

Model180

PM10/2.5 
Horiba 

APDA371 

気象（風向

風速等） 
Thiesclima

Tolgoit 
(APRD1) 

正常 正常 正常 正常 正常  正常 

MNB 
(APRD2) 

正常 正常 正常 正常 正常  正常 

Amgalan 
(APRD3) 

正常 正常 正常 正常 正常  正常 

Nisekh 
(APRD4) 

正常 正常 正常 正常 正常  正常 

Dambadarjaa 
(APRD5)* 

停止中 停止中 停止中 停止中 停止中  停止中 

Bayankhoshuu 
(APRD6) 

正常     停止中 正常 

* 韓国ソウル市供与の大気環境測定局。機材はソウル市が使用していた中古機材 

出典：調査団作成 

 

（2）まとめ 

・ フェーズ 2 では誰が退職しても継続できるようにと 4 名がすべての作業をマスターすること

を目標として体制構築・技術移転を図ったが、現在は大気環境測定局の機材維持管理、デー

タ確定作業、維持管理サポートの役割別に各 1 名、計 3 名の体制で実施している。 

・ フェーズ 2 の開始時点では、維持管理、修理、交換部品等の予算が明らかに不足していた。

しかし、2017 年の大気環境測定局用の予算 1 億 2,000 万 Tg（600 万円）で日本人専門家が作

成した消耗品交換リストを基に必要な交換部品を調達した。2018 年は、2017 年に不足してい

たものも購入できるように更なる予算を申請して維持管理に努めるとのことである。 

・ APRD は、毎月標準ガスを用いて大気環境測定局 5 局の機材校正をしているが、詳細設計調

査の段階ではまだ校正作業で簡単な操作ミスが見受けられた。また、フェーズ 2 において、3

カ月に一度、CLEM のレファレンスラボラトリーで O3計を校正していたが、現在は実施して

いない。測定機材を長期間使用するためには、維持管理を徹底させる必要がある。 

・ 大気環境測定データの確定作業は問題なく実施している。 

・ 大気環境測定局と各種データサーバ間の通信には、「Mobicom 社の ULUSNET WiMAX」無線

インターネット接続サービスを利用していたが、2017 年 7 月 1 日の ULUSNET WiMAX の停

波に伴ってデータ転送が停止した。現在、フェーズ 2 の日本人専門家の支援により仮復旧し

ているが、APRD が維持できるようシステムの改善が必要である。 

                                                        
4 捕集する PM テープがないため JICA が設置した Bayankhoshuu 局の PM10 /PM2.5の装置が停止しているものの、それ以外の測定局

の機材は正常に稼働している。APRD は、2017 年の予算で消耗品の PM テープを調達したが、納品された型番が間違っており、

納品業者が正しい型番の製品調達を進めている。  
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４－１－３ 移動大気環境測定車 

（1）移動大気環境測定車の現状分析 

  移動大気環境測定車は、工場や市内各所の大気環境測定に使用されている。事業者からの発

注に基づいて、工場、事業所等の敷地内の大気環境測定を行い、2016 年において 1 億 Tg（450

万円）の測定代金の収入があった。 

  移動大気環境測定車での大気環境測定には、外部からの電源供給が必要であるが、APRD は、

ガソリン燃料で動く発電機を使用している。また、標準ガスによる校正は、移動大気環境測定

車の標準ガス希釈装置が故障しているため、大気環境測定局に移動大気環境測定車の機材を持

ち込み校正している。データの記録はフェーズ 2 において日本人専門家が作成したソフトを使

用している。 

  測定機材状況を表４－４に示す。 

 

表４－４ APRD の移動大気環境測定車の稼働状況 

 項目 機種名 稼働状況 備考 

1 移動測定車 INOVVA 正常  

2 気象測定装置 BM EMM 故障中 風向風速センサー故障。要交換 

3 PM10/PM2.5計 Grim EDM-180 正常 2008 年に移動大気環境測定車を購入した時

の測定機器は、故障していた。現在は、大気

環境測定局の機材更新に伴って余剰となっ

た、2002～2009 年製の機材を使用している。

4 SO2計 Horiba APSA-360 正常 

5 NO/NO2/NOx 計 Horiba APNA-360 正常 

6 CO Ecotech  故障中  

7 標準ガス希釈装置 
Ecotech 
GasCal 1100 

故障中 
O3発生画面でアラームが点滅し、シーケンス

が止まる。 

8 データ収集機 Evoc IPC-810 故障中  

9 データロガー  故障中  

10 UPS（8 台）  故障中  

11 発電機  正常  

12 発電機用台車  正常  

出典：調査団作成 

 

（2）まとめ 

・ 担当者が 1 名のため、担当者が離職や休職した場合測定できなくなる。離職者が出ても業務

に支障がでないように APRD による次世代の育成が必要である。 

・ 風向風速センサーは以前の接触事故で損壊しており、センサーの更新が必要である。 

・ APRD は機材の更新を市上層部に要請しているが、承認されていない。 

・ 大気環境測定局の機材の更新に伴って、余剰となった 2002 年から 2009 年製の機材を測定に

使用しているが、機材の更新時期が来ており、PM10/PM2.5 計、O2 計、NO/NO2/NOx 計、CO

計及び希釈装置の更新が望ましい。 

・ ストックすべき消耗品・維持管理のノウハウは機種ごとに異なるため、更新機材は大気環境
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測定局 5 局と同じ機種が好ましい。 

 

 

 

移動大気測定車 PM 計、SO2計及び NOx 計 

出典：調査団作成 

図４－３ 移動大気測定車 

 

４－１－４ 固定発生源排ガス測定の状況 

・ フェーズ 1、2 を通じて供与した機材は、加熱器付排ガス吸引管を除いて稼働している。水分測

定に必要な加熱器付排ガス吸引管は壊れており、APRD がモンゴルで修理を試みたができなか

った。そのため新規に調達する必要がある。 

・ 消耗品や標準ガスはフェーズ 2 で購入した製品を利用しており、当面、問題はない。 

・ フェーズ 2 のプロジェクト期間において、留学・解雇などにより担当者が変わり、日本人専門

家は何度も 初から担当職員の育成を行う必要があった。そのため 2015 年は 1 班体制で 41 カ

所の施設で排ガスを測定できたものの、2016 年は育成した担当職員 4 名が解雇され、当初予定

より少ない 22 カ所の排ガス測定に留まった。 

・ 排ガス測定担当職員が 2017 年 4 月に離職したものの、新規の職員の雇用・育成をしていないた

め、運転手兼助手を含めた 2 名になった。そのため現在ボイラの排ガスを測定できない状況で

ある。2017 年 9 月 1 日の段階で HOB 排ガス測定担当者 6 名を予定であるが、2017 年の冬にボ

イラの排ガスを測定するためには人材育成が必要である。 

・ データ解析の担当者が産休に入り、代わりに臨時職員が雇用された。しかし、交代要員の育成

が不十分なため、フェーズ 3 ではデータ解析に関するトレーニングを実施してほしいとの要望

があった。しかし、本当の課題は教育用マニュアル類がフェーズ 1、2 で整備されているにもか
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かわらず、技術継承のための人材育成を APRD が確立していない点にある。ただし、臨時職員

は産休開始前日からしか雇用できないなど、APRD では解決できない原因も関与している。 

 

 

固定発生源排ガス測定機材 天秤及びデシケータ 

 

APRD の燃料・燃焼試験室 APRD の燃料燃焼試験室の内部 

出典：調査団作成 

図４－４ APRD の固定排ガス測定 

 

４－１－５ 移動発生源排出ガス測定の状況 

・ フェーズ 2 期間中において、冬期に 2 台、非冬期に 18 台の合計 20 台、車載計を用いて自動車

の排出ガスを測定し、大気汚染対策案の検討に使用した。それに加えてモンゴル側だけで 2017

年 4月及び 2017年 6月中旬に自動車排出ガスを測定した。例えば、6月中旬には韓国製のAXION、

韓国製のマイクロバス及び DAEWOO 社の大型バスの 3 台の排出ガスを測定した。APRD が車

載計を用いて自動車排出ガスを測定できるということが認知されており、これ以外にも自動車

排出ガス測定の依頼がきている。 

・ 機材は正常に作動している。自動車排出ガスの測定頻度が高くないため、フェーズ 2 で購入し

た消耗品や標準ガスを活用しており、消耗品などは不足していない。 

・ 担当職員は 2 名である。プロジェクトで能力が向上した 1 名は産休に入ったため、代わりに臨
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時職員を雇用している。しかし、引き継ぎが十分行われておらず、データ解析できる能力を習

得していないため、フェーズ 3 でトレーニングしてほしいとの要望があった。本当の課題は、

離職者が出ても業務に支障がでないことを前提とした APRDによる次世代の育成とも考えられ

る。 

 

４－２ 国家気象・環境モニタリング庁（NAMEM） 

４－２－１ 組織体制、役割、保有機材 

NAMEM は、自然環境・観光省の外局であり、図４－５に示すとおり国家レベルで気象・環境

（大気、水質、土壌ほか）行政を補完する部局である。また、自然環境・観光省の基本方針・任務

の実施のため、自然環境・観光省とその他の関係機関に対して大気質に関する情報提供、国家環境

汚染削減委員会と自然環境・観光省への結論・提言、関連情報の提供を行う専門機関である。CLEM

（環境・度量衡中央ラボラトリー）は、NAMEM の傘下にある専門機関であり、自然環境及び度

量衡に関するラボラトリーである。主に大気と水の測定・分析、大気環境モニタリング等を担当と

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

出典：JICA の課題別研修「大気環境管理に向けたキャパシティービルディング」（2017 年） 

図４－５ NAMEM の組織図 

 

フェーズ 1 の開始当初は、「発生源インベントリ」や「ボイラ管理登録データベース」が混同さ

れていた面もみられたが、NAMEM は APRD とともに、フェーズ 2 において大気汚染対策検討・

立案・評価において重要な役割を担う機関に成長した。環境モニタリング部には 8 名が在籍してい

るが、そのうち大気汚染担当は 4 名である。残りの 4 名は、土壌・水・放射能汚染及びオゾン層・

温室ガス問題を担当している。大気汚染担当 4 名はフェーズ 2 のときは 4 名全員がプロジェクトに

関わっていたが、1 名が留学、1 名が退職し、人員は減少している。ある程度の補充はされており、

また後継者への技術移転もある程度行われている。 

NAMEM の主要保有機材を表４－５に示す。 

 

副長官

NAMEM の傘下組織

長官

行政及び 
国際協力部 

気象部 環境モニタ

リング部

記録保管、情

報部

投資・経済部

水・気象・ 
環境研究所 

CLEM 飛行場気象

センター

21 県、UB 市の水・

大気・環境担当部門 
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表４－５ NAMEM の主要保有機材 

機材名 用途 稼働状況 

FRM PM サンプラー 

Thermo 2000 

黄砂測定室に 4 台 

大気中 PM10または PM2.5サンプラー 
稼働可 

PM10サンプラー 

Environenment S.A 

NAMEM 屋上に設置 

大気中 PM10サンプラー 
稼働可 

PM10/PM2.5-10 サンプラー 

Murata MCAS SJ 

NAMEM 屋上に設置 

大気中 PM2.5/PM2.5-10サンプラー 
稼働可 

黄砂ライダー気象観測装置*1 

柴田科学 

黄砂測定室に 1 台設置 

ライダー気象観測用 
稼働中 

黄砂モニター*1 

柴田科学  

黄砂測定室に 4 台：市販品を改造した特注品で PM10 及

び PM2.5測定装置 
稼働中 

超精密電子天秤*1 

Mettler Trade XS-105 

黄砂測定室に 1 台 

Min：10μg Max：42g 静電気除去装置なし 
稼働可 

自動降水サンプラー*2 

Ogasawara keiki 

NAMEM 屋上に 1 台稼設置 

自動雨水採取装置 
稼働可 

*1：モンゴル国気象予測及びデータ解析のための人材育成プロジェクトで供与された機材 

*2：東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）で日本から供与された機材 

出典：調査団作成 

 

CLEM の職員数は 16 名で、所長、大気環境測定部門 2 名、分析部門 13 名で構成されている。分

析部門の内訳は、大気質分析部門 3 名、水質分析部門 7 名、酸性雨分析部門 3 名である。大気質部

門 3 名は、毎日の手動大気測定局の業務で手一杯のため、技術協力プロジェクトに関与する時間は

なかった。また、産休や留学等で休職する場合、不足した人員の補充は行われていない。 

2016 年の予算は、CLEM 及び地方 21 県の地方環境局を含め全体で 1 億 Tg（450 万円）である。

CLEM は、有料で環境調査を受託しているが、受け取った調査費用は国庫に直接入ってしまうため、

調査を実施すればするほど負担が増える。限られた予算は、日々必要な試薬やガラス器具に優先的

に投入せざるを得ないため、機材の修理・更新・購入には手が回っていない。そのため、予算の増

額が必要である。 

CLEM の主要機材を表４－６に示す。 

 

表４－６ CLEM の主要保有機材 

CLEM 管理機材 機材概要 

大気環境測定局 6 局  

FRM PM サンプラー 
Thermo 2000i 

1 台 
大気中 PM10または PM2.5サンプラー 

分析室 原子吸光光度計 1 台、分光光度計 1 台、イオンクロマトグラフ 1 台、
蛍光 X 線分析装置（エネルギー分散型）1 台、精密天秤 1 台、超精
密電子天秤 1 台、恒温恒湿チャンバー1 台、純水製造装置 2 台 

大気環境測定レファレンス
ラボラトリー 

O3 発生装置、NOx SO2計等レファレンス用機材一式 

気象観測レファレンスラボ
ラトリー 

温度、湿度、圧力、日射に関する基準器と発生装置 

出典：調査団作成 
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４－２－２ 大気環境測定局 

（1）大気環境測定局の現状分析 

  フランスの借款により 2010 年頃に取得した 6 局の Environnement S.A 製の大気環境測定局を

CLEM が維持・管理している。測定項目は、大気中 SO2、NO、NO2、NOx、CO、O3、PM10、

PM2.5 及び気象観測（風向・風速・温度・湿度）であり、リアルタイム測定値の収集データは

NAMEM へ送信される。PM2.5計は、6 局中 2 局にのみ設置されている。 

  NAMEM のデータ確定担当者は、データの異常値破棄等のデータ確定作業のあと、日平均値、

年平均値等の各種統計値の作業や環境基準達成度や AQI の検討、大気質年報作成等を行ってい

た。フェーズ 2 終了後の 2017 年 8 月から日本に留学したため、担当者が交代した。業務の引き

継ぎが完全に終わっていないため、データの異常値破棄等のデータ確定作業の支援が必要である。 

  フランス政府は、自然環境・観光省、NAMEM に対して少なくとも年間 1,200 万円の維持・

管理費が必要と助言していた。しかし、CLEM の大気環境測定局関連の予算は、毎年 2,000 万

Tg から 3,000 万 Tg（100 万円から 150 万円）と少ない。そのため、部品交換ができておらず、

故障中の機材がある。また、大気環境測定局用の校正用標準ガスは、使用期限が 2018 年で切れ

るので、2018 年には標準ガスを購入する必要がある。 

  大気環境測定局は 365 日連続で稼働させるため、日本環境省のマニュアルでは 7 年を目安に

機材を更新することが推奨されているが、 CLEM の大気測定局の機材は 2010 年に設置された

ため、フェーズ 3 が終了する見込みの 2022 年には 12 年が経過していることになる。機材の更

新あるいはオーバーホールを検討すべきである。 

  大気環境測定局の増設に関しては、ウランバートル市が WB の UBCAP に 3 年間申請し続け

た結果、大気環境測定局 1 局（PM2.5、PM10、NOx、SO2及び CO の 5 項目）が供与されること

になった。また、既存の 6 局の大気環境測定局のための PC、ソフトと一部の消耗品（１年分）

も併せて供与されることになった。これら機材は、2017 年末までに据え付けられる予定である。 

  大気環境測定局の稼働状況を表４－７に示す。機材の更新/オーバーホールの必要性について

は前記のとおりであるが、時間を要するため故障機材の修理を急ぐ必要がある。 
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表４－７ CLEM の大気環境測定局 

機材名 製造会社/型番 

大気環境測定局の設置場所 

Misheel 
expo 

Baruun 
4 zam 

Bukhiin 
urguu 

100ail Mongol 
gazar 

Urgakh 
naran 

PM2.5計   Environnement S.A  
Model: MP101M 

 〇 〇    

PM10計   Environnement S.A  
Model: MP101M 

〇 〇 〇 △ 〇 〇 

SO2計  Environnement S.A   
Model: AF22M 

× △ 〇 △ 〇 △ 

NOx 計      Environnement S.A   
Model: AC32M 

× 〇 〇 〇 〇 〇 

CO 計 Environnement S.A  
Model: CO12M 

× × 〇 △ 〇 △ 

O3計       Environnement S.A  
Model: O342M 

×  △ △  △ 

HC 計       Environnement S.A  
Model: HC51M 

× ×     

標準ガス希釈装置  Environnement S.A  
Model: MGC101 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

ゼロガス発生装置 Environnement S.A  
Model: ZAG7001 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

気象計  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

凡例：〇正常に稼働中 △問題があるが稼働中（機材の更新が望ましい。）×故障中 

出典：調査団作成 

 

（2）大気環境測定局レファレンスラボラトリー 

  フェーズ 2 で供与された CLEM の大気環境測定局レファレンスラボラトリー機材は、すべて

正常に稼働している。また、担当者は機器の操作に慣れており問題なく使用できる。レファレ

ンスラボラトリーの機材は、使用頻度は多くないものの大気環境測定局の測定機の校正、測定

機の動作確認の際に使用されている。重要な機材であるため、機材が維持・管理が重要である。

供与されたときの交換部品が残っており、数年は維持できる。 

  大気環境測定局レファレンスラボラトリー機材を表４－８に示す。 
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表４－８ CLEM の大気環境レファレンスラボラトリー機材 

機材名／型番 用途 稼働状況 

標準ガス希釈装置（標準機） 
GASCAL1100, 8301LC 

標準ガス希釈装置の基準器である。レファレンスラボラト

リーに持ち込まれる大気環境測定機の感度確認に用いる。 
稼働可 

O3標準ガス発生装置 
49i-PS, 94-1 

O3計の校正に用いる。 稼働可 

大気環境中の SO2測定機 
APSA370 

外部からレファレンスラボラトリーに持ち込まれる大気環

境測定機や希釈装置の動作確認に用いる。 

稼働可 

大気環境中 NOx 測定機 
APNA370 

稼働可 

大気環境中の CO 測定機  
APMA370 

稼働可 

標準ガス希釈装置（可搬型） 
SG-741 

大気環境測定局内の標準ガス希釈装置の性能確認用として

用いる。 
稼働可 

流量標準器 ML-500-B PM サンプラー等の流量確認用として用いる。 稼働可 

マスフロー流量計 CMS9500及
び CMS0020 

測定機の流量の流量確認用として用いる。 稼働可 

微小流量計 GLF-1000 測定機の流量の点検に用いる。 稼働可 

出典：調査団作成 

 

（3）大気環境測定局の課題・問題点 

1）維持管理/修理予算の不足 

  大気環境測定局の修理を含む維持管理には、毎年大気分析機器の購入費の 10%相当といわ

れている。大まかに計算すると、 2010 年から 2016 年の 7 年間で必要な金額の合計金額は、

8,400 万円となる。一方、CLEM の大気環境測定局の維持・管理に関する予算の状況は、毎年

100 万円から 150 万円であり、2015 年のように予算は付いたが入札不調のため執行できなかっ

た年もある。適切な維持管理費の投入が必要である。 

2）担当する人員 

  担当者 2 名は、メーカーの機材取扱い説明書を熟読し機材の理解に努めており、測定原理の

理解や標準ガスによる校正、必要な交換部品にも慣れており優秀である。担当者が退職してい

ないため 7 年間予算不足の割には大気環境測定局の維持管理がなんとかできているが、技術者

の層を厚くしておくことが望ましい。 

3）協力上の留意点 

① CLEM の限られた人員 

  CLEM では、現状の大気環境測定局担当は 2 名である。本格プロジェクト実施時にはこの

人材が大気環境モニタリングに関連する活動、PM のサンプリング活動を担当することにな

る。さらに、CLEM の通常業務も担当するため、活動スケジュールが重ならないように日程

を調整するなど留意が必要である。 

② CLEM 予算の限界への配慮 

  フェーズ 2 において日本人専門家が CLEM の予算増を働きかけたが実現しなかった。そ

のため、プロジェクトから上位機関である自然環境・観光省や NAMEM に対して、大気環

境測定局の維持・管理のためには予算の増額が必要と助言し続けることが重要である。 
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４－２－３ PM サンプリングに必要な機材の現状 

フェーズ 2 で供与された機材は、すべて正常に稼働している。また、担当者は機器の操作に慣れ

ており問題なく使用できる。CLEM が保有する PM サンプリング機材を表４－９に示す。 

 

 表４－９ PM サンプリング機材 

機材名／型番 機材概要 数量 稼働状況 

FRM PM サンプラー 

Thermo 2000i 
1 台、大気中 PM10または PM2.5サンプラー 1 台 稼働可 

出典：調査団作成 

 

PM 成分分析を実施するためには石英製とテフロン製の 2 種類のろ紙で採取する必要がある。石

英製のろ紙は PM の質量濃度と炭素成分分析、テフロン製のろ紙は無機元素と水溶性イオン分析に

用いる。 

FRM 型 PM サンプラーは 1 種類のろ紙で PM（PM2.5または PM10）を採取する機材である。一方、

NAMEM 屋上のサンプラーは PM2.5/PM2.5-10サンプラーで PM2.5と PM2.5-10のそれぞれを石英ろ紙と

テフロンろ紙で採取できるため、FRM 型 PM サンプラー4 台分の役割を果たすことが可能である。

PM サンプラーは、NAMEM と CLEM で合計 6 台が利用可能であるが、１台は NAMEM 屋上から

動かしにくい状況にある。そのため 大で NAMEM 屋上を含む 3 地点で PM（PM2.5または PM10）

成分分析のための PM 採取が可能である。また、PM2.5と PM10のそれぞれを採取する場合、1 地点

で 4 台の FRM、PM サンプラーが必要であるため、 大で NAMEM 屋上を含む 2 地点で PM 成分

分析のための PM 採取が可能である。 

 

４－２－４ 分析室 

（1）分析室の現状分析 

  分析室は、大気質、水質、酸性雨の 3 分野で構成されている。2 日間にわたり CLEM を訪問

したが、両日とも分析の担当者が 2 名しかおらず、他の職員はサンプリングまたは地方に出張

中であった。分析室での分析項目を表４－10 に示す。分析項実施項目は 19 項目と少ない。重

金属類分析は 4 元素のみ実施している。また、全窒素、全リン、揮発性有機化合物（VOC）等

は実施していない。 

 

表４－10 CLEM 分析室の分析項目 

 カテゴリー 分析項目 

1 大気質 NO2、SO2 

2 水質 pH、EC、BOD、CODcr、陽イオン（NH4+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+）、陰イオ

ン（SO4
2-, NO3

-、Cl-）、Cu、Co、Zn、Pb、大腸菌 

3 酸性雨 pH、EC、（NH4+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+）、陰イオン（SO4
2-、NO3

-、Cl-） 

出典：調査団作成 
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  ドイツ、ロシア、韓国、日本から供与された分析機材があり、CLEM で調達した分析機材は

半分程度である。予算不足のため消耗品や交換部品が購入できないないこと、製造会社に修理

に出せないことから故障中の機材が多い。また、ドラフトチャンバーは分析室を作った際の 30

年前の古い機材を使用しており、有機溶媒を使用する際の活性炭処理設置や酸やアルカリ溶液

を使用する際の中和装置が附属されていないため、建物の外部に直接汚染物質を排出している。 

  重金属類は、原子吸光光度計アセチレンガスフレーム法で分析している。誘導結合プラズマ

発光分光光度計（ICP）、ICP-MS、原子吸光光度計（グラファイトファーネス法）に比べ感度が

悪く、低濃度まで分析できない。また、水素化物発生装置がないため、ヒ素、セレンの分析が

できない。 

  分析室の機材を表４－11に示す。 

 

表４－11 分析室の機材 

機材名称 製造会社 用途 
数

量
備考 

大気分析室 

紫外可視分光光度計 UNICO 
Model:UV2802 

NO2、SO2 1 稼働中 

分光光度計 
 

Thermo Scientific 
Model：Genesys 20  

NO2、SO2 1 故障中 
JICA 供与機材 

恒温恒湿チャンバー Yamato 温度・湿度を

一定に保つ 
1 稼働中 

JICA 供与機材 
超精密天秤 Mettler Torede 

Model: XP6V  
Max6.1g Min:1μg 

秤量 1 稼働中 
JICA 供与機材 

蒸留水、イオン交換水製造装置 ADVANTECH  
RFD240NA 

分析に使用す

る水製造 
1 稼働中 

 

乾燥器  乾燥 1 稼働中 

デシケータ  試料保管 2 使用中 

冷蔵庫  保管 1 稼働中 

器具洗い場  器具洗浄 1 使用中 

ドラフトチャンバー  試料前処理 2 故障中 

ロータリーエバポレータ  有機溶媒の濃

縮 
1 稼働中 

電気ヒーター  試料前処理 1 稼働中 

水質分析室 

pH 計 Oakton pH 1 稼働中 

EC 計 Sanxin MP513 EC 1 稼働中 

pH、EC 計 Horiba D-54 pH、EC 1 EC 計故障中 
JIA 供与機材 

原子吸光光度計（アセチレンガ

スフレーム法） 
Valian 
APECTRA AA110 

Cu、Co、Zn、
Pb 

1 稼働中 
ランプは使用に応じて

劣化し、 後にはラン

プが切れる。2004 年製

のランプを未だ使用し

ていることから、ほと

んど使っていないと推

定される。 
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IC（イオンクロマトグラフ） IONUS NH4+、Na+、

K+、Ca2+ 、
Mg2+、SO4

2-、

NO3
-、Cl- 

1 故障中 
ドイツ供与機材。 
カラム 2 本の交換が必

要。 
油分計 Horiba OCMA-350  油分 1 抽出用溶媒 S-316 は、

販売中止となり、使用

していない。 
水銀分析計 Mile Stone 

DMA-80 
Hg 1 水銀標準試薬がないた

め、使用していない。

マイクロウェーブ分解装置 LAB-KITS 
NW-DE02 

重金属分析用

試料前処理装

置 

1 試料分解用の容器が小

さく、使用していない。

ビュレット  滴定 2 稼働中 

サンドバス JISICO 試料前処理 1 稼働中 

還流装置  前処理装置 2 稼働中 

水浴 ADVANTECH 
TBM206AA 

試料前処理 1 稼働中 
JICA 供与機材 

恒温器 TTY-01-200 
MODEL：TC-80M2  

BOD 培養用 1 故障中 

乾燥器 CHOA-3.5 乾燥 1 稼働中 

ドラフト  試料前処理 2 稼働中 

器具洗い場  器具洗浄 1 稼働中 

デシケータ  保管 1 稼働中 

ラミナールボックス Taisite  1 稼働中 
JICA 供与機材 

滅菌機  滅菌 1 故障中 

滅菌機  滅菌 1 稼働中 

恒温器 TEPMOCAT 
MODEL：TC-80M2  

培養 1 サーモスタットのセン

サーが故障中 
恒温器 TEPMOCAT 

MODEL：TC-80M2  
培養 1 故障中 

上皿天秤 G＆G 
Max200g、Min=0.1g 

秤量 1 稼働中 

酸性雨分析室 

EC 計 Horiba 
DC-12 

EC 1 稼働中 

IC（イオンクロマトグラフ） DionexICS1600 
オートサンプラー付き 

NH4+、Na+、

K+、Ca2+ 、
Mg2+、SO4

2-、

NO3
-、Cl- 

1 稼働中 
ロシア供与機材 

天秤 Shimadzu 
LIBRORAEG-220 
Max220 Min0.1g 

秤量 1 稼働中 

その他分析室 

蛍光 X 線分析装置 Hitachi 
SII SEA1000S 

無機元素 1 稼働中 
稼働履歴を調べたが、

ほとんど使用していな

い。 
精密天秤 Mettler Torede 

Model:AL204 
Max210g Min0.0001g 

秤量 1 稼働中 
2008 年購入 
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分析水製造室 

蒸留水、イオン交換水製造装置 ADVAN TECH GSH200 分析に使用す

る水製造 
1 稼働中 

JICA 供与機材 

蒸留水製造装置  器具洗浄 1 稼働中 

蒸留水製造装置  器具洗浄 1 韓国供与機材 

器具洗い場  器具洗浄 1 稼働中 

出典：調査団作成 

 

（2）課題・問題点 

1）PM 成分分析 

  PM 成分分析を実施するためには、溶解性イオン分析としてイオンクロマトグラフ、OE、

EC の分析として炭素分析計（サーマルオプテカル・リフレクタンス法）、元素分析として蛍光

X 線分析装置または ICP-MS（誘導結合プラズマ質量分析計）の測定機材が必要である。 

  イオンクロマトグラフについては、現在、陽イオン、陰イオンが分析できているが、PM 成

分分析のためには前処理措置である超音波抽出装置、分析に使用する超純水製造装置、標準試

薬、ガラス器具を追加で購入する必要がある。 

  蛍光 X 線装置（SII SEA1000S）については、ヘリウムによる測定室内の置換ができない機

種のため、PM 成分のプロファイルに必要な Na、Al 等の軽元素の測定ができない。また、X

線を照射する X 線管球の出力は、大阪府立大等で PM 成分分析用に用いられている蛍光 X 線

分析装置の 10 分の 1 程度であり、検出器も液体窒素による検出器の冷却ができない機種であ

ることから、検出感度がかなり不足する。そのため別の機種を導入する必要がある。 

炭素分析計については、保有していないため調達が必要である。 

さらに、前処理に必要な装置の不足、ランニングコスト（キャリアーガス、標準ガス、液体

窒素、標準試薬、試薬、消耗品等）の確保といった課題がある。 

モンゴルは産業が少なく、経済規模が小さいため分析に必要な機材の代理店がモンゴルにほ

とんど存在しない。また、代理店がある場合も機材や部品を販売するだけであり、機材の設置

や修理する技術者がいない。故障した場合、中国等の他の国に機材を輸送して修理する必要が

ある。 

2）職員数の不足 

  大気分析部門は、技術者１名と作業員 2 名で構成されている。現在は技術者が 2 年間の産休

のため、作業員 2 名は手動測定局 4 局の運用で手一杯である。さらに、PM 成分分析は高度な

分析であるとともに測定結果の検討に能力が必要である。そのため化学、できれば分析化学の

教育を受けた専門的なバックグラウンドのある技術者を増員し、PM 成分分析に専従するのが

望ましい。 

3）サステナビリティへの配慮 

  前記に述べてきたとおり、技術協力の余地、移転技術の継続利用の点では、予算不足、人員

不足が課題である。機材・消耗品については他のドナーに頼るとしても、技術移転先となる担

当者の雇用、プロジェクト終了後の継続利用のための費用確保については、上位機関である自

然環境・観光省と NAMEM のコミットメントが重要である。 
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４－３ 国家環境汚染削減委員会 

国家環境汚染削減委員会（National Committee for Environment Pollution Reduction：NCEPR）は大気

汚染削減を目標とした組織であり、施策の調整・活動連携の確保を担当している。近年、大気に加え

て水質・土壌も対象となった。首相が委員長を務め、委員会のメンバーとして、6 つの省の副大臣、

国会の下の大気汚染削減常任委員会の常任委員会のメンバーや非政府機関のメンバーも含まれてお

り、全部で 26 名が委員会に参加している。国家環境汚染削減委員会事務局長は自然環境・観光省の

局長とウランバートル市副市長が共同で行っている。CAF については大気法、大気支払法、資金法

の改正により、2017 年 11 月頃に大気汚染対策基金（Air Pollution Against Fund）に改組する予定で、

その運用については国家環境汚染削減委員会が検討する方針である。大気汚染対策基金の目的は大気

汚染削減であり、その財源は大気汚染発生源である石炭や自動車等からの税金である。年間 25 億～

30 億 Tg（1 億 1,000 万円から 1 億 3,000 万円）が見込まれる。 

 

４－４ 自然環境・観光省 

自然環境・観光省は、資源環境の保全、大気環境管理、水質管理、森林保全、観光等を主に担当し

ている省である。また、国家環境汚染削減委員会の事務局は、自然環境・観光省の環境・天然資源管

理局長の下に設置されており、契約職員 3 名が担当している。大気汚染対策基金が設立されれば、そ

れも担当することになるため、会計等の契約職員が配置される予定である。 

自然環境・観光省は、フェーズ 1 にてボイラ登録管理制度を構築する際に、そのデータを大気支払

法に基づく課徴金の徴収に使えないかを検討した。フェーズ 2 においては、CAF の事務局が廃止さ

れ、CAF の予算配分は環境・天然資源管理局が担当した。2016 年の予算配分にあたっては、以下の

例に示す JICA 専門家による技術的アドバイスを参考にした。 

① 推奨する改良燃料は、燃焼試験結果の中から大気汚染対策として効果のあったものに限定すべ

きである。 

② 植林等明らかに大気汚染対策として効果がないものは排除すべきである。 

③ 大気汚染対策として効果のある HOB へのリプレースを推進すべきである 

具体的な大気汚染対策の実施には、国家環境汚染削減委員会、大気汚染対策基金等の関与が不可欠

であるため、フェーズ 3 においてはそれらを管轄している自然環境・観光省の巻き込みが重要である。 

 

４－５ エネルギー省 

エネルギー省は、電力、石炭等のエネルギー供給を主に担当している。エネルギー省は、HOB や

CFWHを廃止し、火力発電所やアムガラン熱供給施設からの熱供給に切り替える方針を立てており、

2017 年アムガラン熱供給施設周辺の 71 カ所の HOB と小規模 CFWH を廃止した。そのほかにも配管

工事予算の不足により一時工事が止まっているが、今後は ADB の資金を活用し、バイアンズルフ区

の 90 カ所の HOB 廃止を進める予定である。第 4 火力発電所は、熱供給の能力として 210MW の余裕

があるため、熱供給のための配管工事がバヤアンホシュやヤールマグ地区で行われれば、工事完成後

はすぐに熱供給を開始することが可能である。 

ゲル地区においては、夜間の暖房用石炭の使用を減らすために電気暖房の利用促進が必要で、その

ための電力供給強化に力を入れている。その一環として、電気が通じていなかったゲル地区の 6,200

世帯に電気を接続する工事が完成した。また、2 万世帯に対して暖房に必要な 4 kW の電力を供給す

るため費用として 670 億 Tg（3 億 3,000 万円）を申請している。 
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電力供給量の増大のため、第 3 火力発電所の増設を行う。詳細は「４－９ 第 3 火力発電所」で後

述する。 

また、ウランバートル東側のアムガラン熱供給施設周辺には、ウランバートル市全人口の 4 分の 1

の 32 万人が居住している。それら住民に電力を供給するため、アムガラン熱供給施設（温水を供給）

にボイラとタービンを増設して 50MW の発電を行う計画を検討している。 

 

４－６ 道路・運輸開発省 

現在の年 1 回の車検を年 2 回に増やすことにより、車検不合格状態での走行日数を減らし、大気汚

染の改善を図る計画がある。そのため車検事業者の人材育成、国際基準を満たした機材を取り入れる

方針である。 

自動車の大気汚染対策の一環として、2009 年の法改正により 2012 年から公共サービスのバスを

Compressed Natural Gas（CNG）や Liquid Natural Gas（LNG）に転換しなければならないことになっ

ていたが、いまだ実現せず検討を続けている。その実現のためには、ガス供給のステーションが不足

しており整備が必要という課題
5
もある。 

また、大気汚染対策として渋滞問題の解決も必要である。ADB の資金を活用してバス専用レーン

の導入を検討しているが、住民からの苦情があり実施できない状況である。自動車対策に関するウラ

ンバートル市との連携として、10 台のバスにドライブレコーダーを導入し、エコドライブを促進す

る活動がフェーズ 2 の支援で始まった。ドライブレコーダーが外されるなどの問題があったが、ウラ

ンバートル市からバス会社への要請により、長期間の調査が始まった。フェーズ 2 で提案された信号

連携等による交通円滑化による大気汚染排出抑制については、信号制御システムを運用しているウラ

ンバートル市交通管理センターに対しもう少し具体的な支援が必要である。さらに、フェーズ 2 の作

業部会で検討された大型バスでのディーゼル排気微粒子除去フィルター（Diesel Particulate Filter：

DPF）運用については、道路・運輸開発省が JICA 中小企業の普及・実証事業と連携し、公共バス 24

台に DPF を取り付けて自動車 PM を削減することで合意した。 

 

４－７ 鉱業・重工業省 

国家大気汚染削減プログラムが策定され、鉱業・重工業省はそれに沿った活動を行っている。具体

的には自動車燃料の改善と石炭ガスの供給である。 

自動車燃料に関しては、2017 年 4 月に Euro 5 を導入する基準が制定された。ロシアから燃料を輸

入しているペトロビス社が Euro5 を販売する予定である
6
。 

石炭ガスの供給に関しては石炭のガス化を行い、それをウランバートル市に供給し、生炭の利用を

減らすプロジェクトが計画されている。バガヌール炭鉱周辺で石炭ガス化プラントを設置し、年間７

億 2,500 万 m3 のガスを製造する。冬期はゲル地区やアパート地区の暖房用としてガスを供給し、暖

房用需要が期待できない夏期は自動車用燃料の製造に回す計画となっている。この事業は実施可能性

調査（Feasibility Study：F/S）が終わった段階であり、2018 年からプロジェクトが開始され、2020 年

に完成する予定である。建設費用は 3 億 US ドルであり、プラント建設と石炭ガス化プラントからウ

                                                        
5 実際には CNG と LNG のガス供給ステーションは存在しておらず、不足しているのは LPG ガス供給ステーションである。同じガ

スでも自動車用燃料としての CNG と LPG では性質が異なり、利用に必要なエンジンも異なる。道路・運輸開発省が CNG と LPG
を区別できていないことも課題である。 

6 フェーズ 2 のサンプル調査では、Euro 4 として販売されていた燃料は、すべて Euro 4 基準を満たしていなかった。そのため Euro
基準に本当に適合した燃料の調達と、基準を満たしていない燃料の詐称販売の防止という課題もクリアする必要がある。 



 

－44－ 

ランバートル市までの 130km の配管設置が含まれている。 

 

４－８ 第 4火力発電所 

ボイラは今まで高圧ボイラ 420ton×8 基であったが、そのうちの 6 基を 420ton から 500ton に増強

した。発電用タービンは 2014 年にはタービンを更新し、580MW から 700MW の発電能力に増強し

た。 今後 No.1～4 のタービンについてはそれぞれ 20MW を増強する計画がある。施設増強に伴い

SO2 及び NOx の対策を実施したいが、脱硫装置や脱硝装置は費用がかかりすぎるため、将来的な検

討課題である。 

日本の円借事業であるウランバートル第 4 火力発電所効率化計画において、420 億円の費用をかけ

て、ボイラのスーツブロー、No.5～8 のミル交換及び No.1～6 のタービンに分散型制御システムを導

入するなどの作業を行っている。 

フェーズ 2 で供与された CEMS は正常に稼働している。電気集塵機の前後での O2 濃度を用いてボ

イラの過剰空気率を調整しており、対策に繋げている。第 4 火力発電所は、約束どおり CEMS の部

品を交換しているが、想定より高く、交換頻度を少なくしても 6,000万～7,000万Tg/年かかっており、

負担になっている。 

 

４－９ 第 3火力発電所 

今までは高圧ボイラ 220ton×7 基、中圧ボイラ 75ton×6 基で、 150MW の発電能力であったが、

50MW のタービンを増設し 198MW の発電能力に増強された。 

2020 年までに中圧ボイラ 6 基を廃止し、高圧ボイラ 520ton×2 基に更新する計画がある。それに応

じてタービンを増強し、合計 400MW の発電能力となる。2018 年春から作業を開始し、2020 年に増

設が完了する。新しく設置する 520ton×2 基については、環境対策装置としてバグフィルターを設置

する予定である。 

第 3 火力発電所が独自に設置した CEMS については 2 回の不具合があったが、整備が終わり、問

題なく稼働している。CEMS データは社内管理用と考えていたが、2016 年の本邦研修を通じて、デ

ータを関係機関で共有することの重要性がよくわかった。データ共有のための内部的なシステムは構

築したが、社外向けのシステムは構築されていない。そのため、社外向けシステムの構築の協力を希

望している。 

 

４－10 ウランバートル市監査庁 

ウランバートル市監査庁の職員はウランバートル市全体で 510 名、ウランバートル市議会で各機

関に監査する権限が与えられた環境担当監査官は、ホローレベルまで合わせると 403 名が配属され

ている。うち、環境に関する強い権限を与えられている国家監査官は、ウランバートル市監査庁内に

12 名、各区に 4 名の合計 36 名が配属されている。ウランバートル市監査庁の予算は全体で年間 70

億 Tg（3 億 8,000 万円）であり、機材を利用することがないため人件費と書類費のみである。 

ウランバートル市監査庁がボイラ監査の権限を有している。2015 年のボイラ監査結果に基づき、6

施設へのボイラ停止勧告、11 事業者への罰金命令、73 施設への改善命令を発出している。  

フェーズ 2において、APRD、ウランバートル市監査庁を含む関係機関が強固な連携体制を構築し、

ボイラ認定監査の完全実施が可能となった。フェーズ 3 においても大気汚染対策のためのボイラ認定

監査の完全実施の継続が不可欠であることから、ウランバートル市監査庁の巻き込みが重要である。 
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４－11 地域的エンジニア供給行政局 

地域的エンジニア供給行政局は、同局が保有する HOB の運転・管理、HOB 事業者に対してボイラ

運転方法、大気汚染対策施設の講習を実施している。 

また、ボイラ認定監査において APRD、市監査庁等の関係機関と連携している。具体的には、HOB

施設が建築基準に沿った設備かどうかを確認し、建築基準を満たしていない場合、改善指導を行うな

ど、重要な役割を担っている。 

大気汚染対策としてはウランバートル市の地域暖房の熱供給計画に関与しており、HOB を廃止し

て中央グリッドからの熱供給に切り替えを検討し、切り替えが可能な場合は、配管接続も検討してい

る。 

 

４－12 ウランバートル市交通局 

道路・運輸開発省は、全国の道路交通を担当しているのに対し、ウランバートル市交通局はウラン

バートル市のバス、タクシー等の公共交通の管理を担当している。ウランバートル市交通局は、公共

バス用の車検場を保有しており、検査機材を用いて車検を行っている。また、ウランバートル市交通

局は、市の公共サービス用に 1,200 台のバスを監督している。自動車の大気汚染対策として、全部の

バスに DPF を付ける方針であったが、方針を転換し、現在は一部のバスについて CNG ガスを導入す

るための入札を行っている。 

大気汚染対策の担当は、ウランバートル市の APRD や自然環境保護局、道路・運輸開発省と連携

している。ウランバートル市の交通管理は同じ建物内にあり、半官半民の組織である交通管理センタ

ーとウランバートル市交通管理局が担当している。その内容は、主にカメラによる確認と信号制御で

ある。 
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第５章 日本及び他ドナーによる支援 

５－１ JICA の協力 

本事業は、モンゴルに対する JICA 国別事業計画において、援助重点分野である「ウランバートル

都市機能強化」の開発課題「インフラ整備と都市計画・管理能力の向上」、プログラム「ウランバー

トル都市機能強化プログラム」に位置づけられる。上述のとおり、モンゴルに対してはこれまで同開

発課題において、「ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクト（2010 年 3 月～2013 年 3

月）及びウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクトフェーズ 2（2013 年 12 月～2017 年 6

月）」が実施されており、本事業はその後継案件となる。関連する案件は以下のとおりである。 

 

（1）円借款「中小企業育成・環境保全ツーステップローン事業（Ⅱ）」（2010 年 11 月 L/A 調印） 

  2011 年 7 月から「モンゴル国中小企業育成及び環境保全向けツーステップローン事業フェーズ

Ⅱ（TSL2）」が 4 年間の予定で実施された。そのうち、TSL2 の環境保全ローン（Environmental 

Protection Loan：EPL）は、2011 年 7 月から 3 年間実施された。TSL2 の EPL は、大気汚染防止を

目的として、HOB の新設、リプレ－ス、製造及び石炭改質燃料の製造等を対象としている。EPL2

の融資判断については、融資前後の環境影響を評価するため、EPL のための環境ガイドラインを

作成した。ガイドラインに基づき、プロジェクトの実施前後における大気汚染物質削減量を算定

し、大気汚染削減効果を評価した。ガイドラインの策定において、本プロジェクトの排ガス測定

結果やボイラ情報が活用された。 

   ウランバートルを対象とした EPL 件数が少なく、モンゴル全体を対象とした EPL が多かった

ことから、ウランバートル市内における HOB の新設やリプレースは想定より件数が低くなった。

そのためウランバートルに対する環境改善効果は限定的となった。しかしながら、モンゴル中央

県における地熱のヒートポンプを用いた暖房システムの EPL が承認されるなど、石炭使用量を大

幅に減らす効果の高い案件が実施されている。今後はこのような 新技術や TSL による大気汚染

物質の排出が少ない HOB の導入を更に進めることにより、ウランバートル市の大気汚染防止を

進めることが期待される。 

   JICA ではフェーズ 3（TSL3）の実施に向けて準備を始めており、2018 年にフェーズ 3 が開始

される予定である。TSL3 では TSL2 と同様に環境案件に重点を置き、大気汚染対策を対象とした

EPL の枠組みとなる予定である。 

 

（2）円借款「財政・社会・経済改革開発政策借款」（2017 年 12 月 L/A 調印） 

  本事業は、モンゴル政府の財政・社会・経済分野の政策改革について、財政支援と政策対話等

を通じてその着実な実行を支援することにより、安定的なマクロ経済運営、社会的弱者支援の促

進、経済成長の強化を図り、もってモンゴルの財政・社会・経済安定化に寄与するものである。3

つの分野（①「安定的なマクロ経済運営」、②「社会的弱者支援の促進」、③「経済成長の強化」）

における政策改革を支援するものであるが、このうち②「社会的弱者支援の促進」のポリシーマ

トリクスにおいて「国家大気汚染削減プログラムの閣議承認」を主なプライヤーアクションとし

て設定している。 
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（3）中小企業海外展開支援事業「ウランバートル市のディーゼル路線バスの DPF による黒煙低減計

画に関する案件化調査」（2015 年 9 月～2016 年 9 月） 

  2014 年 11 月の本邦研修において、研修員がディーゼル車排ガス対策分野の講師に対し、モン

ゴルへの進出を依頼した。その結果、同講師がモンゴルを視察するとともに、DPF が 1 組モンゴ

ルへ寄贈され、技術協力プロジェクトは同 DPF の大気汚染対策効果を車載計によって測定するこ

とができ、対策案の検討に重要な具体的データを得ることができた。同講師は、JICA 事業として

の「モンゴル国ウランバートル市のディーゼル路線バスの DPF による黒煙低減計画に関する案件

化調査」を提案し、採択・実施を通じて詳細な検討が実施され、2016 年北東アジア都市会合での

共同発表、総括セミナーでのデモンストーレーション等、さまざまな連携に発展した。 

 

（4）中小企業海外展開支援事業「ウランバートル市のディーゼル路線バスの DPF による黒煙低減計

画に関する普及・実証事業」（2017 年採択案件） 

   案件化調査で路線バスに対する DPF の高い効果が実証されたことから、2017 年に普及・実証

事業が採択された。2017 年 9 月には JICA モンゴル事務所、ウランバートル市副市長、道路・運

輸開発省との間で M/M が署名された。2017 年 10 月以降に普及・実証事業が正式に開始される予

定である。普及・実証事業では、24 台の路線バスを対象に DPF が設置される。 

 

（5）中小企業海外展開支援事業「公共施設向け暖房用改良型温水供給ボイラの製造販売に向けた案

件化調査」（2017 年採択案件） 

  「５－２ わが国環境省による協力」に後述する環境省によるコベネフィット事業（2013～2016

年）の成果を活用する形で高効率 HOB の製造・普及に関する調査の申請があり、これが採択さ

れている。現在のところ実施に向けて準備中である。 

 

（6）課題別研修 

1）「大気環境管理に向けたキャパシティビルディング」 

  この JICA 課題別研修は JICA 東京において実施されているものであるが、2014 年度から 2017

年度の間、フェーズ 1 及びフェーズ 2 の C/P である、現 APRD（当時 AQDCC ）及び C/P-WG

機関の NAMEM から毎年 1 名ずつ、計 2 名を本研修に招聘した。研修員の選定に関しては、フ

ェーズ 2 専門家側の推薦、あるいはコメントを活かす形とすることで、研修事業との連携を行っ

てきた。さらに、この課題別研修においては、フェーズ 1 及びフェーズ 2 の運営指導にあたる国

際協力専門員が研修講師として研修員アクションプランの作成指導を行うとともに、カントリー

レポートやアクションプランの講評会には、プロジェクト専門家も参加した。こうした指導の下、

表５－１に示すように、モンゴル研修員によって、フェーズ 1 及びフェーズ 2 のプロジェクト成

果達成に直結するアクションプラン、あるいは地方都市への波及効果の促進に資するアクション

プランの作成が行われた。フェーズ 3 の実施においても、こうした課題別研修事業との連携を継

続することは重要である。また、フェーズ 3 のプロジェクト活動実施に際しては、関連性の高い

アクションプランの内容を参照し、アクションプランの実施支援という形で作成にあたった研修

員を巻き込むことで、先方の当事者意識を強化し研修員アクションプランをフェーズ 3 実施に活

用することが望まれる。 
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表５－１ 課題別研修「大気環境管理に向けたキャパシティビルディング」への参加 

年度 所属機関 研修員職責・氏名 アクションプラン題名 

2017 National Agency for 
Meteorology and 
Environmental 
Monitoring (NAMEM) 

Ms.Bujinlkham Naidanjav 
Specialist of Environmental 
Monitoring Division 

To improve source inventory processes for 
provinces of Mongolia 
「モンゴル国地方県の大気汚染物質排出イ

ンベントリ作成プロセスの改善」 

Air Pollution 
Reducing Department 
(APRD) 

Bolor Batbayar 
 

Public awareness in “GER” area 
「ウランバートル市ゲル地区大気汚染対策

における住民啓発強化」 

2016 NAMEM BAYARMAGNAI.J Officer in 
charge of Air Quality and 
Assessment  

To make air quality monitoring data processing 
guideline for air quality monitoring network of 
Mongolia 
「モンゴル国（地方都市）大気環境モニタ

リングネットワーク、データ処理ガイドラ

インの策定」 

the Air Quality 
Department of the 
Capital City 
Ulaanbaatar city 
(AQDCC) 

Ms. Narmandakh Luvsandorj 
Officer 
 

Strengthening of air quality management tools 
for better decision making 
「意思決定改善のための大気環境管理ツー

ルの強化」 

2015 NAMEM Mr. MUNKHSAIKHAN 
Sukhbaatar 
Environmental Monitoring 
Division 

Air pollution dispersion assessment by Calpuff 
model 
「CALPUFF 大気環境拡散シミュレーショ

ンモデルの導入」 

AQDCC  
 

Gantuya.D 
 
Officer in charge of processed 
coal policy coordination 

TO REDUCE AIR POLLUTION OF GER 
AREA BY PROMOTING IMPROVED FUEL 
「ゲル地区における石炭改善燃料普及によ

る大気汚染削減」 

2014 NAMEM Enkhmaa.S 
Senior Officer/Division of 
Environmental Monitoring 

IMPROVE OF AIR LAW 
「大型固定発生源の定義に関わる大気法の

改定」 

AQDCC  
 

Muuguu OTGONBAYAR 
Title: Officer of Environmental 
measurement team  

To improve air quality control by strengthening  
SYSTEM of Ulaanbaatar city 
「ウランバートル市組織体制強化による大

気汚染対策の改善」 

 

2）その他の課題別研修 

  フェーズ 2 においては、「都市における自動車公害対策」「大気保全政策」においてモンゴルの

研修員の受入を行った。 

 

５－２ わが国環境省による協力 

日本環境省とモンゴル自然環境・観光省が 2013 年 7 月 29 日に実施した「第 8 回日本・モンゴル環

境政策対話」において、モンゴルの大気汚染物質排出インベントリに関する能力向上プログラムの検

討を進めることとなっていた。フェーズ 2 の JICA 専門家と C/P-WG が、排ガス測定データとインベ

ントリマニュアルのノウハウを使用し、日本環境省事業として、モンゴルの大気汚染物質排出インベ

ントリガイドラインを作成した。このガイドライン及び人材は、後述の Clean Air Asia との連携に引

き継がれている。Clean Air Asia では、2017～2019 年にモンゴルの大気汚染物質排出インベントリマ
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ニュアルを作成し、モンゴル全土を対象地域とした、排出インベントリの算定に関するトレーニング

を行う予定である。 

日本環境省が 2013～2016 年にかけて実施したコベネフィット型環境汚染対策調査支援委託業務は、

ウランバートル市内の中学校に設置されているモンゴル国産の HOB の改良や設備の保守・管理への

支援を通じた環境改善効果の算出を行い、モンゴルにおける温室効果ガスの排出と大気汚染の削減に

寄与するコベネフィット型の環境管理対策への政策提言を目的とした事業である。同事業においては、

JICA プロジェクトフェーズ 2 で供与された排ガス測定機材を用いて測定を行うなど活動レベルでの

連携が行われ、その排ガス測定結果はフェーズ 2 における対策案の検討の際に活用された。 

さらに、二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism：JCM）に関して、2015 年 6 月 30 日に

モンゴルのウランバートルで開催された JCM に関する第 3 回日・モンゴル合同委員会において、下

記に示す JCM プロジェクト 2 件が登録された。 

① ウランバートル市第 118 学校への高効率熱供給ボイラの新設（第 1 号） 

② ボルヌール郡への高効率熱供給ボイラの新設による熱供給システムの集約化（第 2 号） 

これらは施設の暖房用に温水を供給する石炭ボイラを、高効率ボイラに転換することにより、石炭

燃焼に伴う CO2 排出量を削減する。新設するボイラは、排ガスの温度や酸素濃度を踏まえた運転管

理を行うことで効率化を達成し、複数のボイラを集中制御するシステムを導入することにより、効率

的な運転管理を図るものである。2016 年 9 月 26 日には、日本・モンゴル間の JCM プロジェクトと

して登録されていた上記 2 件のプロジェクトについて、JCM の日本・モンゴル合同委員会に対して

クレジットの発行申請が行われた。これを受け日本政府は、2016 年 9 月 30 日に 2 件のプロジェクト

の合計で 125 トンのクレジットを発行している。 

 

５－３ WB による協力 

WB は、2010 年から実施している UBCAP によるストーブ転換が思うような効果を上げておらず、

今後の大気汚染対策分野への関与に否定的な状況である。そのため WB はエネルギーセクターへの

支援として、ゲル地区における建物の断熱性向上、ディストリクト・ヒーティングを検討している。

WB は引き続きディストリクト・ヒーティングへの支援を行うが、石炭を燃料としている限り、WB

の内規で支援を行うことは難しい状況にある。 

NAMEM/CLEM の測定局の修理交換部品及び期交換部品購入予算は、2014 年及び 2015 年のモンゴ

ル国予算にて計上されていたが、2 年連続で執行できなかった。そのため、交換部品の入手・機材の

更新に支障が生じていた。 

また、NAMEM は、2015 年のモンゴル国予算にて追加測定局の調達を進めていたが、予算が凍結

され、調達は中止された。これらの問題を解決するため、NAMEM は 2015 年末に UBCAP へ打診し、

UBCAP が JICA へ照会した。当時フェーズ 2 の JICA 専門家はその重要性について回答した。JICA

専門家は、統合モニタリングネットワークの構築（活動 2-4）、維持・保守体制の構築（活動 2-5）、

測定局の新設（活動 2-8）の一環として NAMEM に助言を行った。2016 年 4 月の時点では、①修理

及び定期交換部品の購入、②追加測定機材（PM2.5計 4 機）の購入、③追加測定局 1 局の購入、④デ

ータ通信システムの更新のパッケージが検討されており、JICA 専門家は仕様書作成等で NAMEM を

支援していた。2017 年 3 月に追加測定局 1 局分について、調達手続きが始まった。 

2014 年 11 月には、UBCAP による火力発電所 F/S 調査結果に関するセミナーが実施された。専門

家チームは、関係者から送付された 終報告書案に排ガス測定方法や対策装置などに関して技術的
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な誤りが散見されたことから、 終報告書案のレビューを行い、UBCAP に報告した。2015 年 3 月の

終報告書では、JICA 専門家チームのコメントがほとんど採用されておらず、 終報告書として技

術的に問題がある部分が散見されている。 

高硫黄軽油に対応した後付け DPF を設置した状態での排ガス測定、ディーゼル車黒煙対策の検討

を受けて、ウランバートル市は UBCAP に対し高硫黄軽油に適した路線バス用後付け DPF の実現の

ための資金を打診した。UBCAP が JICA へ照会し、JICA 専門家は高硫黄軽油に対応した後付け DPF

であれば効果が大きいと回答した。UBCAP は WB に対し支援可能か打診したが、自動車は UBCAP

の対象外活動であるため、WB から公共バスの DPF 導入に向けた支援は難しいとの回答があった。 

UBCAP の資金、モンゴル科学技術大学の検討により、HOB に関するモンゴル国国家基準

（Mongolian National Standard：MNS）5041:2001、MNS 5043:2001、MNS 5457:2005 が集約され、MNS 

5043:2016 が提案された。モンゴルの承認手続きを経て、2017 年 4 月から適用されている。 

UBCAP は、2018 年 6 月に活動を一旦終了する予定である。今後、大気汚染対策がどの程度盛り込

まれるかは、UBCAP の成果を検証したあとに 2018 年 6 月以降に継続するかどうかが決定される。

UBCAP は、フェーズ 3 の JCC にオブザーバーとして参加する予定である。 

 

５－４ ADB による協力 

ADB は、大気汚染対策を含む政策支援借款（PBL）を 2018 年に供与することで検討を進めている。

“Policy-Based Loan Mongolia: Ulaanbaatar Air Quality Improvement Program”を準備しており、JICA 側は、

ポリシーマトリクスへのコメント等を行っている。本詳細計画調査においては、一連の意見交換を通

じてモンゴル側が必要とする機材や大気汚染対策費用のニーズを紹介した。ドナー会議の連携、改良

燃料の普及に関して、フェーズ 3 と連携することが期待されている。 

ADB では、2010 年より第 5 火力発電所の F/S 調査を行い、新規建設事業への支援を検討している。

しかし、これまでに入札は数回実施されているが工事は着手されておらず、完成にはほど遠い状況と

なっている。 

 

５－５ UNICEF による協力 

フェーズ 2 では、大気環境情報をわかりやすく説明する場としての市民向け啓発活動として、2015

年から 2016 年にかけて、APRD が JICA 専門家の支援を受け、学校での啓発セミナーを準備・実施し

た。国連児童基金（United Nations Children's Fund：UNICEF）はこの技術移転と効果に着目し、資金提

供により APRD が学校の先生を対象とした大気汚染に関する研修事業を実施した。 

 

５－６ その他の協力 

５－６－１ 中国による協力 

ウランバートル市戦略計画局及び建設都市開発省によれば、中国政府の借款（20 億元）でウラ

ンバートル市内ゲル地区に暖房付きアパート建設を行うことが、モンゴルとの政府間で合意された。

本件調査時点（2017 年 9 月）で、モンゴルの大蔵省で手続中とのことであった。20 億元の 6～7

割は中央グリッドに接続するための（HOB を廃止し）配管工事に支出される計画である。自然環

境・観光省によると、ノゴノール地域に 1,000 世帯用アパートを建設するプロジェクトであり、自

然環境・観光省と建設都市開発省の連携で実施されている。 

また、エネルギー省によると、中国の Taiuan 社は WB と協力し、サイダンノウ鉱山の石炭ガス
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化に関する覚書を作成した。2016 年に実施した F/S で 1～2 億 m3のガス生産を行うプロジェクト

である。モンゴルの省庁再編成のため実施は遅延しているが、エネルギー省は継続したい意向であ

る。 

一方、鉱業・重工業省は、バウノール炭鉱地から年間 7 億 2,500 万 m3のガス製造する工場建設

の F/S を終了した。同 F/S は、中国のボハイ社が実施した。ガスをウランバートル市に供給し、生

炭の利用を止めることが目的である。また冬期はゲル地区等に暖房を供給し、夏は工場で定量のガ

ソリンを製造する計画である。事業化は、中国国立化学エンジニアリング会社からの投資を期待し

ている。プロジェクトは 2018 年から開始され 2020 年に完成し、8 年間で全投資を返済できる予定

である。予算は 23 億 US ドルで、これには工場建設とウランバートル市まで 130km の配管工事も

含まれている。2017 年 9 月中に環境影響評価報告書が提出される。 

第 3 火力発電所は、2018～2020 年に、中圧 6 基を廃止し、520 ton×2 基にする計画がある。その

結果、2020 年に 400MW の出力が可能となる。この増設については国際入札があり、中国が受託

し詳細設計を開始した。2018 年春から作業を開始し、2020 年に増設が完了する予定である。 

以上のことから、中国の政府及び民間企業による石炭から電気やガスへのエネルギー転換、第 3

火力発電所の増設が進捗しているため、 新情報の確認が重要である。 

 

５－６－２ アジア基金7（The Asia Foundation）による協力 

アジア基金とウランバートル市は 2017 年 1 月 19 日に、ウランバートル市のグリーン開発の共同

活動実施について覚書を締結した。覚書には以下の活動が反映された。 

・ 「首都のグリーン開発政策 2025 年」首都開発長期目標設定 

・ 首都圏の周辺地域の鉱山再生事業の協力 

・ 北東アジアの市長フォーラム主催への支援 

                                                        
7 https://asiafoundation.org/about 
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第６章 プロジェクトの概要 

６－１ プロジェクトの基本戦略 

JICA フェーズ 3 プロジェクトの基本戦略は次の 8 項目から構成される。これは、①2016 年ウラン

バートル市当時 AQDCC の要請内容、②フェーズ 2 の成果と課題 、③フェーズ 2 終セミナーにお

けるモンゴル側要望/協議内容 に基づき、モンゴル側との一連の協議を積み重ねて構築したものであ

る。今回の詳細計画現地調査において、これらを統合した形で、プロジェクトの内容とともに説明し

てモンゴル側の理解を得ることができた。この基本戦略は、後述のフェーズ 3 プロジェクトの上位目

標、プロジェクト目標、成果に反映されている。 

 

（1）モンゴル側の大気汚染対策の実施能力強化に重点を置く 

  フェーズ 3 は、大気汚染対策を形成し実施するモンゴル側の能力強化に重点を置く。そのため

に、フェーズ 3 は優先度の高い大気汚染対策のパイロット事業の実施を含むものとする。このパ

イロット事業実施により、その対策が効果的であると判明する場合は、モンゴル側が自前の予算

措置や開発援助機関の資金投入により本格事業として拡大することが意図されている。また、当

該対策のパイロット事業実施による効果が思わしくない場合は、その教訓を明らかにして今後の

モンゴル側の意思決定の改善に資するものとする。この大気汚染対策パイロット事業は、フェー

ズ 3 プロジェクトの一連のプロジェクト活動項目に組み込まれているが、次のステップに従いプ

ロジェクトの活動項目を有機的に連携させながら実施することで、パイロット事業が行われる。 

① 活動 3-3：APRD と関係機関が、選択されたパイロット事業の実施計画（改良燃料、HOB、

信号制御、エコドライブ、RSD、ポータブル排出ガス測定機による自動車取締り、DPF、低硫

黄燃料及び低排出ガス自動車の導入等）及び関連業務指示書を策定する 

② 活動 4-3：関係機関がパイロット事業選定のために協議を行い、承認する。 

③ 活動 5-4：関係機関が JICA 専門家の支援により、3-3 で策定した実施計画に従ってパイロッ

ト事業を実施する。 

④ 活動 5-5：関係機関が JICA 専門家の支援により、パイロット事業結果を評価（排出削減及び

大気環境、住民暴露の観点から）及び教訓を分析する。 

⑤ 活動 5-6：関係機関が JICA 専門家の支援により、パイロット事業結果を国家環境汚染削減委

員会に報告する。 

⑥ 活動 4-4：国家環境汚染削減委員会と関係機関がパイロット事業を本格事業として承認する。 

 

（2）フェーズ 1 及びフェーズ 2 で移転された技術的能力の維持支援を行う。 

  これまでフェーズ 1 及びフェーズ 2 では、大気環境モニタリング、排ガス測定をはじめとする

大気汚染対策に必須の基礎的な技術分野で技術移転が行われてモンゴル側の能力強化が図られた。

フェーズ 3 においては、成果 1 に関わる活動実施を通じてモンゴル側がこうした技術能力を維持

し活用するための支援を継続するものとする。 

 

（3）モンゴル側の技術的能力の高度化支援を行う。 

  フェーズ 2 では、PM 成分分析とそれに基づくリセプターモデルによる発生源寄与解析を実施

して、ウランバートル市における大気汚染対策を進めるうえでも、これらの一連の解析技術の有
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用性が確認された。しかしながら、現地における環境ラボ機材の制約から主に JICA 専門家側が

日本における環境ラボ分析を実施したため、モンゴル側への技術移転は限定的であった。モンゴ

ル側（主に NAMEM）からの強い要望に基づきフェーズ 3 において、この分野においても技術移

転を行い、モンゴル側の能力構築を行う。ただし、これらは日本においても東京都や有力な自治

体が実施できるもので、技術レベルとしては高度なものであり、さまざまな高度な環境分析ラボ

機材が必要とされる。モンゴル側に関連するすべての分析能力が一朝一夕で構築されることを期

待するのは現実的ではない。フェーズ 3 の成果 2 に関わる活動の実施を通じて、機材面、人材面

の制約と可能性、ADB 等の援助機関の支援の可能性等を勘案しながら、技術移転における達成目

標の設定を行いつつ漸進的に支援する。具体的には NAMEM と CLEM が、JICA 専門家の支援に

よって PM の成分分析技術（イオン分析、元素分析、炭素分析）を学習する。一方で、NAMEM

と CLEM が、JICA 専門家の支援のもと PM 成分分析機材整備計画を策定する。これをもって、

モンゴル側による機材の整備を促進し、モンゴル側の予算措置や他援助機関支援により機材整備

が進展する際は、現地における PM 分析が可能となるような技術移転を、適宜追加することで対

応する。 

 

（4）市民への大気汚染による健康被害を削減できるような大気汚染対策の策定能力の強化（冬期・

暖期の大気汚染構造の解明と市民の暴露の検討）を行う。 

  ウランバートル市における大気汚染は、市民へ深刻な健康被害を与えていると懸念されている。

しかし、これまでさまざまな調査や研究が行われてきたが、大気環境と公衆衛生両面において科

学的な検証を行うための十分なデータ・情報が蓄積しておらず、いまだその実態は明らかにされ

ていない。フェーズ 3 では、この実態解明そのものを行うわけではないが、それに資するために

信頼性の高い PM2.5、PM10、SO2、NO2等の大気環境モニタリングデータを蓄積し、適宜他援助機

関や関連研究者が利用できるようにする。また、大気汚染による市民の健康被害を評価するにあ

たり、市民の大気汚染への長期的な暴露を勘案することが必要である。大気汚染の激甚な冬期に

加えて、暖期における大気汚染構造の解明と市民への暴露の検討を行う。市民への暴露の検討に

おいては、大気環境モニタリング及びシミュレーションモデルに基づく各大気汚染物質の濃度分

布に加えて、人口分布を考慮に入れることとする。大気汚染対策の対策効果の評価においては、

冬期、暖期における市民への暴露の改善効果を判定基準として導入することによって、市民の健

康被害削減により貢献度の高い大気汚染対策を策定する能力の強化を行う。 

 

（5）モンゴル側国家レベル・市レベルの大気汚染削減プログラムとの連携強化 

  フェーズ 3 形成時点では、モンゴルとウランバートル市はそれぞれ国家レベル大気汚染削減プ

ログラムとして、「National Program on Reducing Environment Pollution」並びに市レベルの大気汚染

削減プログラムとして、「Special Plan on Air and Environment Pollution Reduction Measures for Capital 

City」を策定し、この実施を図りたいとしている。これらのプログラムは、さまざまな大気汚染

対策事業のリストと実施スケージュールからなるが、対策事業の技術的な妥当性には、相当程度

のばらつきがみられる。フェーズ 3 は、これらのモンゴル側の事業プログラムのうち、技術的な

妥当性の高い部分に関しては連携を強化するものとする。また、ADB は「National Program on 

Reducing Environment Pollution」の実施をモンゴル側に迫る形で、大気汚染に特化した財政支援（想

定 130 億円程度）や各種のグラントのスキームや技術支援を行うとしており、こうした貴重な資
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源投入が有効に働くようにドナーとの連携協調を行う。 

 

（6）JICA 及びわが国の関連協力との相乗効果を高める。 

  フェーズ 1 及びフェーズ 2 では、JICA 及びわが国 ODA の関連協力との連携を行ってきた。ま

た、フェーズ 1 及びフェーズ 2 が関連するわが国 ODA 案件の形成に役立ってきた。引き続きフ

ェーズ 3 においても、JICA 及びわが国 ODA の関連協力との有機的な連携を行い、相乗効果を高

めるものとする。現時点では、具体的には次の案件との連携強化が必要である。 

① JICA 中小企業海外展開支援事業「ウランバートル市のディーゼル路線バスの DPF による黒

煙低減計画に関する普及・実証事業」（2017 年 10 月～2019 年 9 月） 

② JICA 課題別研修「大気環境管理に向けたキャパシティビルディング」 

③ 円借款「財政・社会・経済改革開発政策借款」（2017 年度供与済み） 

④ 環境省「モンゴル国におけるコベネフィット型環境汚染対策推進に係る方策調査及び情報発

信支援委託業務」 

 

（7）関連ドナー支援との連携継続 

  JICA 側は、フェーズ 1 の形成時点から WB との意見交換や連携を行い、先方の行う調査研究 に

も積極的にコメントを行ってきた。フェーズ 2 の実施開始時点では、当時 WB の支援で開始した

Ulaanbaatar Clean Air Project（UBCAP）は、その C/P をウランバートル市副市長とすることから、

WB 側と連携のあり方を協議し、これに基づきフェーズ 2 の JCC で協議のうえウランバートル市

副市長の合意を得て、連携の継続及び強化を行ってきた。UBCAP は当初 2017 年には終了の予定

であったが、これが延長される場合はフェーズ 3 においても連携を継続する。 

  一方、ADB は、大気汚染対策分野における財政支援（Policy-Based Loan“Ulaanbaatar Air Quality 

Improvement Program”）や関連するグラント及び技術支援を行う予定である。したがって、フェ

ーズ 3 の大気汚染対策のパイロット事業の実施と本格事業への展開を行うにあたり、ADB との緊

密な連携が非常に重要なものとなる。また、フェーズ 3 の大気環境モニタリング分野及び PM 成

分分析分野での NAMEM に対する技術支援に対応した形で、ADB の機材供与のグラント等のス

キームを活用する可能性も考えられる。さらに、大気汚染による市民の健康被害、並びに市民・

学校児童の啓発・環境教育の側面では、適宜関連ドナーとの連携を行っていく。 

 

（8）自律的な大気環境管理サイクルの構築継続 

  フェーズ 3 協力終了後に、モンゴル側が大気環境管理と効果的な大気汚染対策を自律的に継続す

るためには、次の 4 つのステップからなる大気環境管理サイクルが構築されることが重要である。 

① 大気環境、排出源の分析・評価及び対策実施効果の評価 

② 大気汚染に関わる戦略、方針、意思決定 

③ 大気汚染対策の策定と評価 

④ 大気汚染対策の実施 

  フェーズ 1 では、ステップ①を重点的に支援した。フェーズ 2 においては、加えてステップ②

及び③の支援に取り組んだ。フェーズ 3 では、次に述べるプロジェクトの上位目標、目標及び成

果を達成することで、ステップ③及び④を重点的に支援するとともに、ステップ①及び②の維持

と一層の強化を図り、このサイクルを完結させることを意図している。また、これらの各ステッ
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プが相互に作用してサイクルが能動的に機能するための共通基盤（プラットフォーム）として、

法的枠組み、資源配分、及び関連機関の調整機能といった各側面の強化を、プロジェクト成果と

して検証可能な形で支援する。フェーズ 3 終了後は、モンゴル側が自律的にこのサイクルに沿っ

て前進を重ねることで、大気環境の改善を図ることが期待される。 

 

以上の基本戦略に基づき上位目標、目標、成果、活動内容（図６－１及び付属資料４の PDM 参照）

を検討し、これをモンゴル側と協議して合意を得た。フェーズ 3 の 大の特徴はプロジェクト目標と

してモンゴル側の大気汚染対策の実施能力強化に重点を置くことを明記し、上位目標として大気汚染

物質の排出削減にコミットすることである。これらを実現するために大気汚染対策パイロット事業を

実施し、その技術評価を行いモンゴル側の予算措置、あるいは ADB 等の援助機関の資金協力によっ

て本格事業に展開させることを狙っている。それに必要な諸々の活動内容がフェーズ 3 に盛り込まれ

ている。プロジェクト期間はこうした一連の活動を行い、目に見える成果を上げるために 5 年程度を

想定している。 

 

  
図６－１ JICA フェーズ 3のコンセプト 
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６－２ プロジェクトデザイン 

６－２－１ 上位目標 

ウランバートル市の大気環境改善に向け、主要発生源
8
から汚染物質

9
の排出が削減される。 

 

【指標】 

主要発生源からの汚染物質の排出が、何も対策を加えない（Business as Usual：BAU）ケースと

比べて XX％削減される（排ガス測定、更新排出インベントリとの比較）。 

 

【解説】 

フェーズ 1、フェーズ 2 においては、上位目標としては主要な大気汚染発生源における大気汚染

物質の排出管理が行われることをめざしていたが、大気汚染物質の排出削減を具体的にコミットす

るものではなかった。フェーズ 3 においては、パイロット事業の実施やその本格事業の展開を行う

ことで、具体的に排出削減が行われることにコミットするものである。この排出削減は、対策を行

わない場合の BAU シナリオとの比較に基づき評価するものとする。指標中 XX％の数量的な指標

値は本技術協力プロジェクトを実施する過程で、BAU シナリオや大気汚染対策実施の見込みなど、

技術的かつ詳細な検討を行い、JCC においてモンゴル側と協議しながら決定していくものとする。

長期的には、大気汚染発生源における大気汚染物質の排出削減を行うことで大気環境が改善し、大

気環境基準を達成することが望まれる。モンゴル側の対処能力強化の一環として構築される大気環

境モニタリング能力を活用することで、大気環境基準の達成状況を評価し、達成状況が不十分であ

る場合はその結果を大気汚染対策の形成と実施にフィードバックして、更に対策を強化することと

なる。しかしながら、大気環境の改善自体は、大気汚染物質の排出削減に加えて気象条件などさま

ざまな決定因子があり、本協力ではコントロールすることは現実的ではないため達成指標の対象と

していない。 

 

６－２－２ プロジェクト目標 

「実効性のある汚染対策の実施」と「APRD と国レベル、市レベルの関連機関との連携協調体制」

に重点をおいて、ウランバートル市におけるモンゴル側の大気汚染対策能力が強化される。 

 

【指標】 

① パイロット事業の xx 件が本格実施に採用される。 

② パイロット事業の教訓が大気汚染対策の事業実施決定（xx 件）に活かされる。 

③ ウランバートル市における大気汚染対策に関連する法令、条例、燃料基準、排出基準が施行

されて、遵守される（燃料基準、HOB 等の石炭炊きボイラーの排出基準等に係る新たな基準

設定が xx 件、既に存在する基準の達成率 xx%）。 

 

                                                        
8 主要発生源とは、3 カ所の火力発電所（ウランバートル市第 2、第 3、第 4 火力発電所）、約 200 カ所の地区暖房ボイラ施設（HOB）、

小型石炭焚き温水ヒーター（CFWH）、ゲル地区居住 13 万世帯以上の 20 万～30 万基に及ぶゲルストーブと考えられているが、今

次プロジェクトにより追加的な主要発生源の特定に至る可能性がある。 
9 汚染物質とは、PM10、PM2.5、ダスト、SO2、NOx 等。 
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【解説】 

フェーズ 1、フェーズ 2 を通じて、要請元であるウランバートル市の当時 AQDCC（現在 APRD）

及び国レベル関連機関のウランバートル市域における大気汚染対策への対処能力強化（キャパシテ

ィ・ディベロップメント）を、一貫してプロジェクト目標としている。大気汚染への対処能力（キ

ャパシティ）はさまざまな側面をもつが、フェーズ 1 では人材育成に重点を置き、フェーズ 2 では

加えて関連機関の連携協調体制の強化に重点を置いた。フェーズ 3 においては人材育成については

相当程度達成されたという認識の下、関連機関の連携協調体制強化に加えて、実効性のある大気汚

染対策の実施能力強化に重点を置いてモンゴル側の対処能力強化を行うものである。プロジェクト

目標の指標として、前記の 3 指標を設定しているが、指標中 XX 件、XX％の数量的な指標値は本

技術協力プロジェクトを実施する過程で技術的に詳細な検討を行い、JCC においてモンゴル側と協

議しながら、適宜決定していくものとする。また、フェーズ 3 の 大の特徴は大気汚染対策パイロ

ット事業を実施することにより、モンゴル側の能力強化を図り、かつ実効性の高い対策については

本格事業化することである。こうした即面における達成状況が測れる指標としている。 

 

６－２－３ 成 果 

フェーズ3は、上述のプロジェクト目標及び上位目標を達成すべく、次の6成果から構成される。

また、同時に図６－１に示すように、これらの成果はモンゴル側における自律的な大気環境管理サ

イクルの構築とその運用を支援することが意図されている。すなわち、大気環境管理サイクルのス

テップ①「大気環境、排出源の分析・評価及び対策実施効果の評価」の能力強化は、成果 1 及び成

果 2 によって行われる。ステップ②「大気汚染に関わる戦略、方針、意思決定」の能力強化は成果

4、ステップ③「大気汚染対策の策定と評価」の能力強化は成果 3、 ステップ④「大気汚染対策実

施」の能力強化は成果 5 にそれぞれ対応する。そして、各ステップが相互に作用してサイクルが能

動的に機能するための共通基盤である「大気環境管理サイクルのプラットホーム」の構築強化は成

果 6 によって行われる。このプラットホームは、大気環境管理と大気汚染対策に関連する、モンゴ

ル側の法的枠組み、資源配分、及び調整機能といった側面で捉えることとする。 

成果 1：主要な発生源における排出モニタリング及び大気環境モニタリングの能力が強化される。 

成果 2：年間を通じて、汚染構造（特に粒子状物質（PM））の分析や評価能力が強化される。 

成果 3：大気汚染対策の技術的評価と実施準備を行う能力が強化される。 

成果 4：大気汚染対策に関わるモンゴル側の意思決定プロセスが、APRD、国家気象・環境モニタ

リング庁（NAMEM）等の専門機関を活用することで、改善する。 

成果 5：主要な汚染源において PM、二酸化硫黄（SO2）及び窒素酸化物（NOx）排出削減のため、

大気汚染対策が促進される。 

成果 6：アウトプット 1～5 の達成のために、法的枠組み、資源配分、及び、調整機能（大気環境

サイクルのプラットフォーム）が強化される。 

 

【指標】 

成果 1 の指標： 

1-1 APRD や市監査庁により、標準法及び簡易法による排ガス測定に基づいたボイラ認定監査

が xx％実施される。 

1-2 APRD や関係機関が少なくとも 3 回の排ガス測定報告書を副市長に提出する。 
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1-3 APRD と NAMEM が連携して、主要汚染源からの排出モニタリングと大気環境モニタリン

グ情報が定期的に関係機関に共有される。 

1-4 CEMS の測定結果が年 1 回公定法と比較される。 

1-5 RSD 調査結果に基づき、ウランバートル市内を走行する自動車の排出ガス測定実態の分布

が少なくとも年 1 回作成される。 

 

成果 2 の指標： 

2-1 PM 発生源寄与解析結果が少なくとも 3 回報告される。 

2-2 年間を通じた大気モニタリング、排出インベントリや大気拡散シミュレーションモデル、

PM 発生源の特定結果等により 集団曝露量等を含む汚染構造が少なくとも 3 回評価され

る。 

 

成果 3 の指標： 

3-1 ゲル地区の家庭用改良燃料の排ガス測定方法の規格案及び品質規格が規格度量衡庁に提出

される。 

3-2 パイロット事業の実施計画が少なくとも xx 件作成される。 

 

成果 4 の指標： 

4-1 大気汚染の状況分析、大気汚染対策の短・中・長期の戦略案（BAU の検討含む）、大気汚

染対策の評価（実施済み、及び、案）が少なくとも 2 回意思決定機関に提言される。 

4-2 パイロット事業及びプロジェクトの成果が国家環境汚染削減プログラムの改定あるいは実

施・不実施の決定に 1 件以上利用される。 

 

成果 5 の指標： 

5-1 プロジェクトの C/P-WG で選択された XX 件のパイロット事業が行われる。 

5-2 各パイロット事業の結果（PM、SO2、NOx の排出削減、大気環境改善及び暴露）が、関係

機関に公表される。 

 

成果 6 の指標： 

6-1 関連する法令・規則（燃料規制、排出基準、MNS、市条例等）の案が xx 件提出される。 

6-2 プロジェクトによる技術審査ガイドライン等の成果を活用して、大気汚染対策基金（Air 

Pollution Against Fund）が 3 件以上の対策事業や技術に資金を配分する。 

6-3 本プロジェクトに係る大気汚染対策について各関係機関の役割分担に係る協定が xx 件締

結される。 

6-4 大気汚染対策の計画・実施・評価に係る業務指針が、関係機関に配布される。 

 

６－２－４ 活動の概要 

各成果に対する活動は以下のとおりである。 
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成果 1．主要な発生源における排出モニタリング及び大気環境モニタリングの能力が強化される。

【活動】 

1-1 APRD と市監査庁が排ガス測定に基づき HOB 監査を強化する。 

1-1-1 APRD と JICA 専門家が固定発生源の排ガス測定の技術移転状況を把握する。 

1-1-2 APRD が JICA 専門家支援のもとに排ガスチームを 2 チーム再構成する。 

1-1-3 市監査庁と関連機関が JICA 専門家支援のもと、排ガス測定に基づいた HOB 監査を実

施する。 

1-1-4 市監査庁が、JICA 専門家の指導のもとに市監査庁が保有する機材に基づき排ガス（ガ

ス成分）簡易測定法（JIS 法との並行測定、マニュアル策定、メーカー校正）を導入す

る。 

1-1-5 APRD、市監査庁が JICA 専門家の指導のもとに、排ガス測定報告書を作成する。 

 

1-2  TPP3、TPP4 が JICA 専門家の指導により、CEMS を用いて排ガス管理を強化する。 

1-2-1 JICA 専門家の指導により、TPP3 及び TPP4 が CEMS の維持管理計画を策定し、実施す

る。 

1-2-2 JICA 専門家の指導により TPP3 及び TPP4 が CEMS 排ガスデータの品質管理を行う。 

1-2-3 TPP3 が自然環境・観光省、関係機関と協力して、CEMS 排ガス情報統合報告システム

を構築する。 

1-2-4 APRD、関連機関が CEMS の排ガス情報を共有し、評価を行う。 

1-2-5 市監査庁が TPP2、3、4 及び新規大型熱供給施設の排ガス監査結果を整理し、ウランバ

ートル市に報告する。 

 

1-3 道路・運輸開発省と市交通局が自動車排出ガス測定に基づいて自動車関連規制を導入する。 

1-3-1 道路・運輸開発省と市交通局が JICA 専門家の支援のもと RSD による自動車排ガスの

測定を実施して、排出状況の現況を把握し、規制対象車を絞り込む。 

1-3-2 道路・運輸開発省、鉱業・重工業省が JICA 専門家支援のもと自動車の燃料調査を行う。 

 

1-4 APRD と NAMEM が JICA 専門家支援のもと AQMS の活用を強化する。 

1-4-1 CLEM と JICA 専門家が CLEM のラボの精度管理用機材の稼働状況を把握し、対処法

を検討する。 

1-4-2 APRD がフェーズ 2 で策定した AQMS 維持管理計画に基づき、維持管理を強化する。 

1-4-3 APRD が JICA 専門家支援のもと、改善燃料パイロットプロジェクト対象地区に移動式

AQMS を設置し測定を開始する。 

1-4-4 APRD が JICA 専門家支援のもと、バヤンホシュ局を整備強化する。 

1-4-5 APRD と CLEM が専門家支援のもと PM の FRM サンプラーとの並行測定を継続し、

測定局の精度評価を行う。 

1-4-6 APRD と CLEM が専門家支援のもと AQMS の情報システムを継続・維持する。 

1-4-7 APRD と NAMEM が大気環境モニタリングネットワークを通じてオンタイムのモニタ

リングデータを関係機関に共有する。 
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1-4-8 APRD と CLEM が専門家支援のもと大気環境モニタリングデータを解析し、報告書を

作成する。 

1-4-9 関係機関が大気環境モニタリングデータを活用する。 

 

成果 2．年間を通じて、汚染構造（特に粒子状物質（PM））の分析や評価能力が強化される。 

【活動】 

2-1 NAMEM と JICA 専門家が通年の PM 成分分析結果を基づき PM 発生源寄与解析を行う。 

2-1-1 CLEM と JICA 専門家が通年の PM サンプリングの計画を作成し、サンプリングを実施

する。 

2-1-2 JICA 専門家が、PM 成分分析を日本国内で実施する。 

2-1-3 NAMEM と CLEM が、JICA 専門家の支援によって PM の成分分析技術（イオン分析、

元素分析、炭素分析）を学習する。 

2-1-4 NAMEM と CLEM が、JICA 専門家の支援のもと PM 成分分析機材整備計画を策定する。 

2-1-5 APRD 及び NAMEM が JICA 専門家の指導のもと、レセプターモデルにより PM 発生源

寄与解析を実施する。 

 

2-2 APRD と NAMEM が JICA 専門家支援のもと大気拡散シミュレーションモデル及びレセプ

ターモデルを用いた大気汚染構造と暴露の評価を行う。 

2-2-1 APRD と NAMEM が、発生源インベントリの更新計画を作成する。  

2-2-2 APRD とウランバートル市交通局が、移動発生源調査（排出インベントリ更新、信号

制御の検討、交通量、旅行速度）を実施する。 

2-2-3 APRD と JICA 専門家がパイロット地域を決め、ゲルストーブの稼働状況を調査し、ゲ

ルストーブの使用実態（ストーブの種類と型式、季節変化、住宅の断熱性能、石炭使

用量）を把握する。 

2-2-4 APRD と NAMEM が JICA 専門家の支援のもと、必要に応じてその他発生源調査を実施

する。 

2-2-5 APRD 及び NAMEM が JICA 専門家の指導のもと、火力発電所等の将来計画、自動車登

録台数、人口、経済成長、排出基準、燃料規制等を調査・推計し、将来年の BAU（Business 

as Usual）シナリオを作成する。 

2-2-6 APRD と NAMEM が、現状と将来（BAU シナリオ）の排出インベントリを更新する。 

2-2-7 APRD と NAMEM が PM10、SO2、NOx の大気拡散シミュレーションモデルを更新する。 

2-2-8 APRD と NAMEM がウランバートルにおける大気汚染構造を評価する。 

2-2-9 APRD と NAMEM が PM10の市民への暴露を人口加重濃度等で評価する。  

 

成果 3．大気汚染対策の技術的評価と実施準備を行う能力が強化される。 

【活動】 

3-1 APRDと関係機関が、改良燃料の測定方法の規格案及び品質規格案をMNS案として作成し、

規格度量衡庁への提案を行う 

3-2 鉱業・重工業省が JICA 専門家の支援により、都市ガス普及のための安全指針を作成する。 
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3-3 APRD と関係機関が、選択されたパイロット事業の実施計画（改良燃料、HOB、信号制御、

エコドライブ、RSD、ポータブル排出ガス測定機による自動車取締り、DPF、低硫黄燃料

及び低排出ガス自動車の導入等）及び関連業務指示書を策定する。 

 

成果 4. 大気汚染対策に関わるモンゴル側の意思決定プロセスが、APRD、国家気象・環境モニタ

リング庁（NAMEM）等の専門機関を活用することで、改善する。 

【活動】 

4-1 APRD と NAMEM が大気汚染の状況分析、大気汚染対策の短・中・長期の戦略（BAU の検

討含む）、大気汚染対策（実施済み及び案）の評価を意思決定機関に提言する。 

4-2 国家環境汚染削減委員会が、技術審査ガイドラインを承認し、大気汚染対策の選定に活用

する。 

4-3 関係機関がパイロット事業選定のために協議を行い、承認する。 

4-4 国家環境汚染削減委員会と関係機関がパイロット事業を本格事業として承認する。 

4-5 国家環境汚染削減委員会が大気汚染対策基金の運営にあたり、プロジェクトの成果やパイ

ロット事業の成果を活用する。 

 

成果 5. 主要な汚染源において PM、二酸化硫黄（SO2）及び窒素酸化物（NOx）排出削減のため、

大気汚染対策が促進される。 

【活動】 

5-1 APRD がウランバートル市保健局及び関連機関と協力し、市民、生徒及び保護者向け啓発・

警報活動を実施する。 

5-2 自然環境・観光省と APRD がニュースレター、新聞記事、ホームページ及びマスメディア

を通じて、プロジェクトの内容を発信する。 

5-3 APRD と JICA 専門家が改良燃料の製造業者に製造技術の改善を助言する。 

5-4 関係機関が JICA 専門家の支援により、活動 3-3 で策定した実施計画に従ってパイロット事

業を実施する。 

5-5 関係機関が JICA 専門家の支援により、パイロット事業結果を評価（排出削減及び大気環境、

住民暴露の観点から）及び教訓を分析する。 

5-6 関係機関が JICA 専門家の支援により、パイロット事業結果を国家環境汚染削減委員会に報

告する。 

5-7 TPP3 と TPP4 が JICA 専門家の支援により、CEMS データを解析し、可能な大気汚染対策

について検討する。 

5-8 TPP3 と TPP4 が JICA 専門家の支援により、大気汚染物質の削減計画を作成する。 

 

成果 6. 成果 1～5 の達成のために、法的枠組み、資源配分、及び調整機能（大気環境サイクルのプ

ラットフォーム）が強化される。 

【活動】 

6-1 関係機関がプロジェクトの各アウトプットと活動に関連して、大気環境管理体制における

役割分担を協議し、明文化する。 



 

－62－ 

6-2 APRD が JICA 専門家の指導のもと、改良燃料などの燃料基準、固定発生源、移動発生源、

その他発生源の排出基準、条例等の改定に向けた技術資料を国家環境汚染削減委員会に提

供する。 

6-3 国家環境汚染削減委員会、関係省庁が燃料基準、排出基準を策定し、規格度量衡庁へ提出

する。 

6-4 国・ウランバートル市の関係省庁・部局が大気汚染対策に関する法令、細則、条例等を策

定し、議会へ提出する。 

6-5 JICA 専門家が大気汚染対策基金事務局に対し、大気汚染対策及び技術審査ガイドラインの

研修を実施する。 

6-6 大気汚染対策基金が大気汚染対策の案件審査体制を構築する。 

6-7 モンゴル側が大気汚染対策に関わるドナー連携協調を強化する。 

6-8 国家環境汚染削減委員会と関係機関が JICA 専門家の支援により、大気汚染対策計画・実

施・評価指針案を作成する。 

 

６－３ 実施期間 

プロジェクト実施期間は 2018 年の 2 月から、2023 年 2 月までの 5 年間を想定している。実施期間

は、フェーズ 1（3 年）やフェーズ 2（3 年 6 カ月）と比べて十分な長さであると判断される。これは

フェーズ 2 終了時評価調査の教訓（上層組織を巻き込むリスク 小化のため、関係機関と密な意思疎

通が重要であり、プロジェクト協力期間も遅延に対応できる余裕を確保することが望ましい）を踏ま

えたものである。 

 

６－４ 実施体制 

具体的な大気汚染対策に取り組むフェーズ 3 では、今まで以上に市・国の連携が必要になることか

ら、フェーズ 1、2 の C/P である APRD に加え、国側の調整役として自然環境・観光省も C/P に含め

ることにした。 

C/P-WG のメンバーに関しても、これまで以上に多数の関係機関・部局を巻き込むことが必要であ

るとの認識を広く共有できた。 

プロジェクト運営上の責任者は、以下のとおり定めた。国家環境汚染削減委員会（NCEPR）の共

同事務局長であるウランバートル市副市長と自然環境・観光省局長の両名が JCC に責任者として参

画することが必要であると考え、JCC の共同議長とした。 

・JCC 議長：ウランバートル副市長 

・同副議長：自然環境・観光省環境・天然資源管理局 

・プロジェクト・ディレクター：APRD 長官 

・プロジェクト・マネージャー：APRD 副長官 
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C/P と主要 C/P-WG 

C/P ウランバートル市大気汚染削減庁（APRD） 
自然環境・観光省（MET） 

C/P-WG 国レベル 国家環境汚染削減委員会、建設都市開発省、道路・運輸開発省、鉱業・

重工業省、エネルギー省、国家気象環境モニタリング庁（NAMEM）、

環境・度量衡中央ラボラトリー（CLEM）等 
市レベル 監査庁、戦略政策計画課局、エンジニアリング・ファシリティ局、保

健局、公共交通局 等 

事業者 第 3 及び第 4 火力発電所 

 

 

 
詳細計画策定調査の実施体制図（案） 

 

６－５ 前提条件・外部条件 

下記のとおり、前提条件と外部条件が設定された。 

 

（1）前提条件 

・ C/P と C/P-WG に資質があり適切な人数の職員が任命される。 

・ プロジェクトに関連する十分な予算が確保される。 

・ パイロットプロジェクト実施に必要な人的資源の動員がモンゴル側によって確保される。 

 

（2）外部条件（リスクコントロール） 

1）成果からプロジェクト目標達成への外部条件 

・ 国家環境汚染削減委員会、専門機関（APRD、NAMEM）等の大気汚染管理のための法的や
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政治的な枠組みが維持される。 

2）活動から成果達成への外部条件 

・ C/P 及び CP-WG の離職、異動あるいは退職が頻繁に生じない。 

・ パイロットプロジェクト実施に必要とされるウランバートル市、区、ホロー、ゲル地区コミ

ュニティの協調体制がモンゴル側によって確保される。 

 

６－６ 供与機材 

フェーズ 3 で供与する機材は、モンゴル側及び ADB の資金の活用も視野に入れて優先順位づけを

行い、協議・検討した。プロジェクト活動に必要な機材として、固定発生源排ガス測定機材、大気環

境測定局機材の一部、移動大気環境測定車用大気環境測定機材の一部、Remoto Sensing Device（RSD）、

エコドライブレコーダー等を供与することを想定している。 

PM 成分分析と発生源寄与解析の技術移転に関し、フェーズ 2 終 JCC で、NAMEM から強い要望

があった。しかし、PM 成分分析を行う関連の機材は高価で、その消耗品等の入手も容易ではないた

め、フェーズ 3 では日本において分析技術を学び、同時に CLEM のラボラトリーの機材整備計画を

策定して次のステップにつなげるものとした。 

また、フェーズ 2 では対象外としていた CLEM の大気環境測定局に関し、CLEM から機材のオー

バーホールに関する要望がなされたが、これらの施設整備には莫大な投資及び機材メーカーのエンジ

ニアが必要となるため、本プロジェクトの投入として供与することは予算の制約上難しいことを説明

した。 

 

（1）供与機材の基本的な考え方 

  フェーズ 1、2 を通じて供与した機材がフェーズ 3 でも使用することができるという前提で、フ

ェーズ 3 では次に挙げる活動が加わることを考慮し、検討を行った。 

① 固定発生源の排ガス測定能力を維持するとともに、ウランバートル市監査庁が保有する機材

に基づく排ガス（ガス成分）簡易排ガス測定能力の構築 

② 移動発生源の排出ガス測定能力の維持 

③ APRD の大気環境測定局の能力の維持 

④ モンゴル側国家レベル、市レベルの大気汚染削減プログラムとの連携強化 

⑤ ゲル地区での大気環境測定局及び移動大気環境測定車による大気環境測定 

⑥ フェーズ 3 で実施する大気汚染削減のパイロット事業 

  フェーズ 3 で構想する導入機材を分野別に示す。本調査では供与機材検討に際し、APRD 及び

NAMEM、CLEM等の保有機材及び2017年度購入予定機材を確認し、相互に補完する計画とした。 

 

（2）固定発生源排ガス測定機材 

  固定発生源に関する排ガス測定機材については、測定継続に必要な機材を APRD に供与する。

また、ウランバートル市監査庁が保有する簡易排ガス測定装置（ガス成分）のセンサーを交換す

る。固定発生源排ガス測定機材を表６－１に示す。 
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表６－１ 固定発生源排ガス測定機材 

機材名 用途 数量 供与先 備考 

加熱器付排ガス吸引管 水分量測定用の排ガス温度を

100℃以上に加熱して採取する

ための加熱吸引管 

2 式 APRD  

簡 易 排 ガ ス 測 定 装 置

（TESTO340）のセンサー

排ガス中の O2、CO、SO2、NOx

測定する。 

4 式 UB 市監

査庁 

機材 2 台を 2 回交換（1

年ごとに交換するた

め） 

 

（3）移動発生源測定機材 

  移動発生源に関する機材については、RSD を道路・運輸開発省、ドライブレコーダーをウラン

バートル市交通公共局に供与する。移動発生源測定機材を表６－２に示す。 

 

表６－２ 移動発生源測定機材 

機材名 用途 数量 供与先 備考 

リモートセンシングデバ

イス（RSD） 

走行中の自動車の排出ガス

（NO、CO、HC、PM）を瞬時

に測定する装置 

1 式 道路・運

輸開発省

高排出車の運航を抑

制する対策で活用す

る。 

ドライブレコーダー 自動車に設置し、走行中の速

度、加速度及び緯度経度を記録

するドライブレコーダー 

80 式 UB 市交

通公共局

自動車対策の 1 つで

あるエコドライブの

対策効果に役立てる。

 

（4）大気環境測定機材 

  大気環境測定機材については、フェーズ 2 で供与した Bayankhoshuu 測定局の追加測定機材、移

動大気測定局の測定機材の更新に必要な機材を APRD に供与する。また、PM サンプラーの交換

部品を NAMEM と CLEM に供与する。大気環境測定機材を表６－３に示す。 

 

表６－３ 大気環境測定機材 

機材名 用途 数量 供与先 備考 

大気環境測定局用 

窒素酸化物（NOx）濃度測

定装置、一酸化炭素（CO）

濃度測定装置及びオゾン

測定装置（O3） 

大気環境中の NOx、CO 及び

O3を測定する 

1 式 APRD Bayankhoshuu 局の追加

機材 

（フェーズ 2 では

PM2.5、PM10及び SO2、

及び気象計を供与） 

移動大気環境測定車用大

気汚染物質測定機材 

（PM2.5/PM10、NOx、CO、

SO2、O3測定機、標準ガス

希釈装置、ゼロガス発生装

置、データ収集システム）

PM2.5/PM10、NOx、CO、SO2、 O3

を測定する。 

1 式 APRD 既存のAPRD移動大気

環境測定車の大気汚

染物測定機材の更新 

PM10/PM2.5 サ ン プ ラ ー

（FRM）交換部品 

PM10/PM2.5 サンプラーの必要な

交換部品 

5 式 NAMEM

CLEM 

NAMEM：4 台保有 

CLEM：1 台保有 
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＜C/P 機関の機材計画＞ 

大気環境測定機材に関する、現時点での C/P 機関自己予算による機材計画は次のとおりである。 

＜APRD＞ 

・ Bayankhoshuu 測定局以外の大気環境測定局 4 局の CO 計と標準ガス希釈装置を更新するこ

とを計画しているが、予算が承認されるかどうかは未定である。 

・ 大気環境測定局に関し、標準ガスを含む交換部品は、APRD が自己調達する。 

＜NAMEM/CLEM＞ 

・ UBCAP が大気環境測定局 1 局（PM2.5、PM10 、NOx、SO2 及び CO の 5 項目）と既存の 6

局の大気環境測定局のための PC、ソフトと一部の交換部品を１年分供与する。 

・ 大気環境測定局に関し、標準ガスを含む交換部品は CLEM が自己調達する。 

 

＜JICA 側供与機材計画＞ 

上記の C/P 側機材計画に配慮した JICA 側供与機材計画の要点は次のとおりである。 

＜APRD 所有の大気環境測定機材に対して＞ 

・ 測定機材を追加投入しない Bayankhoshuu 局に追加機材を導入する。 

・ 測定機材の更新を実施しない移動大気環境測定車の機材を導入する。 

＜NAMEM/CLEM 所有の大気環境測定機材に対して＞ 
・ PM10/2.5のサンプラーの交換部品を導入する。 
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第７章 パイロット事業案 

本プロジェクトの目標に掲げている「実効性のある汚染対策の実施」に向けて、「国家大気汚染削

減プログラム」（2017 年 3 月閣議決定、目標年 2025 年）の中で優先度の高い大気汚染対策を本プロ

ジェクトのパイロット活動として取り組むこととした。以下に、想定されている主なパイロット活動

の考え方などを記載する。パイロット活動により有効性が確認された事業については、モンゴル側が

「Air Pollution Against Fund」（Clean Air Foundation の後継基金）や、WB・ADB 等他ドナーの資金を

動員し、本プロジェクトの枠外で、より大規模に本格実施することを企図している。 

 

（1）ゲル地区改良燃料 

  改良燃料の効果を検証するため、改良燃料に関するパイロット事業を 2 回実施する。パイロッ

ト事業は異なる改良燃料を用いて対象地域で実施する。パイロット事業は 1 回当たり 1 年間であ

ることから、合計 2 年間が必要である。パイロット事業では、大気環境濃度に低減効果がある改

良燃料を選定する。そのうえで、パイロット事業により選定された改良燃料の製造販売体制の確

立及びゲル地区世帯での購入に向けた補助金制度を検討する。 

＜改良燃料のパイロット事業計画案＞ 

・ 改良燃料 

バイオマスコールブリケット、セミコークス、セミコークスブリケット等モンゴルで製造可

能な改良燃料のなかから経済性やラボでの燃焼試験による大気汚染対策効果を総合的に判断

し、改良燃料を選定する。 

・ 対象世帯数 

1,000～3,000 世帯程度 

・ 対象地域 

山に囲まれた盆地地形で、対象地域以外からの汚染物質による影響をあまり受けず、改良燃

料による排ガス濃度の変化を把握しやすいゲル地区を選定する。候補地として 4 カ所程度を

検討し、その中から場所を選定する。 

・ 実施スケジュール 

改良燃料の製造を夏場に実施することにより、安価で製造を行うことができる。そのため、

パイロット事業の 1 年間の実施スケジュールは、改良燃料の試作を 5 月、燃料試験を 6 月に

行うことにより、改良燃料の選定を行い、製造依頼をする、夏場に製造された改良燃料を各

世帯に配布し、パイロット試験を1月か2月に実施することによりパイロット事業を進める。 

・ 費 用 

パイロット事業では以下に示す改良石炭費用、運搬費用、調査費が必要となる。 

1． 改質石炭費用：改良燃料の種類については別途協議するが、試験時に市場で購入できな

い場合は新規製造を依頼して、各世帯には無料供給する。また既存使用燃料費用は住民負

担とする。既存使用燃料とはゲル地区で使用している生石炭、木材である。 

2．運搬費用：燃料販売所もしくは製造所から各世帯への運搬料 

3． 調査費：契約は経験のある調査機関に一括依頼する形態で実施する、調査内訳案を下記

に示す。 
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① ストーブの種類の調査 

② アンケート用紙配布・回収 

③ 燃焼方法の説明 

④ 薪、燃料使用量の重量測定 

⑤ 燃料使用状況チェック（測定日） 

⑥ その他 

注：測定費用は別 

 
表７－１ パイロット事業スケジュール案 

パイロット事業スケジュール案

改良燃料関係 パイロット試験用燃料説明会

改良燃料製造希望

改良燃料候補者決定（3～4社）

改良燃料の試作(20kg)

燃焼試験

燃料選定（2社程度）

改良燃料の選別のための技術スペック案

燃料製造

確認燃焼試験

試験候補地関係 候補地の調査と決定

候補地世帯の説明と個別調査

パイロット燃焼試験関係 燃料配布（3000世帯程度）

燃焼試験期間

ヒヤリング

3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

この間で無風状態の天気のいい

日を最低3日、大気測定をする。

 

 

表７－２ 燃料試験のスケジュール 

日数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

通常燃料（2週間連続使用） 通常燃料（2週間連続使用）

改質燃料（2週間連続使用）

この間条件の良い時を選んで３日測定 この間条件の良い時を選んで３日測定 この間条件の良い時を選んで３日測定

 
  

（2）HOB 

  HOB の対策として、フェーズ 2 に引き続き、サイクロン、スクラバー、電気集塵機などの設置

を進める。排ガス測定によるボイラ監査を通じて、高効率 HOB へのリプレースを進める。ゲル

ストーブなどを HOB に集約することにより、ゲルストーブの台数を減らす対策などを進める。 

  モンゴル政府は、HOB を廃止し、電気による暖房に転換する方針である。ただし、火力発電所

の増設が十分ではなく、電気暖房に切り替えるだけの十分な発電量を確保できないため、HOB 廃

止があまり進まない可能性が高い。そこで HOB から電気暖房に切り替える実現性や基本方針に

ついて検討を行うこととする。 
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（3）信号制御 

  フェーズ 2 の車載型排出ガス計を用いた調査結果では、旅行速度が上昇するほど汚染物質排出

量が低減することが明らかとなっている。上記の観点より、信号制御システムの信号制御を 適

化し、旅行速度を上昇させることは自動車からの排出量を削減する有効な対策の１つである。 

  ウランバートル市交通管制センターでは、韓国から導入された 新式の交通流システムを導入

されているが、システムで適切なパラメータが設定できておらず、信号制御が 適化されていな

い。そのため渋滞が多発しウランバートル市全体の旅行速度が低い状況が続いている。パイロッ

トプロジェクトでは、ウランバートル市交通管制センター幹部や職員に対する交通工学に基づく

適切な信号制御の設定に係る技術移転を通じて、交通流の改善を図るものである。 

 

（4）エコドライブ 

  日本では、エコドライブを実施することで、燃費の向上とともに NOx・PM 等の汚染物質が削

減できることが実測調査等で明らかになっており、日本のバス事業者、運送事業者等で普及が進

んでいる。フェーズ 2 では、モンゴルでの導入（運用）可能性、定量的な評価方法、エコドライ

ブ実施をサポートする機器の導入などの導入（運用）に係る課題について検討するための走行調

査を 2016 年 9 月、路線バス 10 台に選定した機器を搭載し、調査及びその解析は 2016 年 12 月か

ら実施した。 

  フェーズ 3 のパイロットプロジェクトでは、フェーズ 2 での結果に基づき、バス、トラックな

どにエコドライブ機器を 80 台程度導入（供与機材を検討）することにより、自動車からの排出量

の削減を図る。 

 

（5）RSD 

1）装置概要 

  路肩に設置された RSD の本体（光源部・検

知部）から道路の反対側に設置された反射鏡に

向けて赤外線（IR）と紫外線（UV）のビーム

を照射し、反射されたビームの減衰等より排出

ガス濃度を計測する方法である。排出ガス濃度

の測定と同時に, カメラによるナンバープレ

ート情報の記録、速度・加速度センサーによる

各車両の速度・加速度が計測され、データに付

与される。一連のプロセスを１秒以内で完了す

るため、連続して走行している車両においても、

連続して測定できる。1 日当たり数千台～1 万

台以上（交通量や計測時間により変動）の車両

の排出ガス計測が可能となる。 

 

 図７－１ RSD 装置の概要 
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2）RSD 結果を用いた排出ガス対策案 

  参考までに、RSD 結果を用いた排出ガス対策案として、日本で実施されている車種規制・運

行規制、整備不良車対策を以下に示す。 

① 車種規制・運行規制 

・ 車種規制（青のエリア（例：ウランバートル市）に車庫をもつ車両に影響） 

 RSD 結果の測定値が一定の排出基準を満たさない車両は、ウランバートル市内に車庫（使

用の本拠）を置くことができなくなる。一定の猶予期間後に車両の使用ができないように

して排出量の多い車両の保有を減少させる。 

・ 運行規制（青のエリアを走行する車両に影響） 

 規制例 1：RSD 結果の測定値が一定の排出基準を満たさない車両は、ウランバートル市内

を走行することができなくし、排出量の多い車両の使用を制限する。 

 規制例 2：エリア内を走行する場合には一定の金額を支払わせ、排出量の多い車両の使用

を制限する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－２ 車種規制及び運行規制のイメージ図 

 

② 整備不良車対策 

・ RSD 結果の測定値が一定の排出基準を満たさない車両に対して整備指導を行い、整備が

実施されることで当該車両の排出量が低減される。なお、整備によって低減されない場合

は、車両代替の指導を行い、排出量が多い車両の使用を制限する。 

 

（6）ポータブル排出ガス測定機による自動車取締り 

  日本の調査事例では、排出ガス低減装置の故障等のいわゆる高排出車は通常の車両と比べて数

十～百倍の排出量となることが明らかとなっており、そのような車両を運行させないことは対策

の１つとして有効と考えられる。上記の RSD 調査では一度に多くの車両を検査することが可能で

あるが、計測条件にばらつきがあり、RSD 結果のみで取り締まることは難しい。一方、ポータブ

ル排出ガス測定機を監査機関に導入し、検査を行うという方法であれば、定められた試験方法と

規制値を基に取締りを行うことが可能である。両者を組み合わせた方法により、パイロット事業

を行う。具体的には、RSD で測定した結果を整理し、ウランバートル市内に流入する排出ガス濃

度分布を整理するとともに、高排出車の閾値を検討する。高排出車の閾値を大きく超過した車両

をポータブル排出ガス測定機や RSD により効率的に抽出し、罰則金や運行を制限する制度を構築

→RSD結果より一定の排出基準を作成 

→高排出車を代替もしくは対象エリアを通行不可とすることで、対象エリア内の排出

量低減 
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することで、整備された車両の導入や車両代替が進むことになり排出量が低減する。 

 

（7）大型バスへの九都県市認定 DPF 設置について 

1）対象車両数 

  対象車両の可能性としては以下の 4 パターンが考えられる。 

 台数 出典 注記 

① 24 普及実証事業の台数。目標年次 2018 年 バス会社による維持管理体制確立を目的として、

管理が行き届く台数。 

② 319 2017 年の国家環境汚染削減プログラムの

活動計画 3.3.3 の指標。目標年次 2021 年

ウランバートル市内の走行時間が長い市バスのう

ち、国が株式を保有し、市議が社長を務めている

会社の保有台数。維持管理の技術力が高めで、か

つ、国及び市の政策に協力させることが容易であ

るため、普及実証事業の次のステップとして想定

されている。 

③ 1,101 2017/4/20 時点で市バス用として登録され

たバスの総数 1,182 台から、トロリーバス

及び EURO-IV 基準車両（計 81 台）を除

いた台数 

市バスの運行には、民活事業者 20 社が協力してい

る。ウランバートル市交通局の管理・指導下にあ

るが、中小事業者を中心に維持管理が不十分であ

るため、導入には万全を期す必要がある。 

④ 1,729 2016 年にウランバートル市ナンバープレ

ートで車検に合格した大型バスの総数。

技プロフェーズ2の対策案検討において、

大値として採用した。 

大型事業場の労働者送迎バス、白ナンバー営業を

している大型バスなどが含まれる。都市間バスも

含まれている可能性がある。 

 

2）性能の留意点 

  2014 年当時のモンゴルの与党に接触を図った韓国のメーカー、2016 年冬のウランバートル市

新技術にて表彰を受けた羊毛 DPF 等、安全・性能の点で問題のある自称 DPF は少なくない。彼

らはモンゴルでのプロモーションを諦めたが、ADB 資金での一般公示となれば、現在のモンゴ

ルの法的環境では安くかつ短期で製造できる製品、すなわち危険な製品、性能が非常に低い製品、

性能がすぐに劣化する製品が落札し、その結果として失敗の評価を受けることになる。 

劣悪な品質の DPF を排除する規則・体制・社会環境が構築されるまでは注意が必要である。 

3）生産能力の留意点 

  9 都県市認証 DPF の市場規模は、日本国内での販売が一巡したため、ほぼゼロになっており、

伸びる可能性がない。そのため、将来のマーケット成長を見越した生産能力整備は期待できない。

まずは、ウランバートル市への出荷のみを想定した一時的な生産能力増強での対応のみを前提と

した。 

4）利用継続の留意点 

  2011 年に CAF 資金約 30 億 MNT（日本円換算約 2 億円）にて 400 台を購入した軽油 LPG 混焼

エンジンは、性能が EURO-I 基準程度しかなかったのみならず、バス会社の反対により数台が試

験搭載されたのみに終わっている。フェーズ 2 の作業部会では、バス会社及び従業員の協力を得

るための万全の注意、手順を踏んだ導入が重要である、と結論されている。 

5）提案 

  以上の留意点に基づき、以下のスケジュールを提案する。運用継続のためには、各バス会社の

指導・習慣づけが必要である。そのため、手順 3 及び 4 の大量導入時も、一気に導入するのでは
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なく、順次導入となるようなスケジュールを提案する。 

初回出荷までの部品調達期間、 終出荷までに必要な期間、輸送と据付けに要する期間等は、

おおむね可能と思われる数字を挙げているが、事業が具体的になる際に確認が必要である。 

 

手

順 
台数 

初回 
出荷数 

初回出荷ま

での月数 
終出荷ま

での月数 
事業名 着手時期 設置完了時期 

1 1 完 完 完 JICA 案件化調査 完 完 

2 24 24 3 カ月 2 カ月 JICA 普及・実証事業 2017年10月 2018 年 6 月 

3 295 約 30 3 カ月 １年 ？ 2018年10月 2020 年 4 月 

4 782 約 60 3 カ月 １年 ？ 2019年10月 2021 年 10 月 

※台数の 295 は、319 から 24 を引いた数字。782 台は、1,101 から 319 を引いた数字。いずれも、第 1 章で述べた台数を根拠としており、変

動の可能性がある。 

※手順 2 は適切な維持管理体制の構築を目的として台数を絞っている。手順 3 はモンゴル政府・ウランバートル市交通局の指示がしやすい

企業に限定しており、手順 4 は民活事業者すべてを対象としている。 

 

（8）低硫黄燃料及び低排出ガス自動車の導入 

  低排出ガス自動車の導入は、日本からモンゴルに輸入している 2005 年規制以前の車（11 万 6,533

台：2017 年 4 月時点）に対して、税金を多く課すなどにより、日本における排出ガス規制年が 2005

年（外国製はそれと同等の排出基準）より前の自動車を 2005 年規制（新長期規制）以降に代替す

る。バスは、中国あるいは韓国からの輸入車が多く、EURO-II や未規制車の車両が多くみられる。

公共バスでは、買い換え時に DPF を導入していないバスに対して、EURO-IV 以上の規制をクリ

アした車両を順次導入し、対象バスに対して優先的に EURO-IV 規格に合致した燃料の供給を受

けることにより、排出量の削減を図る。 

  低硫黄燃料導入は、同燃料の導入と併せた低排出ガス車の導入によって、自動車排出ガス対策

の中で、排出量及び濃度の低減効果が比較的高かった。また、低硫黄燃料の導入は、既存車両の

排出ガス低減装置の劣化を防ぐなどの効果も期待できる。2016 年からウランバートルで EURO-V

（硫黄分 10ppm 以下）として販売されている軽油は、モンゴルでの分析の結果、1,100～1,200ppm

の硫黄分が含まれていることがわかった。フェーズ 3 でも硫黄分の測定を行い、EURO の規格通

りに低硫黄燃料が確実にモンゴルへ輸入されるように働きかける。 
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第８章 5 項目評価 

「JICA 事業評価ガイドライン第 2 版」及び「JICA 事業評価ハンドブック」に沿って、本事業計画

を評価 5 項目の観点から評価する。なお、本評価は質問票に基づく関係機関へのインタビュー調査、

キックオフ会議参加者からのコメント、PDM 案及び PO 案の検討時の協議内容、現地視察などによ

って行った。 

 

８－１ 妥当性 

以下の理由から高いと判断される。 

 

（1）モンゴルの制約やニーズによる妥当性 

首都ウランバートル市では、低質炭の利用により多量の煤煙が排出され、大気汚染が発生して

いる。大気汚染源は、3 カ所の火力発電所（ウランバートル市第 2、第 3、第 4 火力発電所）、約

200 カ所の地区暖房ボイラ施設（HOB）と小型石炭焚き温水ヒーター（CFWH）、ゲル地区居住者

13 万世帯以上の 20 万～30 万基に及ぶゲルストーブであり、暖房需要の高まる冬期には特に大気

汚染が深刻である。加えて、火力発電所の焼却灰や道路粉塵の飛散、自動車排ガス等による大気

汚染の悪化も懸念されている。 

  フェーズ 1 及びフェーズ 2 にわたる協力の結果、大気環境モニタリングの改善、大気拡散シミ

ュレーションモデルの開発、大気汚染源の特定、ボイラ登録管理制度の構築等、APRD をはじめ

とする C/P-WG メンバーの能力強化が促進された。しかし、大気汚染健康被害の把握、大気環境

モニタリング体制の更新・拡大、PM10成分分析と発生源寄与解析、大気汚染物質の排出量に関す

る基準策定等、課題は依然として残されており、モンゴル側の当分野に対する支援のニーズは高

い。 

 

（2）モンゴルの大気汚染政策との整合性 

  2017 年 3 月 20 日、モンゴルの閣議で「国家大気汚染削減プログラム」が承認された。同プロ

グラムの期間は 2017～2025 年であり、フェーズ 3 の実施期間（2018～2023 年）と重なっている。

また国家プログラムの 5 つの目標のうち 4 つの項目は、①汚染物質の排出量削減、②交通機関か

らの排出量の削減、③環境汚染削減の行政管理、④環境モニタリング能力の強化等であり、フェ

ーズ 3 と大変整合した内容になっている。また、国家プログラムの具体的な活動内容は、フェー

ズ 2 で大気汚染の対策案としてアドバイスされた DPF、改良燃料、エコドライブ等があり、これ

らの対策はフェーズ 3 のパイロット事業案にも含まれている。 

  さらに、2017 年 3 月 27 日のウランバートル市の市長令「無煙ウランバートル市プログラム」

で実施する活動対策リストが承認された。この内容も改良燃料の提供等、フェーズ 3 のパイロッ

ト事業案と一致している。 

 

（3）日本の援助政策との整合性 

  日本政府が策定した対モンゴル国国別援助方針（2012 年 5 月）及び事業展開計画（2016 年 4

月）では、「ウランバートル都市機能強化」が重点分野として位置づけられ、都市の環境管理・改

善の促進に取り組むことが謳われている。 
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  同方針の下、JICA は「国別分析ペーパー」（2014 年 11 月）にて、ウランバートル市の都市環

境問題の中でも、大気汚染対策を中心に取り組む考え方を示している。 

  近では、環境省が実施したコベネフィット型環境汚染対策調査支援委託業務や、二国間クレ

ジット制度（JCM）にて「ウランバートル市第 118 学校への高効率熱供給ボイラの新設」で、高

効率ボイラへの転換を支援している。また、JICA の中小企業海外展開支援事業「ウランバートル

市のディーゼル路線バスの DPF による黒煙低減計画に関する普及・実証事業」（2017 年採択済み）

と事業成果や教訓等の情報を共有する。研修事業では「大気環境管理に向けたキャパシティビル

ディングコース」に C/P-WG メンバーの参加が想定される。このほか、「財政・社会・経済改革開

発政策借款」が 2017 年 9 月にプレッジされた。これらの支援事業は、フェーズ 3 の内容と密接に

関連している。 

  

（4）プロジェクトのアプローチと対象地域の適切性 

  これまでのフェーズでは、ウランバートル市には人口 130 万人が集中する状況や地形的な特徴

があり、厳冬期の暖房用や発電のための石炭の消費（特に生石炭）による大気汚染に対処するた

めに、排ガス測定や大気環境モニタリングと分析・評価、対策案の審査に関する能力強化を実施

してきた。これに加えフェーズ 3 では、年間を通じた自動車による排気ガスなどによる大気汚染

物質のモニタリングと、汚染構造の分析や評価を行い、大気汚染対策を広範囲に実施する。 

  モンゴルの「国家大気汚染削減プログラム」に沿って、「６－７ 実施体制」でも述べたとおり、

APRD や自然環境・観光省を主要な C/P とし、国家環境汚染削減委員会や多くの大気汚染対策を

直接実施する国及びウランバートル市の関係機関、事業者を C/P-WG に巻き込みながら、大気汚

染対策のためパイロット事業を実施する。さらに、将来モンゴル側が自律して大気汚染対策を持

続させるため、大気環境管理体制を強化する内容である。 

  以上のことから、対象地域やアプローチも適切であると判断される。 

 

８－２ 有効性 

前提条件や外部条件（詳細は「６－９ 前提条件・外部条件」参照）であるモンゴル側の投入が担

保され、組織・制度の再編によるプロジェクトへの影響（人事異動等）が少なければ、以下の理由に

より高いと見込まれる。 

 

（1）プロジェクト目標の内容の明確性 

  プロジェク目標の、『「実効性のある汚染対策」と「APRD と国レベル、市レベルの関連機関と

の連携協調体制」に重点をおいて、ウランバートル市におけるモンゴル側の大気汚染対策能力が

強化される。』は、C/P-WG を含む関係省庁と連携し、各関連機関が担当する実効性のある大気汚

染対策を行うために、能力強化を行うことが明確に示されている。 

 

（2）プロジェクト目標に対する指標 

  指標 1 は「パイロット事業の XX 件が本格実施に採用される」である。パイロット事業を実施

し、その結果を排出削減、及び大気環境、住民暴露の観点から評価し、教訓を分析する。これら

の報告を公表したうえで、本格事業として関係機関が採用する件数が指標になっている。 

  指標 2 は「パイロット事業の教訓が意思決定機関の決定（XX 件）に活かされる」である。パ
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イロット事業からの教訓に関して、意思決定機関が大気汚染対策事業の実施や法令整備等の判断

材料として活用する件数を指標にしている。 

  指標 3 は「ウランバートル市における大気汚染対策に関する法令、条例、燃料基準、排出基準

が施行されて、遵守される（新たな基準設定が XX 件、既に存在する基準の達成率が XX%）」で

ある。プロジェクトの成果から得られた情報を国家環境汚染削減委員会に提出し、その結果を基

に、大気汚染対策に関連する法令、細則、条例等を策定し、議会に提出される。その結果、新し

く設定される基準の件数と、既存の基準の達成率を指標としている。 

 

（3）プロジェクト目標と成果の関係 

  大気環境管理サイクルは、①大気環境・汚染源の分析、対策効果の評価（成果 1 と 2）、②大気

汚染対策・戦略・政策の検討/意思決定（成果 4）、③大気汚染対策の検討・計画立案・審査（成果

3）、④大気汚染対策の実施（成果 5）、⑤大気環境管理サイクルの構築（成果 6）から構成される。

プロジェクト目標達成にはこのサイクルを回すことが不可欠である。 

  成果 1と 2は、フェーズ 2までに構築された排ガス測定に監査や大気環境モニタリング能力を、

技術移転の対象機関を広げて更に強化し、年間を通じて汚染構造（特に、PM）の評価能力を強化

する。成果 3 は APRD や関連機関が、大気汚染対策のパイロット事業計画案の作成と実施準備を

行うことで、大気汚染対策の実施能力を強化する。成果 4 は専門機関を活用することで意思決定

プロセスを改善し、成果 5 はパイロット事業により大気汚染削減を実施する。さらに、成果 6 で

はモンゴル側が自ら大気環境サイクルを維持するための能力強化を行う。以上のことから、プロ

ジェクト目標と成果の因果関係は適切であると判断される。 

 

８－３ 効率性：（見込み） 

前提条件や外部条件（詳細は「６－９ 前提条件・外部条件」参照）であるモンゴル側の投入が担

保され、組織・制度の再編によるプロジェクトへの影響（人事異動等）が少なければ、高いことが見

込まれる。 

 

（1）成果に対する指標 

  成果は 6 つ設定されており、それぞれの活動が主体となる関係機関を含めて明確に記載されて

いる。指標の入手もプロジェクト活動の範囲内で入手可能である。 

  指標の中には、パイロット事業数、ボイラ認定監査数、提出された法令規則（燃料規制、排出

基準、MNS、市長令等）の件数など、具体的数値を現時点では特定できていないものもある。こ

れらの数値は、プロジェクト開始後、順次、JICA 専門家やモンゴル側専門機関が、科学的根拠に

基づき実現可能な数値を協議及び確定し、JCC で承認される必要がある。 

 

（2）成果発現のための活動 

  全体的に、すべての成果に対しての活動は中心となる担当機関が明確に記載され、具体的な内

容である。また、活動と成果の因果関係も適切であると判断される。 

  成果 1～4 は、フェーズ 2 で達成した能力（排出及び大気環境モニタリング、汚染構造分析、技

術評価、意思決定プロセス）を強化・発展させる内容である。新たに、フェーズ 3 で加えた成果

5 において、パイロット事業により大気汚染物質排出削減を具体的に促進する。成果 6 は、モン
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ゴル側は自律的に大気汚染対策に取り組み、持続する体制を構築する内容である。 

以上により大気環境サイクルを強化し具体的大気汚染対策を実施しながら、モンゴル側でも回

すことができることを期待する計画になっている。 

 

（3）活動のための投入計画 

  本事業の日本側の主な投入は、専門家の派遣、機材供与、人材育成の本邦研修である。活動に

応じた専門家の投入が計画されており、本事業を実施するうえで 小限の日本人専門家の投入と

なっている。 

  想定される日本人専門家は、①総括、②大気汚染対策計画・政策、③固定発生源排ガス測定、

④大気モニタリング、⑤大気環境データ解析、⑥PM10 及び PM2.5 のサンプリング、⑦PM10 及び

PM2.5 のサンプリングの発生源寄与解析、⑧発生源インベントリ（固定、移動、その他）、⑨大気

拡散シミュレーションモデル/大気汚染対策評価、⑩自動車対策 1（信号制御）、⑪自動車対策 2

（RSD 等/移動発生源排ガス測定）、⑫クリーンコール技術、⑬CEMS データ解析、⑭固定発生源

対策、⑮大気汚染行政、⑯啓発活動/広報、などである。 

  機材供与は、APRD に対して大気環境モニタリング機器（NOx 計、CO 計等）を調達するほか、

パイロット事業で利用されるエコドライブレコーダー等が計画されている。また、フェーズ 2 ま

でに供与された機材（CEMS 等）も十分に活用するほか、監査庁が既に保有する排ガス簡易測定

器を利用するなど、投入計画は適切であると考えられる。 

  本邦研修は、汚染構造分析能力強化のため PM 成分分析研修や、大気汚染行政分野の研修が計

画されている。 

  以上の投入は、活動を行うために十分であると考えられる。 

 

（4）投入のタイミング 

  フェーズ 3 は、大気汚染が も厳しい冬期の 2 月にプロジェクトを開始し、直ちに HOB 等か

らの排ガス測定やボイラ監査の能力強化を行う。大気汚染の構造解析に関しては、フェーズ 2 ま

では、ゲル地区家庭暖房用ストーブによる大気汚染を重視し冬期の大気汚染の構造解析に注力し

てきたが、フェーズ 3 は年間を通じての汚染構造分析/評価能力を強化する。機材は調達に時間が

かかるため、プロジェクト開始後はフェーズ 2 までに供与された既存の機材を利用し、約 1 年後

から新しい供与機材を利用する。 

  パイロット事業は 1 年目から開始するが、機材は選択された事業の内容に合わせて柔軟に調達

手続きを進める予定である。 

 

（5）わが国のプロジェクトや他の援助機関との連携 

  「７－１ 妥当性」でも述べたとおり、わが国の環境省が実施したコベネフィット型環境汚染

対策調査支援委託業務や、二国間クレジット制度による「ウランバートル市第 118 学校への高効

率熱供給ボイラの新設」、JICA の中小企業海外展開支援事業「ウランバートル市のディーゼル路

線バスの DPF による黒煙低減計画に関する普及・実証事業」と事業成果や教訓等の情報を共有す

ることで、限られた投入から効率的に成果を発現させることが可能である。 

  また、WB の資金協力で UBCAP がゲル地区の住宅に断熱材を導入する活動と、フェーズ 3 の

改良燃料パイロット事業では、対象世帯を確認するなど調整を行う。WB から NAMEM に大気環
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境モニタリング機材が供与される計画がある。将来 ADB からも、同様の機材購入のため資金提

供される可能性があり、機材について十分な情報交換を行う予定である。 

  以上のことから、わが国の他のプロジェクトや他の援助機関との連携により効率性が高まるこ

とが期待されている。 

 

８－４ インパクト 

正のインパクトは下記のとおり予想される。 

 

（1）プロジェクトの長期的、波及効果 

  上位目標は「ウランバートル市の大気環境改善に向け、主要発生源における汚染物質の排出削

減が促進される」である。ウランバートル市及び自然環境・観光省をはじめとした国レベルの関

係機関を C/P-WG として巻き込み、実効性のある大気汚染対策を実施するプロジェクト目標が達

成されることで、上位目標を達成することは十分可能であると考えられる。また、ADB が実施す

る政策支援借款及び各種の技術支援・グラントとの連携が可能となれば、本プロジェクトで効果

を検証したパイロット事業の本格的な実施につながる可能性がありプロジェクト上位目標の達成

への大きな貢献が期待できる。 

 

  指標は「主要発生源からの汚染物質の排出が、BAU ケースと比べて XX%削減される。」である。

この指標の達成の判断基準にするため、活動 2-2-5 で BAU シナリオを作成、活動 2-2-6 で BAU

シナリオの排出インベントリを更新し、活動 4-1 では、BAU の検討を含む大気汚染対策戦略を提

出する。 

 

（2）その他のインパクト 

  フェーズ 3 では、ウランバートル市保健局や関係機関と大気汚染による健康被害削減のため、

広報活動や警報を実施するほか、大気汚染削減のための具体的な活動がパイロット事業として実

施される。このため、大気汚染による特に子供の健康被害が少なくなるなどのインパクトが期待

されている。 

  さらに、WB/UBCAP のゲル地域での断熱材を用いた住宅と、フェーズ 3 の改良燃料パイロット

事業の連携により、対象地域住民の生活環境向上のインパクトも十分期待される。 

  なお、貧困、ジェンダー、環境への負の影響は特に予測されない。しかし、自動車の排出ガス

規制を巡り、市民からの反対も起こり得ることから、負のインパクトが発現しないよう十分な説

明と協議が必要である。 

 

８－５ 持続性 

詳細計画策定調査（事前評価）時点で、結論づけるには時期尚早といえる。 

 

（1）政策・制度面 

  フェーズ 3（2018～2023 年）は、「国家大気汚染削減プログラム」（2017～2025 年）と実施期間

が重複し、本事業終了後も国家プログラムは 2 年間継続するめ、政策・制度面での持続性は高い

と考えられる。また、フェーズ 3 の成果 6 は法的枠組みの強化を行い、大気汚染対策に関する政
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策や制度の持続性を高めるための構成になっている。 

  一方、モンゴルでは同国家プログラムにも記載されているとおり、石炭からガスや電気へのエ

ネルギー転換（ゲル地区での夜間電気に対する補助金の支給など）も、段階的に実施している。

このため改良燃料の普及などに関しては、法制度の変化について柔軟な対応が必要になる。 

 

（2）組織・財政面 

  ウランバートル市の副市長及び APRD長官を中心としてウランバートル市の大気汚染対策の実

施が行われる。また、国レベルでは MNET をはじめ関係省庁が C/P や C/P-WG のメンバーになり、

ウランバートル市と連携してプロジェクトの成果が持続することが期待される。フェーズ 3 の成

果 6 ではモンゴル側が自ら大気汚染対策を実施するよう、各関係機関の役割分担に関する協定を

締結することも指標に明記されている。このため組織面での持続性を強化する活動がプロジェク

ト実施中に行われる。 

  しかし、モンゴル政府は不安定な状況が継続している。2017 年 9 月に内閣不信任案が可決され

たことで、自然環境・観光省の局長レベルも人事異動の対象となる可能性がある。さらに、プロ

ジェクト開始後も、2020 年には国政選挙が予定されていることから、組織再編や人事異動につい

ては注視し対応を行うことが必要であると考えられる。 

  財政面は現在も厳しい状態にあるが、モンゴル政府はゲル地区の夜間電力料金に補助金を支給

するなど、積極的に国家プログラムの活動を実施している。2017 年 10 月以降の国会で Air Pollution 

Against Fund の審議と承認が予定されている。大気汚染削減に関する基金が設立し、維持されれ

ば財政面での持続性が高まる可能性がある。  

 

（3）技術面 

  フェーズ 1 及びフェーズ 2 での移転してきた技術（排ガス測定、大気環境モニタリング等）を、

フェーズ 3 で更に強化し、技術移転の対象組織を拡大することで APRD や関係機関での技術的な

持続性が高まると考えられる。 

  フェーズ 3 では、これまでよりも大気汚染対策に直接関連する実施機関を C/P-WG に取り込ん

でいる。例えば、環境担当監査官に対する排ガス測定の技術移転、道路・運輸開発省と市交通局

による自動車排出ガスの測定や調査支援、市保健局と関連機関の協力での啓発・警報活動等、ま

た事業者である第 3 及び第 4 火力発電所が大気汚染物質の削減計画を策定する活動が行われる。

この方法で、JICA 専門家により有用な技術や知識が広範囲な実施機関に直接移転され定着し、技

術的な持続性がより高まると期待される。 

  また、PM 成分分析を本邦研修で実施することにより、より集中した環境で技術移転が行われ、

年間を通じた PM 等の汚染物質の解析でモンゴル側が自律的に継続して技術を活用できることが

期待されている。 

  パイロット事業で移転される技術は、モンゴル側のフルスケールのプロジェクトに応用される

ことで、持続的な発展が図られると考えられる。 

  主な予想される課題はフェーズ 2 から変わらず、組織の再編成と C/P 及び C/P-WG メンバーの

異動や離職である。 
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（4）社会・文化面 

  JICA モンゴル事務所によると、2016 年末から 2017 年の冬期に、ウランバートル市で大気汚染

から子供への健康被害を訴える母親達のデモが 5 回発生した。このため大気汚染対策は、モンゴ

ルの中央政府及びウランバートル市にとって重要かつ緊急な課題として受け止められている。フ

ェーズ 3 では具体的な対策を実施することで、一般市民からの支援が得られると期待されている。 

  他方、改良燃料に関する価格設定や貧困層への補助金支給、自動車排ガス規制の実施について

は、持続性を高めるために公聴会を開くなど十分な理解が得られるよう努力する必要がある（例

えば、道路・運輸開発省によると、渋滞解消のため ADB 資金でバス専用レーン導入を検討して

いるが、苦情があり実施できない状況であることが報告された）。 

 

８－６ 総合評価 

本プロジェクトはモンゴルの「国家大気汚染削減プログラム」（2017～2025 年）と内容や実施期間

も含め大変整合性が高いことが明らかになった。フェーズ 2 で課題として残された大気環境モニタリ

ング体制の維持・強化、汚染構造分析と発生源寄与解析、大気汚染物質の排出量に関する基準設定、

法制度の整備等にもフェーズ 3 で取り組むことは、モンゴル政府からの要請とも合致し、目標達成が

十分に期待される。また、これまでのフェーズで積み上げてき技術や投入を活用しながら、具体的な

大気汚染対策をパイロット事業の実施により拡大・発展させることが可能だと思われる。さらに、大

気汚染による健康被害を削減する波及効果も期待されている。 

一方で、本調査期間（2017 年 9 月）に内閣不信任が可決され、モンゴル政府が不安定であり、プ

ロジェクト開始までに組織の再編成が起こりやすいため、関係者に対して再度プロジェクトの概要

を説明する必要性も予測される。これに加えて、プロジェクト期間中（2020 年）にモンゴルの国政

選挙が行われるため、プロジェクトの進捗が組織編制や人事異動に大きく影響されないよう、柔軟に

対応していくことがますます重要となる。 
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